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は
じ
め
に

一
九
五
四
年
五
月
一
七
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
は
、
約
半

世
紀
に
わ
た
っ
て
人
種
分
離
を
正
当
化
し
て
き
た
よ
告
白

E
Z
σ
E

2
Z曲
目
」
の
法
理
を
放
棄
し
た
。
有
名
な
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
で
あ
る
。
本
件
に

お
い
て
は
、
公
立
学
校
教
育
で
人
種
の
み
を
理
由
に
児
童
を
分
離
す
る
こ

と
が
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
は
甚
大
で
、
教
育
分
野
に

限
ら
ず
他
の
領
域
で
の
人
種
分
離
撤
廃
の
契
機
と
な
り
、
更
に
は
一
九
五

七
年
の
公
民
権
法
制
定
の
契
機
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
法
理
の
放
棄
は
あ
く
ま
で
も
人
種
分
離
に
関

し
て
で
あ
り
、
性
に
関
わ
る
領
域
で
は
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
以
後
も
、
こ
の
法

理
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
公
立
大
学
の

寮
を
男
子
寮
と
女
子
寮
に
分
け
る
こ
と
や
公
立
施
設
の
ト
イ
レ
を
男
子
ト

イ
レ
と
女
子
ト
イ
レ
に
分
け
る
こ
と
の
正
当
化
理
由
と
し
て
、

J
m
E一一
吋
同
一
昨
巾

σ
Z
E
E
-」
法
理
の
適
用
が
示
唆
さ
れ
て
い
お
)
。
同
様
に
、
か
か
る
法
理

は
教
育
の
分
野
に
お
い
て
、
男
女
別
学
制
を
正
当
化
す
る
法
理
と
し
て
も

用
い
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
公
立
学
校
(
主
と

し
て
州
立
大
学
)
の
合
憲
性
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八

二
年
に
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
男
女
別
学
制
を
採
用
す
る
公
立
大

学
に
対
し
て
初
の
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大

学
対
ホ

l
ガ
ン
(
冨
ぽ
包
印
包
喜
一

C
E〈
常
色
々
向
。
一
君
。
ョ
巾
ロ
〈
・
出
。
問
問
ロ
)

事
件
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子

大
学
看
護
学
校
が
入
学
を
女
子
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
連
邦
憲
法
修
正

第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
五
対

四
で
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
提
出
さ
れ
た
反
対
意
見
は
い
ず

れ
も
基
本
的
に
は
男
女
別
学
制
の
維
持
自
体
が
違
憲
で
は
な
い
と
考
え
て

い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
男
女
別
学
制
の
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
そ
の

別
学
制
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
女
子
大
学
に
入
学
し
た
女
性
は
共
学
大
学
に
入
学
し
た
女
性
よ
り
も

よ
い
成
績
で
あ
る
こ
と
、
共
学
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
進
学
し
た
男
子
も
女

子
も
別
学
校
に
進
学
し
た
生
徒
と
比
べ
る
と
大
学
入
試
に
失
敗
す
る
傾
向

が
大
き
い
こ
と
、
卒
業
後
の
活
躍
を
と
っ
て
も
女
子
大
卒
業
生
の
方
が
共

学
大
学
卒
業
生
よ
り
も
め
ざ
ま
し
い
活
躍
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
ま

た
、
あ
る
教
育
学
者
は
、
学
生
の
様
々
な
ニ

l
ズ
に
応
え
る
た
め
に
は
教

育
上
の
多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
)
で
あ
り
、
女
性
の
教

育
効
果
を
高
め
る
た
め
に
も
別
学
制
の
方
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
男
女
別
学
制
が
教
育
効
果
の
面
か
ら
有
用
で
あ

る
か
否
か
を
議
論
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
憲
法
上
容
認
さ
れ
る
制
度
で
あ
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る
か
否
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
る
。

教
育
上
の
性
差
別
に
関
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
分
離
を
正
当
化

し
て
い
る
考
え
方
が
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
中
で

も
、
男
女
別
学
制
の
問
題
と
ス
ポ
ー
ツ
チ

l
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
一
方
の
性

に
限
定
す
る
(
印
史
認
唱
品
目
同
色
巳
V-2-n
胃。
m『
曲
目
凹
)
問
題
は
、
そ

の
分
離
を
正
当
化
す
る
教
育
的
配
慮
に
つ
い
て
最
も
議
論
の
み
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
男
女
別
学
制
に
関
し
て
い
え
ば
、
従
来
、
教
育
の

多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と
、
軍
事
訓
練
が
必
修
課
程
に
あ
る
こ
と
、
積
極

的
差
別
解
消
策
宣
告
円
自
主
守
巾
白
R
Z
D
)
の
一
環
で
あ
る
こ
と
等
が
、
男

女
別
学
制
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

男
女
別
学
制
に
関
す
る
主
な
判
例
を
年
代
順
に
追
い
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

な
正
当
化
理
由
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
が
い
か
な
る
合
憲

性
判
断
を
行
っ
て
き
た
か
を
整
理
し
た
う
え
で
、
か
か
る
制
度
が
修
正
第

一
四
条
の
下
で
認
め
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
男
女
別
学
制

を
支
え
る
法
的
枠
組
に
つ
い
て
み
る
。
次
に
、
第
一
一
章
に
お
い
て
、
人
種

分
離
と
り
わ
け
人
種
別
学
教
育
に
関
す
る
平
等
保
護
実
現
の
展
開
を
概
観

す
る
。
と
い
う
の
も
、
男
女
別
学
制
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
が
、
い
く

つ
か
の
点
で
、
人
種
別
学
教
育
と
関
わ
る
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
以
前
の
判
決
お

よ
び
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
人
種
別
学
教
育
に
関

す
る
判
例
の
流
れ
を
み
て
お
く
こ
と
は
男
女
別
学
に
関
す
る
判
例
の
理
解

に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
男
女
別
学
制
を

正
当
化
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
凹
告
白
E
R
σ
己
巾
GEe-L
の
法
理
は
、

そ
も
そ
も
人
種
分
離
の
領
域
で
展
開
さ
れ
た
法
理
で
あ
り
、
そ
の
法
郷
に

至
る
ま
で
の
経
過
お
よ
び
放
郷
後
の
統
合
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
新

た
な
課
題
は
、
男
女
別
学
制
に
お
け
る
か
か
る
法
理
の
妥
当
性
を
考
慮
す

る
際
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
い
て

は
、
男
女
別
学
制
に
関
す
る
判
例
を
詳
細
に
み
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
も
と
に
第
四
章
で
は
、
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
の
際
、
ま
ず
い
か
な
る
合
憲
性
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
男
女
別
学
制
の
主
た
る
正
当
化
理
由
を

そ
の
基
準
の
下
で
審
査
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
検
討
す
る
男
女
別
学
制
の
問
題
は
、
主
と
し
て
ア

メ
リ
カ
の
大
学
に
お
け
る
男
女
別
学
制
で
あ
る
。
中
等
教
育
機
関
(
中
学

校
お
よ
び
高
等
学
校
)
に
お
け
る
男
女
別
学
・
共
学
の
問
題
は
、
教
育
学

的
に
は
最
も
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
等
教
育
の
時

期
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
生
徒
た
ち
が
思
春
期
の
少
年
少
女
で
あ
る
た
め

に
、
教
育
上
特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
男
女
別

学
支
持
者
と
共
学
支
持
者
の
意
見
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
相
譲
ら
な
い
の

で
あ
る
。
本
稿
第
三
章
で
み
る
男
女
別
学
制
に
関
す
る
判
例
の
中
で
一
件

北法38(4・75)659
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だ
け
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
関
す
る
事
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
、
男
女

別
学
制
の
正
当
化
理
由
と
し
て
学
校
選
択
の
自
由
と
「
凹
岳
即
日
Z
σ
三

2
ロ
色
」
法
理
が
主
張
さ
れ
て
い
る
先
例
と
し
て
と
り
あ
げ
た
に
す
ぎ
ず
、

中
等
教
育
に
お
け
る
男
女
別
学
制
と
し
て
特
別
な
取
扱
い
は
行
っ
て
い
な

い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
(
筆
者
自
身
は
、
中
等
教
育
に
お
げ
る
男
女
別
学

制
と
高
等
教
育
に
お
け
る
そ
れ
と
を
同
列
に
扱
う
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
も

の
で
あ
る
)
。

後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
男
女
別
学
制
の
問
題
は
、
私
立
大
学
を

中
心
と
す
る
私
立
学
校
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
今
後
そ
の
重
要
性
を
増

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
州
の
教
育
権
限
の

一
形
態
た
る
男
女
別
学
制
に
対
す
る
修
正
第
一
四
条
か
ら
の
男
女
平
等
の

要
請
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
の
問
題
を
考
え
て
い

こ
う
と
す
る
た
め
に
、
分
析
の
対
象
は
公
立
大
学
(
公
立
の
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
も
含
む
)
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
 
ω品、吋

C
・
ω-hp∞
ω
(
E
E
)
・

参

照

本

稿

(
2
)
 

第
二
章
第
二
節
。

(3) 
∞
吋
0
4司

P
開

S
R
g
p
E
-
w
白
ロ
仏
司

g
a
g
s
-
吋
岳
町
同
町
む
き
~

』
刊
同
町
』
寄
与
さ

S
S
S
S
T
h
p
s託
宣
た
む
き

~
F
S絞
る
『

hqNSN

4 

均
品
四
』
寄
る
司
、
司
。

s
s
-
g
J
P
E
F・
』
・
由
O

N

(
回
申
立
)
・

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
二
節
お
よ
び
第
四
章
第

二
節
で
詳
述
す
る
が
、
ヒ
ー
ト
ン
対
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
、
ア
レ
ッ

ド
対
ヒ

1
ト
ン
事
件
、
カ

1
ス
テ
ン
対
パ

l
ジ
ニ
ア
大
学
学
長
お

よ
び
ビ
ジ
タ
ー
事
件
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
マ
ク
ネ
ア
事
件
、
フ
ォ

ル
ヒ
ハ
イ
マ

l
対
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
学
校
区
事
件
が
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
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5 

品印∞

C
・
ω・
ロ
∞
(
巴
∞
N
)
・

6 

h
h同・白骨叶一凶]{・

7 

」
ミ
・
由
同
叶
ω
ω
1
8
・パ

l
ガ

l
長
官
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
、

お
よ
び
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
(
レ

l
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
が
同
調
)

が
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

参

照

本

稿

8 

第
三
章
第
一
節
。

(
9
)

打
。
宮
冨
白
山
問
。

z
o
z
回
目
。
巴
何
回
州
開
。
C
円い〉叶同
C
Z

。H4
0
5
d
z
d何回

g
m
当
。
宮
巴

4
2
E
C
E何
回
開

ccn〉叶，
sz-

(
V
〉
同
Z
開。問問山

吋一山(]{也、吋

ω)
・

12 11 10 

..... 
礼

』-h
叫
・
白
昨
叶
一
w.

戸
内
山
門
丹
巾
叶
内
円
。
自
己
国
三
円
凶
回
・
、
吋
吋

C
B白
ロ
円
。
出
巾
司
自
由
国
・
沢
田
可
(
ロ

R

ロ
レ
∞
∞
C
)
D
E
O丹
市
円
山
吉
田
・
穴
〉
4
・
∞
何
一
円
・
∞
〉
印
開

U
U回目円
U
E
E
Z〉
叶
目
。

z



一
、
吋
開
凶
4
・

(
U
E
E
E
O冨
再
開
問
問
〉
戸
印

(
N
門

-a-冨
∞
同
)
∞
O
印・

(
日
)
句
、
・
間
同
∞
O
A
R
・

(H) 
回
・
〉
∞
〉
図
。
。

n-P
〉
・
開
・
明
間
何
回
以
)
冨
〉
Z
W
開
・
出

-
Z
O問、吋
O
Z
田
口
門
日

ω-n・

河
何
日
孟
何
回
)
同
何
回
申
申
(

)

(

H

由、吋印)・

閉
山

O
印印・

ω開
H
U
-
m
n回目
g
-
Z〉
叶
円
O
Z
〉
Z
U
叶
出
開
戸
〉
巧
一
円
U
〉
白
印
何
回
〉
Z
U

15 

同
町

-h-
∞
吋
巾
ロ
円
山
巾
ロ
〈
・
目
白
色
巾
匂
巾
ロ
門
同
巾
ロ
丹

ωnFo。
-
口
町
田
仲
吋
山

2
・
A
H

コ

明

-

N

仏
巳
S
S
P
Q円
・
5
4
ω
)
・
本
件
に
お
い
て
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
高

等
学
校
対
抗
競
技
会
規
則
が
女
子
生
徒
を
対
抗
試
合
に
出
場
で
き

る
ス
ポ
ー
ツ
チ

i
ム
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
除
外
し
て
い
た
こ
と
が
、

修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
違
反
に
と
わ
れ
た
。
第
八
巡
回

裁
判
所
は
、
原
告
ら
が
参
加
し
た
い
と
す
る
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー

競
技
は
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
等
の
競
技
と
は
異
な
り
、
試
合
中
に
選
手

同
士
が
衝
突
し
て
け
が
を
す
る
よ
う
な
危
険
性
が
極
め
て
低
い
ス

ポ
ー
ツ
で
あ
る
の
で
、
男
子
生
徒
と
一
緒
に
競
技
す
る
こ
と
に
よ

り
女
子
生
徒
は
損
害
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
か
か
る

規
則
が
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
示
し

た。

教育における性差別

(
団
)
∞
〉
∞
。
。
門
U

同
巾
門
担
】
よ
的
H
A
も
『
ぬ
ロ
。
同
巾

H
h
T

白
同
甲
山
山
(
)
・

(
口
)
ヒ

1
ト
ン
対
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
マ
ク
ネ
ア

事
件
、
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

i
対
ブ
ィ
ラ
デ
ル
フ
イ
ア
学
校
区
事
件
、

19 18 

ミ
シ
シ
ッ
ピ
!
女
子
大
学
対
ホ

l
ガ
ン
事
件
が
そ
の
例
で
あ
る
。

ヒ
1
ト
ン
対
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
が
そ
の
例
で
あ
る
。

ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
女
子
大
学
対
ホ

l
ガ
ン
事
件
が
そ
の
例
で
あ

る

(
却
)
参
照
本
稿
第
四
章
第
二
節
(
一
一
)
。

(
幻
)
大
柴
衛
「
男
女
共
学
の
も
た
ら
し
た
も
の
教
育
機
会
均
等
の

象
徴
」
『
ア
メ
リ
カ
の
女
子
教
育
』
(
有
斐
閣
選
書
・
昭
和
五
七
年
)

一
O
五
|
一

O
八
頁
。

第
一
章

法
的
枠
組

第

節

憲
法

(
二
修
正
第
一

O
条
(
州
の
留
保
権
限
に
関
す
る
規
定
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
は
、
学
校
や
教
育
に
関
す
る
明
文
規
定
が
存

在
し
な
い
。
そ
こ
で
修
正
第
一

O
条
に
よ
り
、
公
教
育
に
対
す
る
権
限
お

よ
び
責
任
は
各
州
ま
た
は
人
民
に
留
保
さ
れ
る
。
実
際
に
、
ほ
と
ん
ど
の

州
憲
法
は
、
公
教
育
に
対
し
て
州
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
規
定
し
て
い

る
。
州
憲
法
に
基
づ
き
州
議
会
は
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
例

え
ば
、
学
区
決
定
の
た
め
に
地
方
行
政
区
画

Cog-e凹
丹
江
口
同
)
を
改
正

し

た

り

、

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

・

教

科

書

・

学

校

暦

(

印

nvg-g-gE吋
)
・
始

北法38(4・77)661
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終
業
時
間

(Fozgo同
R
E
o
-
o
u
R丘
一
。
ロ
)
等
を
定
め
た
り
し
て
、
実

際
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
経
営
に
関
す
る
細
か
な
こ
と
に
至
る
ま
で
規
定

(
3
)
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
州
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
州

裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
、
連
邦
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い

る
市
民
と
し
て
の
権
利
(
吾
巾
ユ
m
y
g
え
任
巾
巳
巴
N
巾
ロ
印
)
に
反
し
な
い
こ

と
が
要
求
さ
れ
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は
連
邦
裁
判
所

(4) 

に
よ
る
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
二
)
修
正
第
一
四
条
(
法
の
下
の
平
等
に
関
す
る
規
定
)

性
に
基
づ
く
異
な
っ
た
取
扱
い
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
一
元
主

義
に
立
脚
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
二
七
条
宙
告
白

-
E
S
Z〉
ヨ
巾

E
・

5
2円
)
案
が
、
一
九
八
二
年
六
月
三

O
目
、
採
択
の
た
め
の
最
終
期
限
が

切
れ
廃
案
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
合
衆
国
憲

法
上
、
性
差
別
の
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
明
文
規
定
は
、
修
正
第
一
四
条

と
修
正
第
一
九
条
の
二
規
定
と
な
る
。
し
か
し
、
修
正
第
一
九
条
は
投
票

権
に
限
定
し
て
性
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
教
育
に
お
け
る
性
差
別

と
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ば
、
法
の
平
等
保
護
を
一
般
的
に
保
障
し
た
修
正

第
一
四
条
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
修
正
第
一
四
条
は
、
本
来
、
主
と
し

て
黒
人
の
保
護
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
現
在
で

は
、
黒
人
の
問
題
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
お
け
る
法
の
平
等
保
護
を
保
障
す
る
規
定
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
法
の
平
等
保
護
を
保
障
す
る
と
い
っ
て
も
、
絶
対
的
平
等
を

保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
条
の
保
障
す
る
平
等
は
、
等
し
い
も
の
を

等
し
く
、
等
し
く
な
い
も
の
は
等
し
く
な
く
取
扱
う
と
い
う
意
味
の
相
対

的
平
等
で
あ
る
。
従
っ
て
、
合
理
的
な
理
由
の
あ
る
分
類
は
憲
法
上
許
容

さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
当
然
、
ど
の
よ
う
な
分
類
が
憲
法
上
許
容
さ

れ
、
ど
の
よ
う
な
分
類
が
差
別
に
当
た
り
憲
法
上
許
容
さ
れ
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
を
判
断
す
る
基
準
が
問
題
と
な
る
。

司
法
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
詳
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
で
は
ま
ず
、
男
女
別
学
制
の
問
題
を
憲
法
上
整
理
し
て
み
る
。

北法38(4・78)662

(
一
ニ
)
男
女
別
学
制
問
題
の
憲
法
上
の
地
位

公
教
育
に
関
す
る
権
限
は
州
お
よ
び
人
民
に
留
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ

か
ら
、
公
立
学
校
を
男
女
別
学
に
す
る
か
共
学
に
す
る
か
を
決
定
す
る
の

は
、
基
本
的
に
は
州
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
州
議
会
の
有
す
る
権
限
は
絶
対
的
で
な
く
連
邦
憲
法
上
の
制
約
を
受

け
る
。
と
こ
ろ
で
、
男
女
別
学
の
学
校
は
生
徒
を
一
方
の
性
に
限
定
す
る
。

つ
ま
り
、
入
学
資
格
を
一
方
の
性
に
限
定
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
男
子
高
校
に
入
学
を
希
望
す
る
女
子

生
徒
は
、
た
と
え
彼
女
が
そ
の
男
子
高
校
の
入
学
試
験
に
合
格
で
き
る
知



的
能
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
女
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

入
学
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
入
学
資
格
を
一
方
の
性
に

限
定
す
る
男
女
別
学
の
学
校
は
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違

反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
既
述
の
通
り
、
修

正
第
一
四
条
は
相
対
的
平
等
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
男
女
別
学
制

に
合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
違
憲
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
男
女
別
学

制
を
採
用
す
る
理
由
が
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
際
、
ど
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
男
女
別
学

制
に
対
す
る
判
断
が
当
然
異
な
り
議
論
の
余
地
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
も
第
四
章
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
、
先
に
、
し

ば
し
ば
州
が
男
女
別
学
制
の
合
理
性
の
根
拠
と
す
る
連
邦
法
の
規
定
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

教育における性差別

第

二

節

連

邦

法

す
で
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
教
育
に
関
し
て
連
邦
法
が
果
た
す
役
割
は

間
接
的
で
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
や
財
政
援
助
の
側
面
か
ら
関
連

す
る
に
留
ま
る
。
そ
れ
で
も
、
連
邦
議
会
は
次
の
よ
う
な
連
邦
法
を
制
定

し
て
教
育
に
関
わ
っ
て
き
た
。

ま
ず
基
本
的
な
規
定
と
し
て
、
職
業
教
育
法
(
一
九
六
三
年
)
、
初
等
中

等
教
育
法
(
一
九
六
五
年
)
、
高
等
教
育
法
(
一
九
六
五
年
)
、
成
年
教
育

法
ご
九
六
六
年
)
、
教
育
に
関
す
る
一
般
法
(
一
九
六
八
年
)
が
あ
り
、

こ
れ
ら
初
期
の
教
育
法
を
部
分
的
に
修
正
し
単
独
立
法
化
し
た
も
の
と
し

て
、
一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
、
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法
等
が
あ
る
。

ま
た
特
殊
な
教
育
領
域
と
関
連
す
る
環
境
教
育
修
正
法
(
一
九
七
四
年
)
、

全
障
害
児
教
育
法
(
一
九
七
五
年
)
や
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
き
た
新
し

い
領
域
と
関
連
す
る
伝
統
文
化
継
承
法
(
一
九
七
六
年
)
や
生
涯
教
育
推

進
法
(
一
九
七
七
年
)
等
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
男
女
別
学
制
の
合
理
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
一
九
七
二

年
改
正
教
育
法
第
九
編
お
よ
び
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法
第
二
編
に
つ
い

て
み
る
。

(
一
)
一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
第
九
編

一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
は
、
一
九
六
三
年
職
業
教
育
法
、
一
九
六
五

年
初
等
中
等
教
育
法
、
一
九
六
五
年
高
等
教
育
法
等
の
法
律
の
一
部
を
修

正
し
た
も
の
で
あ
り
、
高
等
教
育
を
受
け
る
学
生
へ
の
資
金
援
助
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
大
等
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
法

の
第
九
編
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
性
差
別
の
禁
止
に
つ
い
て
規
定
が

な
さ
れ
て
い
る
。

北法38(4・79)663

第
九

O
一
条

(
N
o
d
-
伊
わ
〉
・

2
2
H
)
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(
a
)
合
衆
国
に
お
け
る
い
か
な
る
人
も
、
以
下
の
場
合
を
除
い
て
は
、

そ
の
性
を
理
由
に
、
連
邦
の
財
政
援
助
を
受
け
て
い
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

あ
る
い
は
教
育
活
動
へ
の
参
加
を
妨
げ
ら
れ
、
そ
の
便
益
を
否
定
さ
れ
も

し
く
は
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

本
条
に
は
そ
の
適
用
除
外
と
し
て
、

(
1
)
か
ら

(
9
)
ま
で
列
挙
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
論
と
深
く
関
連
す
る
も
の
を
二
つ
挙
げ
る
に
留

め
る
。(1
)
教
育
機
関
へ
の
入
学
に
関
し
て
、
本
条
は
職
業
教
育
機
関
、
専
門

教
育
機
関
お
よ
び
大
学
院
並
び
に
公
立
の
大
学
教
育
機
関
に
の
み
適
用
す

ヲ
匂
。

(
5
)
入
学
に
関
し
て
、
本
条
は
、
創
立
以
来
伝
統
的
継
続
的
に
一
方
の

性
の
学
生
に
の
み
入
学
を
認
め
て
き
た
公
立
大
学
教
育
機
関
に
対
し
て
、

適
用
し
な
い
。

従
っ
て
、
第
九

O
一
条

(a)
項
の
一
般
条
項
か
ら
は
、
連
邦
の
財
政

援
助
を
受
け
て
い
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ
る
い
は
教
育
活
動
で
あ
れ
ば
、

公
立
か
私
立
か
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
性
差
別
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
適
用
除
外
に
よ
り
、
ま
ず
入
学
に
関
し
て
本
条
が

適
用
さ
れ
る
の
は
、
職
業
教
育
機
関
、
専
門
教
育
機
関
お
よ
び
大
学
院
(
以

上
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
)
と
公
立
大
学
に
の
み
限
定
さ
れ
、
更
に
公
立

大
学
に
対
し
て
は
、
創
立
以
来
伝
統
的
継
続
的
に
一
方
の
性
の
み
の
入
学

を
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
本
条
の
適
用
は
な
い
。
つ
ま
り
、
入
学
に
関

し
て
は
、
初
等
中
等
教
育
機
関
に
は
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
本
条
の
適
用

は
な
く
、
私
立
大
学
お
よ
び
創
立
以
来
男
女
別
学
制
を
採
っ
て
き
た
公
立

大
学
に
も
適
用
さ
れ
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
初
等
中
等
教
育
機
関
に
対
し

て
は
、
次
で
説
明
す
る
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、

最
終
的
に
入
学
に
関
し
て
適
用
除
外
さ
れ
る
の
は
、
私
立
大
学
と
創
立
以

来
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
き
た
公
立
大
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
本
条
は
性
差
別
禁
止
を
連
邦
の
財
政
援
助
の
条
件
と
し
て
規

定
し
て
い
る
の
で
、
本
条
の
適
用
範
囲
内
の
教
育
機
関
で
も
連
邦
の
財
政

援
助
を
受
け
な
く
て
よ
い
な
ら
ば
、
男
女
別
学
制
を
採
用
す
る
こ
と
ま
た

は
他
の
性
差
別
的
行
為
を
継
続
す
る
こ
と
が
、
本
法
と
の
関
連
で
は
可
能

と
な
る
。
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(
二
)
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法
第
二
編

本
編
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
一
九
七
二
年
に
下
院
を
通
過
し
た
け

れ
ど
も
上
院
で
の
可
決
に
及
ば
ず
、
結
局
廃
案
と
な
っ
た
教
育
機
会
均
等

法
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
こ
う
と
思
う
。

こ
の
教
育
機
会
均
等
法
は
、
専
ら
強
制
パ
ス
通
学

(σzzzm)
の
問
題



が
主
で
、
委
員
会
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
最
初
の
法
案
段
階
で
は
、
性
に

基
づ
く
差
別
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
委

員
会
の
報
告
の
中
で
性
に
つ
い
て
何
ら
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
理
由
に
、
法
案
の
一
部
に
「
性
」
と
い
う
文
言
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
条
文
に
関
し
て
、
委
員
会
報
告
書
に
記
さ
れ
て
い
る
条
文

と
、
実
際
に
報
告
さ
れ
最
終
的
に
下
院
を
通
過
し
た
条
文
と
の
聞
に
微
妙

な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
下
院
議
員
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
寸
性
」

と
い
う
文
一
一
一
回
の
削
除
が
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
委
員
会
報
告
書
に

は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

教育における性差別

第
二

O
一
条
州
は
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
ま
た
は
出
身
国
吉
田
片
山
。
ロ
色

。
忌
州
宮
)
を
理
由
に
し
た
以
下
に
示
す
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の

平
等
な
教
育
機
会
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
1
)
教
育
行
政
機
関
が
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
寸
性
」
ま
た
は
出
身
国

に
基
づ
き
学
校
間
あ
る
い
は
学
校
内
で
故
意
に
生
徒
を
分
離
す
る
こ
と
。

(
5
)
任
意
か
否
か
は
別
に
し
て
、
あ
る
学
校
か
ら
他
校
へ
の
生
徒
の
転

校
の
目
的
お
よ
び
そ
の
効
果
が
、
教
育
行
政
機
関
管
轄
下
の
学
校
聞
に
お

け
る
人
種
、
皮
膚
の
色
、
「
性
」
ま
た
は
出
身
国
に
よ
る
生
徒
分
離
を
強
化

す
る
よ
う
な
教
育
行
政
機
関
の
措
置
(
「
」
は
筆
者
が
付
す
)
。

と
こ
ろ
が
、

(
1
)
と

(
5
)
に
つ
い
て
は
、
法
案
と
し
て
報
告
さ
れ
た

段
階
で
す
で
に
「
性
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
、
削
除
さ
れ
た
法
案
が

下
院
を
通
過
し
、
上
院
へ
送
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
法
経
過
を
み
て

も
議
事
録
を
み
て
も
、
こ
の
重
要
な
削
除
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
案
は
上
院
で
の
討
議
の
後
、
結
局
廃
案

と
な
り
、
そ
れ
以
上
削
除
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
七
四
年
、
初
等
中
等
教
育
法
改
正
の
下
院
審
議
中
に
、

初
等
中
等
教
育
法
と
関
連
す
る
部
分
で
こ
の
教
育
機
会
均
等
法
を
組
込
む

よ
う
な
改
正
案
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
案
は
、
下
院
、
上
院
を
通
過

し
て
、
現
在
の
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法
第
二
編
と
し
て
制
定
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
二
年
の
教
育
機
会
均
等
法
案
の
段
階

で
削
除
さ
れ
た
「
性
L

の
文
一
言
は
、
結
局
付
け
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
、

そ
の
た
め
現
在
の
第
二
編
は
非
常
に
あ
い
ま
い
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
編
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

A
章
教
育
機
会
の
平
等

一
節
方
針
お
よ
び
目
的

第
二

O
二
条

(
N
o
d
・ω・わ〉・
m
H

苫
同
)

(a)
連
邦
議
会
は
、
以
下
の
こ
と
を
合
衆
国
の
方
針
と
し
て
宣
告
白
す
る
。

(
1
)
公
立
学
校
に
在
学
す
る
す
べ
て
の
子
ど
も
は
、
人
種
、
皮
膚
の

北法38(4・81)665
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色
、
性
ま
た
は
出
身
国
に
関
わ
り
な
く
平
等
な
教
育
機
会
へ
の

権
利
を
与
え
ら
れ
る
。

(
2
)
近
隣
関
係
を
公
立
学
校
就
学
指
定
の
基
礎
と
す
る
こ
と
。

(
b
)
こ
の
方
針
を
実
行
す
る
た
め
に
、
二
重
学
校
制
度
(
己
ロ
包
∞
門
町
Hoo-

弔
問
件
巾
ヨ
)
の
遺
物
を
正
し
く
排
除
す
る
た
め
の
適
切
な
救
済
手
段
を
講
ず

る
こ
と
を
本
章
の
目
的
と
す
る
。

第
二

O
三
条

(
N
o
d
-
ω
-
n・
〉
山
口
ON)

(a)
連
邦
議
会
は
、
以
下
の
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
生
徒
が
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
出
身
国
だ
け
を
理
由
に
し
て

学
校
に
割
り
当
て
ら
れ
る
と
い
う
二
重
学
校
制
度
を
維
持
す

る
こ
と
は
、
修
正
第
一
四
条
に
保
障
さ
れ
て
い
る
法
の
平
等
保

護
を
、
こ
れ
ら
の
生
徒
に
対
し
て
は
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
節
禁
止
さ
れ
る
行
為

第
二

O
四
条

(
N
o
d・ω
・。・〉・

m
H

弓
ω)

州
は
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
ま
た
は
出
身
国
を
理
由
に
し
た
以
下
に
示

す
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
平
等
な
教
育
機
会
を
否
定
し
て
は

な
ら
な
い
。

(
a
)
教
育
行
政
機
関
が
、
人
種
、
皮
膚
の
色
ま
た
は
出
身
国
に
基
づ
き

学
校
間
あ
る
い
は
学
校
内
で
故
意
に
生
徒
を
分
離
す
る
こ
と
。

(e)
任
意
か
否
か
は
別
に
し
て
、
あ
る
学
校
か
ら
他
校
へ
の
生
徒
の
転

校
の
目
的
お
よ
び
そ
の
効
果
が
、
教
育
行
政
機
関
管
轄
下
の
学
校
聞
に
お

け
る
人
種
、
皮
膚
の
色
ま
た
は
出
身
国
に
よ
る
生
徒
分
離
を
強
化
す
る
よ

う
な
教
育
行
政
機
関
の
措
置
。
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連
邦
議
会
は
、
第
二

O
三
条

(a)
項

(
1
)
号
で
、
生
徒
が
性
の
み

を
理
由
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
二
重
一
学
校
制
度
の
維
持
を
平
等
保
護
の

否
定
と
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二

O
四
条

(a)
項
お
よ
び

(e)
項
に
お
い
て
、
性
に
基
づ
い
て
生
徒
を
割
り
当
て
る
こ
と
を
禁
止

し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
規
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

第
二

O
三
条

(a)
項

(
1
)
号
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
男
子
校
、
女
子
校

と
い
っ
た
性
の
み
を
理
由
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
重
学
校
制
度
は
、

憲
法
修
正
第
一
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
二

O
四
条

(
a
)

項
の
規
定
は
、
教
育
行
政
機
関
(
地
方
の
教
育
機
関
)
が
故
意
に
男
子
校
、

女
子
校
を
設
立
し
た
り
、
一
つ
の
共
学
の
学
校
内
で
男
子
と
女
子
を
完
全

に
分
け
て
教
育
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
根

拠
と
す
る
条
文
に
よ
っ
て
主
張
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
た
め
、
法
律
上

解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
結
局
裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

法
的
整
合
性
か
ら
い
え
ば
、
本
編
の
修
正
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



教育における性差別

註

本
憲
法
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
委
任
さ
れ
ず
、
ま
た
各
州
に
対
し

て
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
権
限
は
、
各
州
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
た
は
人
民

に
留
保
さ
れ
る
(
斎
藤
虞
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
」
宮
沢
俊
義

(
編
)
『
世
界
憲
法
集
』
(
岩
波
文
庫
・
昭
和
五
八
年
)
二
八
頁
)
。

例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
憲
法
第
一
一
条
一
項

(
Z・ペ・

。。
Z
印
叶
・
同
吋
己
y
m
H
)

は
「
州
議
会
は
本
州
の
す
べ
て
の
こ
ど
も

が
教
育
を
受
け
る
無
償
の
公
立
学
校
(
吟

2
8
5
5
0ロ
印
与
。
。
ぽ
)

制
度
を
維
持
し
、
援
助
す
る
た
め
の
法
律
を
制
定
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
。
参
照
佐
藤
全
「
米
国
の
教
育
課
程
法
制
」
『
東
北
大

学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
一
一
一
集
(
昭
和
四
八
年
)
二
二
二
l

二

二
三
頁
。

2 3 

当
局
・
国
K
F
N
K
F

河口・何回
)cn〉
4
5
Z
〉
Z
U
、H，E
「
P
宅一

(UEB〉
Z
U

冨
〉
、
叶
何
回
目
〉
戸
印
。
Z

司
自
己

m
u
ω
2
8
5
L
(包
・
包
・
)
呂
叶
∞
・

4 

句、・修
正
第
二
七
条
案
は
、
法
的
権
利
に
関
わ
る
問
題
を
解
決
す
る

際
に
、
性
別
を
考
慮
し
て
問
題
解
決
し
な
い
こ
と
を
、
そ
の
基
本

原
理
と
し
て
い
た
(
れ
〉
∞

g当
ロ
・
関
口

M
R
E
P
Pニ
}
内
田
口
仏

明

z
a
s
s
-
b
n
g注
目
ミ
泣
き
b
N
N凶

g
か
》
『
同
引
4
5
N
L
羽
狩
M
H
M

師
¥
ミ

モ
ミ
志
向
S
w
∞C
J
へ〉

E
F・
』
∞
∞
申
(
昌
三
)
)
・
つ
ま
り
、
性
に
基
づ

5 

く
異
な
っ
た
取
扱
い
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
例
外
的
に
、

方
の
性
に
の
み
特
有
な
身
体
上
の
特
徴
や
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

1
の
権

利
と
関
わ
る
範
囲
で
、
異
な
っ
た
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
女
性
の
法
的
平
等
実
現
の
た
め
に
は
、
従
来
の
保
護
規
定

さ
え
無
用
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
基
本
原
理
を
、
従
来
の
、

平
等
も
保
護
も
認
め
る
こ
元
的
な
立
場
と
対
応
さ
せ
て
、
こ
こ
で

は
一
元
主
義
と
し
た
。

(6) 
d
・ω・円。
Z
印、H
，・釦ヨ巾ロ門同・
N

吋・

ω巾門広
C
口
同
・
開
。
ロ
白
口
々
C
同門戸
m
y
g
cロ仏巾円同町

mud弓
田
町
白
ロ
ロ
O
同

σ巾
岳
山
口
一
巾
色
。
吋
白
σユ
品
開
巾
円
四
ぴ
回
、
吾
巾

C
E同叩仏

ω
g
g田
O
吋
σ可白ロ回、

ω件
目
件
目
。
ロ
白
nn。Z
ロ円。]九回巾
M
・

ω巾円片山
C
ロ
N

吋
宮
町
わ
C
口
開
吋
巾
印
回
田
町
田
口
げ
国
〈
巾
同
げ
巾
匂
。
当

2

5

m口問。吋
nm-σ
山、白℃同】吋。同】司目白丹市山

-mm山田-白昨日
0
ロ
・
同
町
四
円
】
円
。
〈
山
回
目
。
ロ
由
。
町

一い}民的同叶同日
n-巾・

ωmn巴。ロ
ω
・、
H

，F
U
白
日
巾
ロ
仏
B
m口同印
E
-
-
g
w巾
丸
岡
町
三
件
当
C

M

可巾白『印白
]pnw
円
円
宮
町
門
回
目
同
町
。
同
吋
白
丘
町
一
n
m
w
同一。ロ・

第
一
項
法
の
下
の
平
等
は
、
合
衆
国
も
し
く
は
い
か
な
る
州

に
よ
っ
て
も
、
性
を
理
由
に
否
定
さ
れ
ま
た
は
奪
わ
れ
る
こ
と
は
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第

項

連
邦
議
会
は
適
当
な
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
本
条
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の
諸
規
定
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
。

第
三
項
本
修
正
条
項
は
、
批
准
の
日
よ
り
二
年
後
に
発
効
す

る。
参

照

本

稿

一
八
七
三
年
白
血
ロ
m
F
Z吾
O
己紹

(
U
S
B
(
5
4司同一一
ω
由
)
に

お
い
て
「
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
が
黒
人
だ
け
で
な
く
何
人

に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
(
戸
松
秀

典
「
平
等
保
護
と
司
法
審
査
(
一
)
|
|
合
衆
国
憲
法
の
平
等
保

護
条
項
に
関
す
る
司
法
の
役
割
の
研
究
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九

O

巻
七
・
八
号
(
昭
和
五
二
年
)
三
六
九
頁
。

(9)

「
ア
メ
リ
カ
で
は
、
修
正
一
四
条
の
平
等
保
護
は
:
:
:
は
じ
め
か

ら
絶
対
的
意
味
す
な
わ
ち
形
式
的
ま
た
は
機
械
的
意
味
に
理
解
さ

れ
て
い
た
が
、
厳
格
な
解
釈
適
用
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
相

対
的
平
等
と
し
て
機
能
し
た
と
い
え
る
」
阿
部
照
哉

1
野
中
俊
彦

『
平
等
の
権
利
(
現
代
憲
法
大
系
3
)
』
(
法
律
文
化
社
・
昭
和
五

九
年
)
六
八
頁
。

(
叩
)
回
釦
同
司
1σ玄-巾吋〈.(わU
。ロロ。-=】凶可可コ
.
HロHω
戸

Z
白同

z戸ロH『卸-(わU
白同司
.σ
。ロ山片円。白印わ。
.. 
N
N
C
C
ω

・
2
(
E
H
H
)
一何回目
7
司白山、

何回刷出・巾師団〉
mAWロ円可〈・

z
g司
J

円。ュ♂

ωω

∞ロ
ω・
EA山
(EKRV)一

冨
nu。ロ白
5
4・
∞
。
釦
丘
O
同
国
巾
円
件
目
。
口
。
。
5
5町
田

-oロ巾司
m
-
ω
E
C・

(7) 

第
二
章
第
一
節
。

8 

ω・
∞
。
N
(
]
ロ田町也)・

(
口
)
平
等
保
護
規
定
の
違
憲
審
査
基
準
に
関
す
る
邦
文
文
献
は
数
多

ぃ
。
そ
の
中
で
も
、
主
な
も
の
を
列
挙
し
て
お
く
。
芦
部
信
喜
「
憲

法
訴
訟
と
『
二
重
の
基
準
』
の
理
論
」
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
展
開
』

(
有
斐
閣
・
昭
和
五
六
年
)
九
八
一
一

O
頁
、
戸
松
秀
典
「
平

等
保
護
と
司
法
審
査
(
一
)
|
(
四
)
|
|
合
衆
国
憲
法
の
平
等

保
護
条
項
に
関
す
る
司
法
の
役
割
の
研
究
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九

O
巻
七
・
八
号
一
頁
(
昭
和
五
二
年
)
、
九
一
巻
一
・
二
号
一
頁
、

二
了
四
号
一
一
員
、
七
・
八
号
二
七
頁
(
昭
和
五
三
年
)
、
同
「
厳
格

な
合
理
性
の
基
準
」
芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会

(
編
)
『
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理
論
』
(
有
斐
閣
・
昭
和
六

O
年
)

二
四
九
頁
、
同
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
ー

l(UEm〈
・
図
。
門
戸

品

Sac-ω
・
5
0
(昌
司
)
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
七
六
号
(
昭
和
五
七

年
)
一
二
九
頁
、
釜
回
猛
「
合
衆
国
に
お
け
る
性
差
別
を
め
ぐ
る

違
憲
審
査
基
準
の
展
開
」
『
一
橋
研
究
』
六
巻
四
号
(
昭
和
五
七
年
)

一
頁
、
森
下
史
郎
「
ア
メ
リ
カ
の
平
等
保
護
に
お
け
る
中
間
審
査

の
意
義
と
問
題
点
L

『
早
稲
田
大
学
・
法
研
論
集
』
ニ
七
号
(
昭
和

五
七
年
)
一
一
一
九
頁
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
合
理
性
の
準
則

の
考
察
」
同
三
二
号
(
昭
和
五
九
年
)
三
三
九
頁
、
阪
本
昌
成
「
優

先
処
遇
と
平
等
原
則
1

1
審
査
基
準
と
実
体
的
価
値
」
円
、
担
当
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由同

ω同氏
-
E叶
N
(
H
S叶
)
・
職
業
教
育
の
生
涯
教
育
化
を
目
指
し
て

制
定
さ
れ
た
。

(
剖
)
句
ロ

σ-rz。・
S
l
ω
H∞・∞∞

ω
S
F
ω
叶
ω
(邑斗
N
)

・

(
お
)
海
老
原
治
善
(
編
)
『
資
料
現
代
世
界
の
教
育
改
革
』
(
三
省

堂
・
昭
和
五
八
年
)
七

O
頁
(
嶺
井
正
也
執
筆
)
。

(
部
)
下
院
を
通
過
し
た
法
案
段
階
で
は
本
条
は
す
べ
て
の
教
育
機
関

を
そ
の
適
用
範
囲
と
し
て
お
り
、
本
法
案
が
法
律
と
し
て
可
決
さ

れ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
男
女
別
学
の
学
校
1

1
初
等
学
校
、

中
等
学
校
、
公
立
学
校
、
私
立
学
校
を
含
む
ー
ー
が
共
学
に
な
る

こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
院
に
お
い
て
、
多

く
の
学
校
の
入
学
制
度
が
十
分
な
研
究
も
討
論
も
な
さ
れ
な
い
ま

ま
に
適
用
範
囲
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
が
提
示
さ

れ
、
結
局
、
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
、

現
行
法
の
成
立
に
至
っ
た
(
〈
。
吋
円

y
v
a
g
q
〈・

ω
n
F
g
-
u
E
1
2

。
同
司
町
一
-
同
仏
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ω
∞0
・∞∞

ω
E
F
E
h
p
(
5
2
)
・

(
犯
)
〈
。
R
Z
E
S巾
ア

印

ωN
明
-
N仏
兵
器
ω・

第
二
章

北法38(4・86)670

平
等
保
護
と
人
種
別
学
制

「
∞
告
白

E
Z
σ
E
2
5
-」
法
理
の
確
立

ー

l
l
プ
レ
ッ
シ

l
判
決
登
場
ま
で
の
法
的
背
景
|
|

第
一
節

南
北
戦
争
(
一
八
六
一
年
1

一
八
六
五
年
)
前
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人

種
の
平
等
と
い
う
問
題
は
、
憲
法
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、

合
衆
国
憲
法
自
ら
が
奴
隷
制
度
を
各
州
の
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
と
し
て

(1) 

認
め
保
護
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
州
が
黒
人
に
対
し
て
差

別
的
な
立
法
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
上
の
制
限
が
存
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
奴
隷
た
る
黒
人
の
み
な
ら
ず
自
由

扱
い
の
黒
人
に
対
す
る
差
別
も
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
実
、
自
由
扱

い
の
黒
人
が
州
内
に
入
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
り
、
陪
審
員
と
な
る
こ

と
や
、
投
票
権
を
認
め
な
い
法
律
が
多
数
存
在
し
た
。
教
育
に
関
し
て
は
、

北
部
の
州
の
多
く
は
公
立
学
校
に
お
け
る
分
離
教
育
を
規
定
し
た
法
律
を

制
定
し
た
が
、
南
部
の
中
に
は
黒
人
の
教
育
自
体
を
禁
じ
た
州
も
あ
っ

(2) 

た
南
北
戦
争
は
、
一
般
に
、
奴
隷
制
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
北
部
と
そ
れ

を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
南
部
の
対
立
に
よ
る
内
乱
と
さ
れ
て
い
る

(
も
っ
と
も
「
奴
隷
解
放
が
果
た
し
て
当
時
に
お
け
る
北
部
諸
州
の
過
半

数
の
市
民
の
感
情
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な



教育における性差別

く
、
寧
ろ
戦
争
の
勢
に
よ
り
そ
れ
が
不
可
避
と
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
L

と
い
う
説
も
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
れ
は
問
題
に
し
な
い
)
。
そ
の

結
果
、
北
部
の
勝
利
に
よ
り
、
一
八
六
五
年
二
一
月
に
修
正
第
一
三
条
が

批
准
さ
れ
、
奴
隷
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
白
人
優
越
主
義
(
同
宮
市
当
E
8
2胃巾
B-

白
円
三
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
南
部
は
、
黒
人
ら
が
解
放
の
喜
び
に
ひ
た

り
、
公
民
権
を
感
じ
る
た
め
に

(
Z
F巾
-
p
a吋
丘
三
-
ユ
mrg)
行
っ
た

行
き
過
ぎ
の
行
動
に
対
し
て
「
黒
人
取
締
法
」
(
盟
問
n
w
g母
印
)
を
制
定

し
た
。
具
体
的
に
は
、
黒
人
に
対
し
証
人
と
し
て
宣
誓
証
言
す
る
こ
と
、

不
動
産
を
所
有
す
る
こ
と
、
商
取
引
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
等
を
制
限
も

し
く
は
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
南
部
の
態
度
に
危
機
感
を
抱
い

た
北
部
の
政
治
家
達
は
、
南
部
各
州
の
内
部
事
項
に
は
な
る
べ
く
干
渉
せ

ず
に
連
邦
を
脱
退
し
た
諸
州
を
速
や
か
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
対
立
す
る
共
和
党
急
進
派
の
主
張
を
支
持
す
る
こ

(7) 

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
一
八
六
六
年
に
、
連
邦
議
会
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大

(
8
)
(
9
)
 

統
領
の
拒
否
権
を
排
除
し
、
最
初
の
い
わ
ゆ
る
公
民
権
法
を
制
定
す
る

に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
州
ま
た
は
準
州
に
お

い
て
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
ま
た
は
奴
隷
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
理
由

に
し
て
:
:
:
契
約
を
締
結
し
そ
れ
を
実
現
す
る
権
利
、
訴
訟
を
提
起
す
る

権
利
、
証
言
を
す
る
権
利
、
財
産
を
相
続
、
購
入
、
賃
貸
、
売
却
、
保
有
、

譲
渡
す
る
権
利
、
身
体
と
財
産
の
安
全
に
関
し
法
律
と
訴
訟
手
続
の
利
益

を
享
受
す
る
権
利
、
白
人
と
異
な
っ
た
程
度
の
刑
罰
を
受
け
な
い
権
利
な

ど
を
い
う
」
と
規
定
さ
れ
、
違
反
者
に
対
し
て
は
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
て
い

た
。
当
初
、
本
法
は
「
:
:
:
人
種
、
皮
膚
の
色
ま
た
は
前
に
奴
隷
の
地
位

に
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
市
民
的
権
利
ま
た
は
免
除
に
つ
い
て
の
差

(ロ}

別
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
「
『
市
民
的
権
利
ま
た

は
免
除
』
と
い
う
吾
首
葉
は
、
本
法
が
教
育
に
お
け
る
平
等
や
選
挙
に
お
け

(
日
)

る
平
等
な
ど
を
含
む
と
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
」
上

述
の
権
利
の
保
障
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
の
適
用

範
囲
が
南
部
の
み
な
ら
ず
北
部
に
対
し
て
も
及
ぶ
た
め
に
、
合
憲
性
に
つ

い
て
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
州
権
を
制
限
す
る
こ
の
よ
う
な
制

定
法
は
憲
法
上
認
容
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
建
国
以
来
、

合
衆
国
憲
法
は
独
立
す
る
諸
州
の
協
約
で
あ
り
、
連
邦
は
州
の
内
部
事
項

に
つ
い
て
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
、
連
邦
が
州
の
主
権
を

侵
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
州
は
自
ら
の
判
断
で
連
邦
を
脱
退
す
る
権

利
を
有
す
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。

か
か
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
一
八
六
八
年
七
月
、
公
民
権
法
に
憲

法
上
の
根
拠
を
付
与
す
る
修
正
第
一
四
条
が
制
定
さ
れ
た
。
同
条
は
次
の

よ
う
に
規
定
す
る
。

第
一
節
合
衆
国
に
お
い
て
出
生
も
し
く
は
帰
化
し
、
そ
の
管
轄
権
に
服

北法38(4・87)671
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す
る
す
べ
て
の
人
は
、
合
衆
国
お
よ
び
そ
の
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
。

い
か
な
る
州
も
合
衆
国
市
民
の
特
権
ま
た
は
免
除
を
奪
う
法
律
を
制
定

し
、
あ
る
い
は
施
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
い
か
な
る
州
と
い
え

ど
も
正
当
な
法
の
手
続
に
よ
ら
な
い
で
、
何
人
か
ら
も
生
命
、
自
由
ま
た

は
財
産
を
奪
つ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
管
轄
権
内
に
あ
る
何
人
に
対

し
て
も
法
律
の
平
等
な
る
保
護
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

更
に
、
同
条
第
五
節
は

連
邦
議
会
は
、
適
当
な
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
本
条
の
諸
規
定
を
施
行

す
る
権
限
を
有
す
る

と
規
定
し
、
従
来
、
州
の
内
部
事
項
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
柄
に
つ
い
て

も
連
邦
の
法
律
制
定
権
を
認
め
た
。
次
い
で
、
一
八
七

O
年
三
月
に
、
修

正
第
一
四
条
に
掲
げ
る
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
政
治
に
対
す
る
参

加
が
不
可
欠
と
し
て
、
人
種
等
を
理
由
と
し
て
投
票
権
を
制
限
も
し
く
は

拒
絶
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
修
正
第
一
五
条
が
批
准
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ

(
凶
)

年
、
二
番
目
の
公
民
権
法
が
制
定
さ
れ
、
「
連
邦
及
び
州
の
選
挙
に
お
け
る

投
票
権
行
使
に
当
っ
て
、
人
種
ま
た
は
皮
膚
の
色
を
理
由
と
し
て
妨
害
す

る
こ
と
に
対
し
て
、
民
事
及
び
刑
事
制
裁
を
定
め
、
更
に
連
邦
憲
法
及
び

連
邦
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
権
利
の
自
由
な
行
使
に
干
渉
す
る
共
謀
を
重

罪
と
し
桁
)
」
。
更
に
、
一
八
七
五
年
の
公
民
権
出
)
で
は
、
旅
館
、
公
的
輸

送
機
関
、
劇
場
そ
の
他
の
娯
楽
場
所
に
お
い
て
、
人
種
、
皮
膚
の
色
も
し

く
は
以
前
の
労
役
の
故
に
差
別
待
遇
を
な
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
(
法
案

段
階
で
は
公
立
学
校
に
お
け
る
平
等
を
定
め
る
規
定
が
あ
っ
た
が
、
最
終

的
に
削
除
さ
れ
た
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
連
邦
最
高
裁
が
い
わ
ゆ
る
南
北
戦
争
修
正
条

項
を
厳
格
に
解
釈
し
て
い
た
た
め
に
、
多
く
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
公
民
権
法
は
骨
抜
き
状
態
に
さ
れ
、
実
際
に
は
有
効
に
作
用
し
な
か
っ

た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

半
世
紀
以
上
も
の
問
、
黒
人
と
白
人
の
分
離
処
遇
を
合
憲
と
判
断
す
る

た
め
の
リ

l
デ
ィ
ン
グ
ケ

l
ス
と
な
っ
た
一
八
九
六
年
の
プ
レ
ツ
シ

l
対

(
お
)

フ
ァ

1
ガ
ソ
ン

(
2
2
a
〈
・
司

R
m
g
oロ
)
事
件
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
は
、
鉄
道
会
社
に
対
し
て
、
人
種
別
の
車
両
、
座
席
お
よ
び
そ
の

他
の
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
各
人
種
に
割
り
当
て
ら
れ
た
施

設
、
設
備
以
外
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
罰
金

ま
た
は
禁
鏑
に
処
す
べ
き
旨
を
規
定
し
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
の
合
憲
性

が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
各
人
種
に
提
供
さ
れ
た
施

設
、
設
備
等
が
平
等
で
あ
れ
ば
、
人
種
を
理
由
に
黒
人
と
白
人
を
分
け
る

こ
と
は
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
と
判

示
し
た
。
そ
の
上
告
棄
却
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
修
正
第
一
四
条
の
目
的
は
、
法
の
前
で
二
つ
の
人
種
の
絶
対
的
平
等
を
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実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
事
柄
の
本
質
上
、
皮

膚
の
色
に
基
づ
く
区
別
(
色

azazロ
凹
)
を
廃
止
し
、
政
治
的
平
等
と
は

異
な
る
社
会
的
平
等
を
実
現
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
同
意
し
な
い
よ
う

な
条
件
で
-
一
人
種
を
混
合
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
人

種
が
接
触
す
る
場
所
に
お
い
て
、
分
離
(
印
告
白

E
件
目
。
ロ
)
を
許
容
も
し
く
は

強
制
し
て
い
る
法
律
は
、
一
方
の
人
種
が
他
方
に
劣
る
こ
と
を
必
然
的
に

示
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
般
的
に
州
の
福
祉
権
能
(
U
O
ロ円

2
5一
詩
句
)

の
行
使
に
関
わ
る
こ
と
は
、
州
立
法
府
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
最
も
一
般
的
な
例
は
、
白
人
の
子
供
と
有
色
人
種
(
円
三
目

。
『
包
)
の
子
供
を
分
離
す
る
学
校
設
立
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
学
校
は
、
従
来
、
積
極
的
に
有
色
人
種
の
政
治
的
権
利
を
保
障
し

て
き
た
諸
州
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
さ
え
、
有
効
な
立
法
権
限
の
行
使
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
対
し
て
ハ

1
ラ
ン
裁
判
官
は
、
「
:
:
:
合
衆
国
に
お
い
て
階
層
制

(
円
白
兵
巾
)
は
存
在
し
な
い
。
我
々
の
憲
法
は
、
皮
膚
の
色
に
よ
っ
て
差
別

し
な
い

(g-2・z
z
e
の
で
あ
り
、
市
民
間
に
階
層

(nzg巾
印
)
を
知

ら
ず
、
ま
た
こ
れ
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
反
対
意
見
を
述

べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
数
意
見
の
考
え
方
は
「
∞
岳
民
民
巾

σ
E
2
5
r
(分

離
さ
れ
て
い
る
が
平
等
)
の
法
理
と
し
て
、
交
通
機
関
や
公
立
学
校
で
の

分
離
に
限
ら
ず
、
広
く
公
園
、
海
辺
、
ゴ
ル
フ
場
等
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ

ン
施
設
や
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
公
共
施
設
に
お
け
る
分
離
に
対
し

て
も
適
用
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

J
a
R
E
o
σ
E
2
5
-」
法
理
の
放
鱒

ー
l
i
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
お
よ
び
そ
れ
ま
で
の
諸
判
決
|
|

一
九
五
四
年
五
月
一
七
日
ブ
ラ
ウ
ン
対
教
育
委
員
会
宙

5
4
5
〈・

切
O
同
丘
。
片
岡
い
己
目
白
色
。
ロ
)
事
件
判
決
に
お
い
て
、
半
世
紀
以
上
も
の
長
き

に
わ
た
っ
て
黒
人
の
分
離
処
遇
を
合
憲
と
し
て
き
た

J
3
R白
g
σ
三

2
5
-」
法
理
が
覆
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
分
離
さ
れ
た
教
育
施
設
は
本

質
的
に
不
平
等
で
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
理
に
対
し

て
は
、
早
い
時
期
か
ら
そ
の
平
等
性
に
関
し
て
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
「
人
種
差
別
政
策
の
理
論
的
正
当
化
と
白
人
は
黒

人
よ
り
優
秀
な
の
だ
と
い
う
社
会
生
活
上
の
確
認
に
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

役
割
を
演
じ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
「
凹
巾
宮

E
Z
σ
E
2
5
]」
は
形
式
的

に
平
等
で
あ
れ
ば
足
り
、
実
質
的
な
平
等
ま
で
も
保
障
す
る
も
の
で
な
く
、

実
際
は
よ
告
白

E
Z
σ
E
5
2
5ご
と
い
う
実
情
で
あ
っ
た
と
も
指
摘

さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
状
態
を
是
正
し
、
遂
に
は
ブ
ラ
ウ
ン
判

決
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
連
邦
最
高
裁
の
判
断
を
、
教
育
分
野
に
限
定
し
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て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

教
育
の
分
野
に
お
い
て
、
人
種
の
分
離
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
最
初
の

傾
向
は
、
一
九
三
八
年
の
ゲ
イ
ン
ズ
対
カ
ナ
ダ
(
富
山
8
0ロ
ユ
巾
阿
『
巴
・

の
包
ロ
自
〈
・
ゎ
白
ロ
白
色
白
)
事
件
判
決
に
み
ら
れ
る
。

本
件
は
、
ミ
ズ

l
リ
州
の
あ
る
黒
人
学
生
が
、
彼
の
人
種
故
に
ミ
ズ

1

リ
州
立
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
ミ
ズ

l

リ
州
法
は
、
白
人
の
た
め
の
ミ
ズ

l
リ
大
学
に
あ
る
コ

l
ス
が
黒
人
の
た

め
の
州
立
リ
ン
カ
ー
ン
大
学
に
な
い
場
合
に
は
、
ミ
ズ

1
リ
大
学
へ
の
入

学
を
許
可
す
る
代
わ
り
に
、
州
が
他
州
の
大
学
へ
の
入
学
を
準
備
し
、
そ

の
授
業
料
も
負
担
す
る
旨
規
定
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
「
お
宮

E
Z

σ
2
2ロ
白
】
」
法
理
を
採
用
し
て
、
黒
人
の
た
め
の
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
が
州

内
に
な
い
場
合
に
は
、
州
内
の
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
許
可
す
る

こ
と
が
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
し
て
、
違
憲
と
判
断
し
た
。

ゲ
イ
ン
ズ
対
カ
ナ
ダ
事
件
と
類
似
し
た
一
九
四
八
年
の
ス
イ
ピ
ュ
エ
ル

対
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
立
大
学
理
事
会

(ω
ザ
ロ
巴
〈
・
∞

s
a
o同月巾
m
g
g
o同

同
E
C巳
語
吋
回
一
々
え

O
W
E
Z
E白
)
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高

裁
は
同
様
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。

本
件
は
、
あ
る
黒
人
女
性
が
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
に
一
校
し
か
な
い
州
立
の

ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁

は
、
「
州
は
上
告
人
に
対
し
て
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な

い
よ
う
法
学
教
育
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
、
更
に
、
本

判
決
の
実
質
的
な
効
果
と
し
て
、
上
告
人
を
白
人
の
た
め
の
オ
ク
ラ
ホ
マ

州
立
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
へ
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

以
上
の
二
判
決
は
、
い
ず
れ
も
黒
人
の
た
め
の
分
離
施
設
が
十
分
に
与

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ケ

l
ス
で
、
「
凹
巾
匂
同
一
日
同
巾

σ口同

2
ロ
白
]
」
の
審
査
は
、

専
ら
「
修
正
第
一
四
条
は
、
州
が
同
様
の
教
育
機
会
を
、
全
市
民
に
対
し

て
与
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
に
限

定
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
分
離
さ
れ
た
施
設
の
平
等
性
は
問
題

と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
五

O
年
に
、
「
『
印
岳
民
国
広

σ己
2
5
C
の
法
理
を
弱

め
る
よ
う
な
判
決
」
が
、
同
じ
日
に
二
件
下
さ
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ッ
ト
対
ペ

イ
ン
タ
ー
(
∞
当

2
2〈-
H
M

何
回
目
ロ
芯
吋
)
事
件
判
決
と
マ
ク
ロ

l
リ
ン
対
オ
ク

ラ
ホ
マ
州
立
大
学
理
事
会
(
冨
門
戸

2
ユロ〈・

o
w
S
F
O
B白
ωgz河内川
mgz

向
。
『
回
一
mv巾
吋
開
門
宮
内
H

白
色
。
ロ
∞
。
白
H
i

色
。
同
月
由
民
巾
口
同
由
。
同

C
E
4巾H
1

回目門出、。同

(
M明
)

。wS
F
O
B白
)
事
件
判
決
で
あ
る
。

前
者
は
、
あ
る
黒
人
男
性
が
テ
キ
サ
ス
州
立
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入

学
を
、
彼
の
人
種
の
み
を
理
由
に
拒
否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
先
立
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
は
法
学
教
育
コ

l
ス
を

設
置
し
た
黒
人
の
た
め
の
州
立
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
を
開
校
し
た
(
一
九
四
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七
年
二
月
)
。
そ
れ
故
、
連
邦
最
高
裁
は
初
め
て
、
白
人
と
黒
人
の
学
生
双

方
に
法
学
教
育
の
機
会
を
与
え
て
い
る
二
重
学
校
制
(
白
色

E
-
a
a巾
5
0町

田
与
。
。

E
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
新
設

さ
れ
た
黒
人
の
た
め
の
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
の
教
育
機
会
が
、
白
人
の
そ
れ

に
比
べ
て
、
教
授
の
数
、
学
生
数
、
図
書
館
設
備
、
学
校
の
設
備
、
奨
学

金
制
度
等
の
教
育
施
設
と
し
て
の
機
能
に
お
い
て
平
等
で
な
く
、
ま
た
学

校
の
伝
統
、
評
判
等
の
無
形

(
E
E口
問
目
立
巾
)
要
因
に
お
い
て
も
平
等
で
な

い
こ
と
を
認
め
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
分
離
さ
れ
た
学
校
は
実
質
的

に
平
等
で
あ
り
得
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

後
者
の
マ
ク
ロ

l
リ
ン
事
件
は
、
教
育
博
士
号
取
得
の
た
め
オ
ク
ラ
ホ

マ
州
立
大
学
の
大
学
院
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
黒
人
学
生
が
、
教
室
、
図

書
館
お
よ
び
食
堂
に
お
い
て
、
白
人
と
離
れ
て
す
わ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、

そ
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
(
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
立
大
学
は
白
人

の
た
め
の
大
学
で
あ
る
が
、
黒
人
の
た
め
の
大
学
に
教
育
博
士
号
取
得

コ
l
ス
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
入
学
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
大
学
内
で
の
分
離
処
遇
は
、
白
人
学
校
に
お
け
る
黒
人
の
教

育
は
分
離
し
て
行
う
よ
う
規
定
し
て
い
る
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
に
則
る
も
の

で
あ
る
)
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
黒
人
学
生
の
教
育
機

会
の
有
形
要
因
に
つ
い
て
は
す
べ
て
白
人
と
同
じ
で
あ
る
が
、
無
形
要
因

(
他
の
学
生
と
共
に
学
ん
だ
り
、
議
論
し
た
り
、
専
門
知
識
を
学
ぶ
)
に

(
臼
)

つ
い
て
は
彼
の
能
力
を
伸
ば
す
妨
げ
と
な
る
の
で
、
法
の
平
等
保
護
を
否

定
す
る
も
の
と
判
示
し
た
。

以
上
の
二
判
決
は
共
に
、

一
方
で
よ
告
白

E
Z
σ
z
E
o
s
-」
の
法
理
に

従
う
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
実
質
的
な
教
育
機
会
と
い
う
無
形
な
部
分

(
日
}

に
着
目
し
て
、
平
等
性
の
要
件
を
強
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

「田町匂白

E
Z
σ
5
2
5
-」
法
理
の
い
う
「

2
ロ
包
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
状
態
を
示
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
た
以
上
の
一
連
の
判
決
の

流
れ
を
受
け
て
、
今
度
は
、
「
印
告
白
日
芯

σ
E
2
5
-」
の
「
田
町
匂
民
主
2
・

す
な
わ
ち
、
「
分
隊
す
る
こ
と
」
自
体
の
正
当
性
を
問
題
と
し
た
の
が
ブ
ラ

ウ
ン
判
決
で
あ
る
。
以
下
に
事
実
の
概
要
お
よ
び
判
決
の
大
要
を
概
説
す

(
部
)

ザ
令
。本

件
に
お
い
て
は
、
カ
ン
サ
ス
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
パ

1
ジ
ニ
ア

お
よ
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア
の
四
州
の
別
々
の
事
件
が
一
括
審
理
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
告
た
る
黒
人
児
童
ら
が
人
種
に
よ
る
分
離
を
要
求

し
ま
た
は
そ
れ
を
許
可
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
白
人
学
校
へ
の
入
学
を
拒

否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
原
告
側
か
ら
「
こ
の
よ
う
な
分
離
は
憲
法
修
正

第
一
四
条
に
よ
る
法
の
平
等
な
保
護
を
原
告
か
ら
奪
う
も
の
で
あ
る
」
と

の
主
張
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
下
級
審
は
、
「
凶
呂
田

E
同町

σ
E
2
5
r

の
法
理
に
基
づ
き
、
前
人
種
に
対
し
て
実
質
的
に
平
等
な
教
育
設
備
が
与

北法38(4・91)675
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え
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
分
離
さ
れ
て
い
て
も
、
平
等

な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
(
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
事
件
を
除
い
て
)

原
告
の
白
人
校
転
入
の
請
求
を
棄
却
し
お
)
(
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
事
件
で

は
、
州
最
高
裁
は
、
「
凹
巾
宮
E
Z
σ
三

2
c巳
」
の
法
理
に
従
い
つ
つ
も
、

白
人
学
校
の
方
が
黒
人
学
校
に
比
べ
て
有
形
無
形
い
ず
れ
の
側
面
に
お
い

て
も
勝
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
を
白
人
学
校
に
入
学
さ
せ
る
よ

う
命
じ
た
)
。

連
邦
最
高
裁
は
、
ま
ず
、
修
正
第
一
四
条
が
公
立
学
校
教
育
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぽ
し
得
る
か
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
制
定
過
程
を

調
べ
、
立
法
者
意
思
に
つ
い
て
論
議
を
尽
く
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

修
正
第
一
四
条
の
制
定
当
時
二
八
六
八
年
)
と
一
九
五
四
年
当
時
に
お

い
て
は
、
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
諸
状
況
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、

立
法
過
程
か
ら
は
明
確
な
結
論
が
導
き
出
し
得
な
い
と
判
断
し
た
。
し
か

し
、
「
今
日
、
教
育
は
お
そ
ら
く
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
最
も
重
要
な

機
能
で
あ
る
」
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
主
張
し
、
「
州
が
か
か
る
就
学
の
機

会
を
与
え
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
以
上
、
そ
れ
は
万
人
が
平
等
の
条
件
で

利
用
し
得
る
権
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
更
に
、
人
種
だ
け

を
理
由
に
児
童
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
黒
人
に
そ
の
社
会
的
地
位
に
つ
い

て
の
劣
等
感
を
う
え
つ
け
黒
人
の
知
的
・
心
理
的
発
達
を
妨
げ
る
と
判
断

し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
「
学
校
教
育
の
分
野
に
お
い

て
は
『
印
告
白

E
芯

σ己

2
ロ
白
】
』
の
法
理
は
適
用
の
余
地
が
な
」
く
、
「
分

離
さ
れ
た
教
育
施
設
は
本
質
的
に
不
平
等
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

公
立
学
校
の
人
種
別
学
制
度
は
違
憲
と
さ
れ
寸
少
な
く
と
も
教
育
施
設
に

お
い
て
は
、
『
∞
∞
官
、
E
Z
ぴ
ロ
件
関
心
己
同
一
河
口
-m』
は
破
棄
さ
れ
た
」
の
で
あ

る。

北法38(4・92)676 

こ
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
影
響
は
、
そ
の
後
、
教
育
分
野
だ
け
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
交
通
機
関
、
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
娯
楽
施
設
、
公

園
等
の
分
離
処
遇
撤
廃
へ
と
波
及
し
、
更
に
は
、
住
居
、
雇
一
用
、
投
票
権

な
ど
の
社
会
生
活
の
各
場
面
で
、
黒
人
の
平
等
な
権
利
、
機
会
を
求
め
る

公
民
権
運
動
へ
と
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

人
種
別
学
制
撤
廃
へ
の
努
力

一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
は
、
人
種
に
よ
る
分
離
を
違
憲
と
宣
言

し
「
凹
巾
℃
白

5
5
σ
E
Z
E
-
-」
の
法
理
を
放
棄
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に

よ
っ
て
現
実
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
存
す
る
白
人
校
お
よ
び
黒
人
校

を
廃
し
て
人
種
に
基
づ
か
な
い
非
分
離
の
学
校
制
度
を
確
立
す
る
か
、
と

い
う
新
た
な
問
題
が
残
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
翌

一
九
五
五
年
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
判
腕
)
を
下
し
た
。
併
合
審
理
さ
れ

た
事
件
を
そ
れ
ぞ
れ
の
連
邦
地
裁
に
差
戻
し
、
ブ
ラ
ウ
ン

I
(
一
九
五
四



年
)
判
決
に
即
し
た
具
体
的
措
置
を
と
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

際
の
指
針
と
し
て
、

①
学
区
の
教
育
委
員
会
は
別
学
を
解
消
す
る
た
め
の
計
画
案
を
作
成

し
実
施
す
る

②
「
可
及
的
速
や
か
に
」
(
呈
笹
田
口
骨
一

E
R
a
g
目
的
を
達
成
し
な

(
苅
)

け
れ
ば
な
ら
な
い

③
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
原
審
で
あ
る
連
邦
地
方
裁
判
所
は
教
育
委
員
会

の
計
画
案
の
内
容
を
審
査
し
、
そ
の
実
施
状
況
を
監
督
す
る

こ
と
を
示
し
た
。

教育における性差別

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ブ
ラ
ウ
ン

H
判
決
は
、
南
部
諸
州
の
抵
抗
に
遭

い
、
人
種
分
離
教
育
は
事
実
上
維
持
さ
れ
た
。
公
教
育
に
関
す
る
権
限
は

州
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
教
育
制
度
を
採
用

す
る
か
は
州
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
南
部
の
言
い

分
で
あ
っ
た
。
南
部
諸
州
は
、
非
分
離
教
育
を
阻
止
す
る
た
め
に
実
に

様
々
な
手
段
を
講
じ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン

H
判
決
の
い
う
「
可
及
的
速
や

か
に
」
を
「
で
き
る
限
り
の
遅
酪
)
」
と
悪
意
に
読
み
か
え
て
徹
底
的
な
不

作
為
と
遅
延
戦
術
を
と
っ
た
り
、
リ
ト
ル
・
ロ
ッ
ク
事
件
に
お
い
て
は
州

兵
を
動
員
す
る
と
い
う
実
力
行
使
に
も
及
ん
で
い
る
。
更
に
は
、
州
知
事

に
白
黒
共
学
校
の
閉
鎖
を
命
ず
る
権
限
を
与
え
る
法
律
を
制
定
し
、
そ
れ

が
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
や
共
学
校
へ
の
財
政
援
助
を
中
止
し
た
り
、
義
務

教
育
法
を
廃
止
し
公
立
学
校
を
閉
鎖
す
る
州
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
南
部
の
あ
か
ら
さ
ま
な
抵
抗
に
対
し
て
、
連
邦
政
府
は
一

九
六
四
年
公
民
権
法
を
制
定
し
て
対
抗
す
る
。
公
民
権
法
第
四
編
は
、
連

邦
政
府
が
公
立
学
校
の
非
分
離
の
た
め
に
技
術
的
・
財
政
的
援
助
を
行
う

権
限
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
連
邦
司
法
長
官
は
、
公
立
教
育
機
関
に
お
い

て
平
等
な
教
育
機
会
を
奪
わ
れ
た
り
人
種
を
理
由
に
就
学
を
拒
否
さ
れ
た

者
に
代
わ
っ
て
、
民
事
訴
訟
を
提
起
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
更
に
、

同
法
第
六
編
は
、
人
種
分
離
を
維
持
す
る
州
も
し
く
は
地
方
政
府
諸
機
関

に
対
し
て
連
邦
の
財
政
援
助
打
ち
切
り
を
命
じ
て
い
針
)
。
連
邦
の
財
政
援

助
打
ち
切
り
と
い
う
切
り
札
が
功
を
奏
し
、
公
民
権
法
制
定
後
は
、
非
分

離
教
育
を
実
施
す
る
学
区
が
増
加
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
「
名
目
上

は
非
分
離
の
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
実
質
的
な
分
離
を
維
持
す
る
」
と
い

う
方
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
自
由
選
択
方
式
」
(
吟
m
a
o
B
え

n
F
S
n
m
)
の
採
用
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
白
人
に
も
黒
人
に
も
通
学
校
を

選
ぶ
自
由
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
現
実
の
運
用
を
み
る
と
従
来
の
分

離
さ
れ
た
白
人
、
黒
人
校
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
白
人
校
に
ご
く
少
数
の

黒
人
の
入
学
を
認
め
る
だ
け
で
、
実
質
的
に
は
白
人
校
と
全
員
黒
人
校
と

い
う
こ
種
の
公
立
学
校
」
の
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
自
由
選
択
方
式
」
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
六
八
年
の

グ
リ
ー
ン
対
一
一
ュ
!
・
ケ
ン
ト
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
教
育
委
員
会
(
の
活
巾
ロ
4
・

北法38(4・93)677 
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ゎ

ogqω
♀

oozw。白
a
o同
zm毛
穴
巾
ロ
丹

(Uogq)
事
件
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
な
非
分
離
教
育
の
結
果

を
達
成
し
え
な
い
場
合
に
こ
の
方
式
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
教
育
委

員
会
に
別
学
撤
廃
の
た
め
の
積
極
的
差
別
解
消
策
を
と
る
義
務
を
課
し

た
。

ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
!
対
ホ
ー
ム
ズ
郡
教
育

委
員
会
(
〉
Z
H
S仏
巾
プ
司
・
出
o
-
5
2
n
o
zロ
守
回
。
白
丘
え
開
仏
ロ
円
白
色
。
ロ
)

事
件
に
お
い
て
、
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
非
分
離
教
育
の
「
即
時
」
実

施
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン

H
判
決
で
示
さ
れ
た
「
分
離
の
『
可
及
的

速
や
か
な
』
撤
廃
を
許
す
と
い
う
基
準
の
も
と
で
、
い
ぜ
ん
分
離
学
校
を

運
営
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
「
た
だ

ち
に
二
重
学
校
制
度
を
撤
廃
し
、
今
度
、
統
合
さ
れ
た
学
校
の
み
を
運
用

す
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

教
育
の
分
野
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
い

て
、
実
質
的
な
非
分
離
教
育
を
達
成
す
る
た
め
の
積
極
的
差
別
解
消
策
が

講
じ
ら
れ
て
き
討
)
。
具
体
的
に
は
、
学
区
の
再
編
成
、
学
年
別
組
合
わ
せ

方
式
(
匂
曲
目
江
口
問
)
パ
ス
通
学
守
口

gzm)
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
か
る

積
極
的
差
別
解
消
策
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
側
面
か
ら
の
批
判
鷺
し
什
}
、

現
在
に
お
い
て
も
検
討
す
べ
き
課
題
の
多
い
と
も
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
当
初
か
ら
、
と
り
わ
け
パ
ス
通
学
に
関
し
て
そ
の
憲
法
上
の

ま
た
、

翌
一
九
六
九
年
に
は
、

(
瑚
)

根
拠
に
つ
い
て
の
疑
問
が
呈
示
さ
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
パ
ス
通
学
は
、

人
種
別
学
が
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
黒
人
校
の
近
く
に
住
む
白
人
生

徒
を
遠
隔
地
の
白
人
校
へ
通
学
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

今
度
は
反
対
に
、
人
種
の
非
分
離
の
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
「
白
黒
共
学
を
達
成
す
る
だ
け
の
た
め
に
、
近
所
に
学
校
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
通
学
パ
ス
で
わ
ざ
わ
ざ
遠
隔
の
学
校
に
通
学
さ
せ
ら
れ

(
肌
)
る
」
こ
と
に
対
し
て
、
主
と
し
て
、
白
人
父
兄
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ

た

北法38(4・94)678

憲
法
修
正
第
一
四
条
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
パ
ス
通
学
を
要
請
す

る
の
か
ど
う
か
|
|
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
た
判
決
が
、
一
九
七
一
年
、

連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
。
ス
ワ
ン
対
シ
ャ

l
ロ
ッ
ト
・
メ
ツ
ク

レ
ン
パ

l
グ

教

育

委

員

会

3
4
5ロ
ロ
〈

-nEユ2
Z
E冨
R
E
S
σ
R
m

(
剛
山
)

∞O
国
丘
O
同開門古門担昨日
C
ロ
)
事
件
判
決
で
あ
る
。

本
件
の
中
心
的
な
争
点
は
生
徒
割
当
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は

こ
の
問
題
を
以
下
の
四
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

①
従
前
の
別
学
制
度
を
是
正
す
る
た
め
の
救
済
手
段
と
し
て
、
人
種

比
率
な
い
し
人
種
割
合
が
ど
の
程
度
に
ま
で
利
用
で
き
る
か
。

②
黒
人
だ
け
の
学
校
も
し
く
は
白
人
だ
け
の
学
校
は
す
べ
て
排
除
す

る
こ
と
が
別
学
制
度
撤
廃
の
救
済
過
程
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
か

否
か
。
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救
済
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
学
区
や
通
学
区
域
の
再
調
整
に
対
し

て
制
限
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
制
限
が
存
在
す
る
か
。

④
州
の
強
制
す
る
人
種
別
学
を
是
正
す
る
た
め
の
輸
送
手
段
に
制
限

を
加
え
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
制
限
が
存
在
す
る
か
。

連
邦
最
高
裁
は
、
ま
ず
、
各
々
の
学
校
の
人
種
割
合
を
(
必
ず
し
も
正

確
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
)
白
人
七
一
対
黒
人
ニ
九
に
す
る
と
い
う
具
体

(
胤
)

的
な
基
準
を
示
し
、
一
人
種
校
(
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
一
人
種
で
あ
る
場

合
も
含
む
)
を
依
然
と
し
て
存
続
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
学
校
当
局

に
そ
れ
が
差
別
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
責
任
が
転
換
さ

(
問
)

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
通
学
区
域
指
定
計
画
は
、
そ
れ
が

人
種
中
立
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
(
芯
白
色

am白
B
o
σ
。
白
丘
)
だ
け
で

(
瑚
)

は
足
ら
ず
、
積
極
的
差
別
解
消
策
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
更
に
、
別

(
印
)

学
撤
廃
の
手
段
と
し
て
パ
ス
通
学

S
E
E
-口
問
)
の
重
要
性
を
認
め
、
そ
れ

に
対
す
る
異
義
は
、
通
学
に
要
す
る
時
間
な
い
し
距
離
が
子
ど
も
の
健
康

に
危
険
を
お
よ
ぽ
す
か
あ
る
い
は
教
育
に
か
な
り
弊
害
を
お
よ
ぽ
す
恐
れ

(
瑚
)

が
大
き
な
場
合
に
正
当
性
を
も
っ
と
判
示
し
て
い
る
。

ブ
ラ
ウ
ン

H
判
決
お
よ
び
六

0
年
代
に
出
さ
れ
た
既
述
の
判
決
の
い
ず

れ
も
が
、
別
学
撤
廃
に
対
し
て
積
極
的
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
方
法
を
欠
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
判
決
は
具
体
的
救
済
措
置
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
別
学
制

③ 

度
撤
廃
の
た
め
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
本
判
決
を
契

機
と
し
て
南
部
に
お
け
る
法
律
上
の
(
札

hvs)
分
離
教
育
が
ほ
ぼ
解
決

(
削
)

さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
四
節

新
た
な
課
題

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
に
お
け
る
人
種
分
離
(
田
昌
司
諸
民
一
O
ロ
)
問
題
は

こ
れ
で
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
六

0
年
代
以
降
、
黒
人
が
都
市
に
集

中
し
、
「
白
人
が
都
市
か
ら
郊
外
へ
移
動
(
逃
避
行
ご
し
て
都
市
周
辺
の

居
住
様
式
が
変
わ
り
、
北
部
・
西
部
の
大
都
市
を
中
心
に
事
実
上
の
豆
町

¥
R
E
)
分
離
教
育
の
問
題
が
発
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
居
住

す
る
場
所
に
お
け
る
人
種
の
数
的
不
均
衡
が
、
そ
の
ま
ま
教
育
に
お
け
る

事
実
上
の
人
種
分
離
(
具
体
的
に
は
、
都
市
部
の
学
校
が
黒
人
校
と
な
り
、

郊
外
の
学
校
が
白
人
校
と
な
る
)
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
居
住

隔
離
(
円

2
5
8丘
町
己
紹

m円
高
三
宮
ロ
)
と
で
も
い
う
べ
き
人
種
分
離
(
印
晶
・

吋
巾
肉
丘
一
。
ロ
)
は
、
差
別
的
な
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
法
的

に
は
平
等
な
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て

現
存
す
る
人
種
分
離
(
お
明
品
同
片
山
O
ロ
)
で
あ
る
。
人
種
問
題
に
つ
い
て
は
、

平
等
を
「
形
式
的
平
等
」
と
解
し
法
の
下
に
お
け
る
平
等
な
機
会
を
保
障

す
る
だ
け
で
は
、
現
実
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

北法38(4・95)679
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そ
こ
で
、
「
実
質
的
平
等
」
の
実
現
が
次
な
る
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
積

極
的
差
別
解
消
策
は
、
か
か
る
実
質
的
平
等
実
現
の
た
め
に
考
え
出
さ
れ

た
手
段
で
あ
り
、
主
と
し
て
「
人
種
や
性
に
基
づ
く
差
別
の
解
消
を
目
的
」

と
し
、
「
教
育
や
雇
用
を
中
心
と
す
る
社
会
生
活
の
諸
領
域
に
お
け
る
今
日

の
差
別
だ
け
で
な
く
:
:
:
過
去
の
差
別
の
結
果
を
も
積
極
的
に
是
正
し
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
有
名
な
パ
ツ
キ

l
事
件

(
問
巾
閃
巾
ロ

g
o同
岳
巾

C
E〈
巾
吋
回
一
々
。
聞
の
包
氏
。
コ
回
一
同
〈
〉
口
出
口
回
国
W
W巾
)

の
舞
台
と
な
っ
た
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
デ
ィ
ビ
ス
校
メ
デ
ィ
カ

ル
・
ス
ク
ー
ル
は
、
「
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ
る
市
民
」
の
た
め
に
、
入
学

定
員
の
一
六
%
を
別
枠
と
し
て
設
け
、
正
規
入
学
手
続
と
異
な
っ
た
入
学

判
定
を
行
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
積
極
的
差
別
解
消
策
も
、
人
種
に
基
づ
く

割
当
制

(
E
n
F白

Z
g
g
)
で
あ
る
と
か
優
先
的
取
扱
い

ezrz三一色

可

g同
g
g
c、
更
に
は
逆
差
別
々

2
R児
島
田
円
ユ
ヨ
宮
丘
町
。
ロ
)
で
あ
る
と

い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
論
争
は
絶
え
ず
、
未
だ

解
決
を
み
て
い
な
い
。

更
に
、
唐
佳
隔
離
の
問
題
は
教
育
財
政
の
不
均
衡
と
い
う
問
題
と
結
び

つ
き
、
よ
り
複
雑
な
様
相
を
皇
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
公
教
育
財
政
は

「
主
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
区

RFooz--aユ
立
が
徴
収
す
る
不
動
産

税
胃
o宮
『

q
g
H
に
よ
っ
て
」
賄
わ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
住
居
隔
離
は
、

財
政
的
に
貧
困
な
都
市
部
の
学
校
と
財
政
的
に
裕
福
な
郊
外
の
学
校
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
住
む
場
所
に
よ
る
教
育
の
質
的
不
平

等
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
「
本
質
(m) 

的
に
は
、
富
(
当
2
5
M
)
の
問
題
で
あ
り
、
純
粋
な
人
種
問
題
で
は
な
い
」

が
、
都
市
部
の
学
校
が
事
実
上
の
黒
人
校
で
あ
り
、
郊
外
の
学
校
が
事
実

上
の
白
人
校
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
単
純
に
経
済
的

不
平
等
の
問
題
で
あ
り
、
憲
法
上
の
問
題
と
な
ら
な
い
と
し
て
看
過
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
本
稿
の
目
的
と
直
接
関
連

し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し

た
い
と
思
う
。
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註

1 

め町

mwUB門凶
ω
円
。
芹
〈
・
皆
同
ロ
問
。
丘

(mod-ω
・
(
呂
田
。
者
)

ω
お
(
H

∞
包
)
)
・
本
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
南
部
各
州

に
お
け
る
奴
隷
制
の
存
続
を
支
持
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
准
州
の

一
部
の
地
域
に
お
い
て
奴
隷
制
を
禁
止
し
た
連
邦
法
(
ミ
ズ

l
リ

互
譲
法
二
百
∞

gロ
ユ
円
。

Bugs-m巾
〉

n
F
ω
ω
S
5
8
)
を
違
憲

と
判
断
し
た
(
参
照
藤
倉
時
一
郎
「
平
等
条
項
と
連
邦
最
高
裁

判
所
」
川
文
良
也
(
編
)
『
総
合
研
究
ア
メ
リ
カ
平
等
と
正
義
』

(
研
究
社
・
昭
和
五
二
年
)
一
二
三
頁
)
。
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2 

南
北
戦
争
前
後
の
社
会
的
状
況
並
び
に
南
北
戦
争
修
正
条
項

(
憲
法
修
正
第
二
ニ
条
、
第
一
四
条
、
第
一
五
条
)
お
よ
び
一
九

世
紀
の
公
民
権
法
の
制
定
過
程
等
を
知
る
た
め
の
邦
文
文
献
と
し

て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
田
中
英
夫
「
私
有
財
産
権
の

保
障
規
定
と
し
て
の
り
5
M
M
5
2
8
色
白
己
認
の
成
立
(
五
)
」
『
国

家
学
会
雑
誌
』
七
二
巻
三
号
(
昭
和
三
三
年
)
一
頁
(
本
論
文
|
|
|

後
、
同
『
英
米
法
研
究
2

デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
』
(
東
京
大
学
出

版
会
・
昭
和
六
二
年
)
二
七
頁
以
下
に
所
収
ー
ー
で
は
、
憲
法

修
正
第
一
四
条
の
成
立
過
程
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
解
釈
に

つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
)
、
同
「
南
北
戦
争
前
後
」
『
英
米
法
総

論
上
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
五
五
年
)
ニ
ニ
七
|
二
九
二
頁
、

河
原
峻
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
平
等
に
関
す
る
法
規
と

判
例
|
|
一
八
六
二
年
よ
り
今
日
ま
で
の
変
遷
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
四
八
号
(
昭
和
三
三
年
)
四
七
頁
、
久
保
田
き
ぬ
子
「
米
国
公

民
権
法
ー
ー
そ
の
成
立
経
過
と
問
題
点
|
|
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

三
O
三
号
(
昭
和
三
九
年
)
七
五
頁
、
塚
本
重
頼
「
黒
人
の
差
別

待
遇
撤
廃
へ
の
漸
進
(
一
)
|
|
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所

判
決
の
研
究

l
l」
『
法
学
新
報
』
六
三
巻
四
号
・
六
号
(
昭
和
三

一
年
)
三
九
頁
(
後
、
同
『
自
由
と
平
等
の
限
界
』
(
酒
井
書
底
・

昭
和
三
四
年
)
七
三
頁
以
下
に
所
収
)
、
戸
松
秀
典
「
平
等
保
護
と

3 

司
法
審
査
こ
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
O
巻
七
・
八
号
(
昭
和

五
二
年
)
三
五
O
|
三
五
五
頁
、
長
田
豊
臣
「
南
北
戦
争
と
再
統

ご
八
三
頁
、
井
出
義
光
「
ア
メ
リ
カ
史
の
な
か
の
南
部
」
一
八

九
頁
以
上
大
下
尚
一

M
l
有
賀
貞
(
編
)
『
概
説
ア
メ
リ
カ
史
|
|

ニュ

l
ワ
ー
ル
ド
の
夢
と
現
実
』
(
有
斐
閣
選
書
・
昭
和
五
四
年
)
、

藤
倉
・
前
掲
論
文
(
註
1
)

一
二
O
頁
。

河
原
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
四
七
貰
。

第
一
節
奴
隷
お
よ
び
本
人
の
意
に
反
す
る
労
役
は
、
犯
罪
に

対
す
る
刑
罰
と
し
て
、
当
事
者
が
適
法
に
宣
告
を
受
け
た
場
合
を

の
ぞ
く
ほ
か
、
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
管
轄
に
属
す
る
い
ず
れ
の
地

に
も
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節
連
邦
議
会
は
、
適
当
な
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
本
条

の
規
定
を
施
行
す
る
権
限
を
有
す
る
。

(
宮
沢
(
編
)
・
前
掲
『
世
界
憲
法
集
』
(
第
一
章
註
1
)
五
四
頁

(
斎
藤
執
筆
)
)
。

参
照
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
四
頁
、
一
一
頁
(
註
4
)
。

河
原
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
四
七
頁
。

参
照
田
中
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
三
|
四
頁
。

公
民
権
法
と
い
う
言
葉
は
わ
守
口

E
m
y
g
〉
三
の
訳
語
と
し
て

用
い
て
い
る
。
こ
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
訳
語
と
し
て

北法38(4・97)681
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(9) 

(
叩
)

(
日
)
(ロ)
(
日
)

の
適
切
性
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
「
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
」

と
訳
す
例
も
み
ら
れ
る
が
(
田
中
英
夫
『
英
米
法
の
こ
と
ば
』
(
有

斐
閣
・
昭
和
六
一
年
)
三
六
頁
)
、
本
節
で
い
う
わ
守
ニ

E
m
F
Z
〉
三

の
巳
丘
]
ユ
m
z
g
と
「
市
民
的
権
利
ま
た
は
免
除
」
(
丘
三
]
ユ
m
F
U

R
-
8
5
z
a広
巾
印
)
と
い
う
場
合
の
巳
三
】
ユ
m宮
田
の
中
身
が
異

な
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
今
日
で
は

ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
公
民
権
法
と
い
う
訳
語
を
使
用
し
た
。
一
連

の

c
i
-
E
m
y
g
〉
2
で
規
定
さ
れ
て
い
る
丘
三
r
-
m
F
Z
は
「
個

人
が
(
団
体
と
し
て
で
な
く
)
個
人
と
し
て
有
す
る
権
利
で
統
治

作
用
と
関
連
の
な
い
も
の
を
指
し
」
、
「
私
法
上
の
権
利
に
限
ら
れ

ず
、
信
教
の
自
由
、
言
論
・
出
版
の
自
由
な
ど
を
も
含
む
概
念
」

(
田
中
・
前
掲
『
英
米
法
の
こ
と
ば
』
三
九

l
四
O
頁
)
で
あ
る
。

日
本
語
の
公
民
権
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
す
る
選
挙
権
は
巳
己
]

ユ
m
y
g
の
内
容
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
(
田
中
・
前
掲
『
英
米
法
の

こ
と
ば
』
四
二
頁
)
。

。
守
口

E
m
F
S
〉

2・
Z
ω
g同
-
M吋・

田
中
・
前
掲
『
英
米
法
の
こ
と
ば
』
(
註
8
)
三
八
三
九
頁
。

田
中
・
前
掲
『
英
米
法
総
論
上
』
(
註
2
)
二
八
五
頁
。

田
中
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
六
頁
。

同
右
論
文
、
六
頁
。

(H)

参
照
同
右
、
六
七
頁
。

(
日
)
参
照
藤
倉
・
前
掲
論
文
(
註
1
)

一
二
一
一
頁
、
田
中
・
前
掲

『
英
米
法
総
論
上
』
(
註
2
)
二
七
七
頁
。

(日
)
C
-
ω
・ゎ。沼田叶
-
M
H〈
・
(
訳
は
、
宮
沢
(
編
)
・
前
掲
『
世
界
憲
法

集
』
(
第
一
章
註
1
)
五
四
五
六
頁
に
よ
る
)
。

(
臼
)
巴
・

ω・。。
zm寸
・
凶
〈
・

第
一
節
合
衆
国
市
民
の
投
票
権
は
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
も
ま

た
い
か
な
る
州
に
よ
っ
て
も
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
過
去
に
お
け

る
服
役
の
状
態
を
理
由
に
否
定
さ
れ
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
節
連
邦
議
会
は
、
適
当
な
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
本
条

の
規
定
を
施
行
す
る
権
限
を
有
す
る
。

(
宮
沢
(
編
)
『
世
界
憲
法
集
』
(
第
一
章
註
1
)
五
六
頁
一
部
参

照)。

(時
)

(

U

守口

E
m
y
g
k
F
2・
5
ω
gけ
お
ω・

(
凹
)
河
原
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
四
八
頁
。

(
却
)
の
ぞ
ロ
岡
山

-my仲
間

〉

n
p
E
ω
S昨・
ωω
印

(
紅
)
河
原
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
四
八
頁
。

(
詑
)
参
照
久
保
田
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
七
六
頁
。

(
幻
)
例
え
ば
一
八
八
三
年
の
公
民
権
事
件

(
c
i
-
E
m
z
g
h白
8
P

E
u
d
め
ど
に
お
い
て
、
修
正
第
一
四
条
は
州
に
よ
る
差
別
的
行

北法38(4・98)682
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(~) 総限 度国王・ jiii;聴纏わ<(制N)固く回。

(~) 

(お)

(日)

(自)

163 U.S. 537 (1896). 

Acts 1890， No. 111， p.152 (Plessy， 163 U.S. at 540 

In.か"(1note 28， ~ 1. 

Id.92. 

Id. at 342-43 

332 U.S. 631 (1948). 

Id. at 349-50. 

41). 

Plessy，163 U.S. at 543-44 

Id， at 559. 

Lusky & Botein， The Law (ゲEqzωlityin the United 

St，σtes， in CONSTITUTIONAI PROTECTION OF EQUALITY 16 

(民)

(忠)

(お)

的
∞
支
出
品
・
司
)
∞
的
潟
詩

Id. at 632-33. 

Comments， The Expansion 01 Constitutional and 

Statutoη Remedies lor Sex Segregation in Education : 

The Fourteenth Amendment and Title IX 01 the 

HARV. c.R. -c.L. L. REV. 585， at 591 (1977) ，ぽ降臨話

「“Separatebut Equal" Rule Q梨岱明日出一ード穴:::---f司

~.;q ~三時土日:lf;Þ-トtllÞ Q 1 mg:眼Q縦題一一Jr(.:¥対1¥t-R-KJ1 < 
nJr> (盟足川川崎)I J 1平JIIl(。
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5t;Eê~)， r¥ :::--Kム同干ミnJr> (堕~同川崎) 1 I J 1伊l匹。

(湾 See，Brown， Emerson， Falk and Freedman， The 

Eqzω1 Rights A mendment : A Constitutional basis lor 

Equal Rights lor Women， 80 YALE L.]. 902 (1971). 

(伝) 305 U.S. 337 (1938). 

(お)

(詔)

(ミ)

(弓)

(司)

(司)

Id. at 633. 

Education Amendments 01 1972， 32 EMORY L.J. 

cited as Comments， Sex 1116 (1983) [hereinafter 

Id .at 495. 

See， Ransmeier， The Fourteenth Amendment and 

the "Sψ'arate but Equal" Doctrine， 50 MICH. L.R. 203， 

at 258 (1951)， Comments， Ples司yRevived : The sφarate 

but equal doctrine and sex-segregated educatioη， 12 

(T. KOOPMANS ed. 1975). 

(~) 347 U.S. 483 (1954). 

(沼)

(諸)

口
問
制
組
士
山
町
会

n
u伽
部
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Id. at 488. 

Id 

Id. 

Id. 

Id. at 489-90. 
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Id. at 493. 

Id. at 495. 
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由
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ド

也

∞

坦

由

也

C
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339 U.S. 629 (1950). 

339 U.S. 637 (1950). 

Sweatt， 339 U. S. at 633. 

Comments， Sex Segregation in Education， supra note 

Segr.匂gationin Eduvation] . 

(ミ)

(沼)

(~) 

(忌)

(写)

ム

l
¥
駅
定

43， at 1116. 

Sweatt， 339 U.S. at 632-34. 

Id. at 634. 

McLaurin， 339 U.S. at 639-40. 

Id. at 640-41 

ld. at 641. 

Id. at 642. 

See， Comments， Sex Segregation in Education， su，ρra 

note 43， at 1118，圏〈併・温暖~l!lÞ< (制活)固O回。
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教育における性差別

の
分
離
処
遇
を
違
憲
と
し
た
吋
口
百
貨
〈
・
円
以
々
。
同
冨
巾

guy-∞

(
ω
g
d・ω・話。

(ES))
・
ゴ
ル
フ
場
で
の
分
離
処
遇
を
違
憲
と

し
た
出
o-
ヨ
g
〈
・
口
々
え
〉
己
出
口

g(ω
日

C
C・ω・∞
3
2
S日
)

)

w

公
園
で
の
分
離
処
遇
を
違
憲
と
し
た
冨
巳
吋
〈
・
円
。
三
宮
一
一
一
巾
同
】
同
号

、
H，
y
g一昨
吋
即
日

-
h
p
g
o
n
-
2
5ロ
(ω会

d
・
ω・
2
H
(
E
E
)
)
等
が
挙

げ
ら
れ
る
。

71 

藤
倉
時
一
郎
「
裁
か
れ
る
南
部
二
)
」
『
判
例
タ
イ
ム

ズ
』
二
四
三
号
(
昭
和
四
五
年
)
三
頁
。

参
照

(η) 
(η)
足
・
巳

N
3・

(
日
)
』
ミ
・
巳
ω
C
0
・

(万
)

L

ミ・

2
N
3・

(
市
)
句
、
・
巳
ω
C
H

(η)
句、・

(
花
)
参
照

T
・
I
・
エ
マ
ス
ン

1
木
下
毅
「
教
育
に
お
け
る
人
種
差

別
」
『
現
代
ア
メ
リ
カ
憲
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
五
六
年
)

二
七
O
二
七
一
頁
、
藤
倉
・
前
掲
論
文
(
註

n)
五
頁
。

(
乃
)
エ
マ
ス
ン

l
木
下
・
前
掲
書
(
註
河
)
二
七
O
|
二
七
四
頁
に

は
、
南
部
諸
州
の
一
連
の
抵
抗
手
段
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
連
邦
最

高
裁
お
よ
び
連
邦
政
府
の
措
置
に
関
す
る
沿
革
の
簡
潔
な
説
明
が

ω
S
C
・ω-NUAH(回目印)・

あ
る
。
ま
た
、
藤
倉
暗
一
郎
「
裁
か
れ
る
南
部
(
ご
|
(
三
)
」

『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
二
四
三
号
二
頁
、
二
四
四
号
二
頁
、
二
四
七

号
二
頁
は
、
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
l
対
ホ
ー
ム
ズ
郡
教
育
委
員
会
事
件

判
決
の
意
味
の
考
察
が
主
た
る
目
的
の
論
文
な
が
ら
、
ブ
ラ
ウ
ン

判
決
ま
で
遡
り
そ
こ
か
ら
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
l
判
決
に
至
る
ま
で
の

最
高
裁
判
例
の
経
過
を
細
か
く
追
っ
て
い
て
参
考
に
な
る
。

(
剖
)
藤
倉
・
前
掲
「
『
ブ
ラ
ウ
ン
対
教
育
委
員
会
』
事
件
判
決
」
(
註

日
)
四
三
六
頁
。

(
別
)
黒
人
生
徒
九
名
を
白
人
高
校
へ
入
学
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
連
邦

地
方
裁
判
所
判
決
の
執
行
を
、
州
知
事
の
派
遣
し
た
ア
1
カ
ン

ソ
l
州
軍

(EF)ロ巳

m
E丘
)
が
阻
止
し
、
大
統
領
が
連
邦
軍

隊
を
派
遣
し
て
事
態
を
収
拾
し
た
事
件
で
あ
る
(
わ

g胃
:J

82 

〉釦同ー。
pω
印∞己・
ω

H

(

呂町∞))・

参
照
藤
倉
・
前
掲
「
平
等
条
項
と
連
邦
最
高
裁
所
」
(
註
1
)

一
四

O
頁。

83 

連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
六
四
年
の
グ
リ
フ
イ
ン
対
プ
リ
ン
ス
・

エ
ド
ワ
ー
ド
郡
教
育
委
員
会
(
の
ユ
岳
ロ

4

h

o
ロ
ロ
ミ

ω
h
E
C
O
]

∞O
国司仏
O
同
司
江
口
nmw
何
色
さ
21仏
わ
。
ロ
ロ
q-ωω
叶己・
ω
-
N
E
(呂
町
品
)
)

事
件
に
お
い
て
、
閉
鎖
さ
れ
た
公
立
学
校
が
再
開
さ
れ
る
ま
で
、

私
立
学
校
へ
の
財
政
援
助
を
禁
止
す
る
旨
判
示
し
た
。

北法38(4・101)685 



研究ノート

(
似
)
本
法
の
概
要
、
成
立
経
過
お
よ
び
問
題
点
を
知
る
邦
文
文
献
と

し
て
、
藤
倉
階
一
郎
「
一
九
六
四
年
公
民
権
法
」
『
ア
メ
リ
カ
史
』

六
巻
(
岩
波
書
庖
・
昭
和
五
七
年
)
二
二
七
頁
、
久
保
田
き
ぬ
子

「
米
国
公
民
権
法
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三

O
三
号
(
昭
和
三
九
年
)

七
五
頁
が
あ
る
。
久
保
田
・
同
右
論
文
に
よ
れ
ば
、
本
法
の
最
も

重
要
な
内
容
と
し
て
「
選
挙
権
、
公
共
施
設
、
公
立
学
校
、
雇
用

に
お
け
る
人
種
差
別
の
禁
止
お
よ
び
連
邦
政
府
の
財
政
的
援
助
打

切
り
の
措
置
の
五
点
」
を
挙
げ
て
い
る
(
七
八
頁
)
。

(
邸
)
技
術
的
援
助
を
付
与
す
る
規
定
は
お
己
・
ω・ゎ・〉
-
z
s
o
n
-
N
・

財
政
的
援
助
を
付
与
す
る
規
定
は
お

C
・ωわ
〉

z
c
o
o
n
品・

(
部
)

(
訂
)

(
邸
)

(
回
)

(
卯
)

(
引
)

(
位
)

(
回
)

(
叫
)

(
白
)

b

c・ω
(
V

・〉・

z
c
o
o
n
-
∞-

h
p
M
C
・ω・(リ〉・
m
N
0
0
0
仏
l
H

藤
倉
・
前
掲
論
文
「
裁
か
れ
る
南
部
(
二
」
(
註
口
)
六
頁
。

同
右
論
文
、
六
頁
。

包
H
C・ω・
色
。

(HUS)
・

hh
同・釦片品
AFC-

句
、
出
片
品
仏
N

・

ω
申∞巴・
ω・
5
(
E
S
)
・

ι

ミ・由同

N
O
l
N
]「

足
-
a
N
0
・
(
判
決
文
の
邦
訳
は
、
藤
倉
・
前
掲
「
裁
か
れ
る
南

部
ご
)
」
(
註

η)

伺
)

引
)

一
三
頁
を
参
照
)
。

北法38(4・102)686

..... 
ぬ唱

藤
倉
・
前
掲
「
平
等
条
項
と
連
邦
最
高
裁
判
所
」
(
註
1
)

一
四
二
一
四
三
頁
。

(
悌
)
例
え
ば
、
従
来
の
白
人
校
を
一
|
三
学
年
用
、
黒
人
校
を
四
l
六

学
年
用
と
指
定
し
、
一
人
の
児
童
が
六
年
間
に
こ
つ
の
学
校
へ
通

学
す
る
方
式
。

(
卯
)
横
田
耕
一
「
平
等
原
理
の
現
代
的
展
開
」
『
現
代
国
家
と
憲
法
の

原
理
(
小
林
直
樹
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
)
』
(
有
斐
閣
・
昭
和
五

八
年
)
六
四
三
頁
は
、

E

〉
忠
一
吋
同
吋
岡
田
同
右
巾
〉
円
同
一
。
ロ
ェ
の
評
価
と
題
し

て
、
様
々
な
側
面
か
ら
え
片
山
司
自
白
吾
、
巾
由
門
氏
。
ロ
に
対
す
る
批
判
を

概
観
し
て
い
る
。

(
削
)
藤
倉
階
一
郎
「
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
別
学
の
撤
廃
」

ロ
巧
N
i
N
]

ア
メ
リ
カ
法
二
三
九
頁
。

藤
倉
・
前
掲
「
裁
か
れ
る
南
部
二
)
」
(
註
礼
)
六
頁
。

参
照

102 101 

8
N
C
.
ω
.
H
 
(]志一
-
H
)
・

(
問
)

(
削
)

(
陥
)

(
附
)

旬、・回同

N
N
・

旬、・白丹

Nω
・

旬、・回同
N

由・

旬、・白昨
N

∞・



(
即
)

(
問
)

(
削
)

旬
、
・
回
同

N
由・

教育における性差別

旬
、
・
白
丹

ω
。|ω
戸

参
照
藤
倉
・
前
掲
「
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
別
学
の
撤
廃
」

(
註
削
)
二
三
五
頁
、
エ
マ
ス
ン

l
木
下
・
前
掲
書
(
註
苅
)
二

七
四
頁
。

(
川
)
エ
マ
ス
ン

1
木
下
・
前
掲
書
(
註
河
)
二
七
四
頁
。

(
山
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
エ
マ
ス
ン

1
木
下
・
前
掲
書
(
註
花
)

二
七
四
|
二
七
七
頁
に
詳
し
い
。

(
山
)
居
住
隔
離
と
い
う
訳
語
は
、
同
右
書
の
木
下
教
授
の
訳
語
を
引

用
(
二
七
四
頁
)
。

(
山
)
大
塚
秀
之
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
『
逆
差
別
』
論
争
に

関
す
る
一
考
察
」
『
神
戸
市
外
語
大
・
研
究
年
報
』
一
五
号
(
昭
和

五
二
年
)
六
四
頁
。

(
山
)
同
右
論
文
、
六
四
頁
。

(
山
)
お
∞

C
・ω
-
N
8
2
2∞
)
・
本
件
に
関
す
る
邦
文
文
献
と
し
て
、
久

保
田
き
ぬ
子
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
差
別
』
判
決
の
動
向
(
一
)

(
三
)
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
六
七
四
号
八
三
頁
、
六
七
七
号
七

O
頁、

六
七
九
号
二
二
頁
(
昭
和
五
三
年
)
、
阪
本
昌
成

1
西
村
裕
三

「
パ
ツ
キ
l
事
件
に
お
け
る
主
要
な
プ
リ
1
フ
(
一
)
|
(
五
)
」

『
広
島
法
学
』
三
巻
二
号
六
九
頁
、
三
巻
三
号
二
五
頁
(
昭
和
五

四
年
)
、
三
巻
四
号
五
一
頁
、
四
巻
一
号
五
五
頁
、
四
巻
二
号
六
九

頁
(
昭
和
五
五
年
)
、
佐
藤
司
「
少
数
民
族
優
先
入
学
は
逆
差
別
か

|
|
『
パ
キ
逆
差
別
事
件
』
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
決
の
意
義
」

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
八
六
号
(
昭
和
五
四
年
二
六
頁
、
青
木
宏

治
「
『
逆
差
別
』
に
関
す
る
米
連
邦
最
高
裁
判
決
|
|
4
カ
リ
フ
ォ

1

ニ
ア
大
学
特
別
入
学
制
度
事
件
」
『
季
刊
教
育
法
』
三
一
号
(
昭
和

五
四
年
)
一
四
八
頁
。

(川

)
H
A
-
R
N
2
l吋
印
・

(
山
)
参
照
大
塚
・
前
掲
論
文
(
註
山
)
六
四
頁
。

(
国
)
エ
マ
ス
ン

l
木
下
・
前
掲
書
(
註
花
)
二
七
七
二
七
八
頁
。

(
山
)
大
塚
秀
之
「
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
育
の
機
会
不
均
等
」

『
神
戸
市
外
語
大
・
研
究
年
報
』
一
一
二
号
(
昭
和
五

O
年
)
四
七

|
四
八
頁
。

120 

エ
マ
ス
ン

l
木
下
・
前
掲
書
(
註
河
)
二
七
七
頁
註
(
剖
)
。

第
三
章

平
等
保
護
と
男
女
別
学
制

第

節

男
女
共
学
制
の
歴
史
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
公
教
育
に
お
い
て
は
、
男
女
共
学
が
一
般

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
い
。
世
界
で

今
日
、
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最
も
早
く
女
子
の
高
等
教
育
を
始
め
た
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
独
立
戦
争
ご

七
七
五
年
|
一
七
八
三
年
)
前
ま
で
は
、
女
子
に
最
も
必
要
な
こ
と
は
家

事
で
あ
り
、
学
問
教
育
な
ど
は
無
用
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
一
八
世
紀
後
半
に
至
る
と
、
女
児
も
多
少
は
読
み
書
き
が
必
要
と
い

う
考
え
方
か
ら
、
女
児
の
小
学
校
入
学
が
実
現
し
始
め
た
。
と
い
っ
て
も
、

当
時
は
、
男
児
の
登
校
前
か
下
校
後
に
学
校
に
行
き
、
そ
れ
も
夏
期
(
夏

期
は
畑
仕
事
が
忙
し
く
男
児
が
あ
ま
り
学
校
へ
行
か
な
く
な
る
か
ら
)
に

限
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
独
立
戦
争
後
は
、
女
子
に
も
男
子
同
様
学

聞
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
現
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
男
女

同
一
の
教
育
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
女
子
に
は
女
子
に
ふ
さ
わ
し

い
教
育
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
男
女
は

性
質
も
異
な
り
職
分
も
違
う
の
で
そ
の
教
育
は
異
な
っ
て
当
然
、
と
い
う

の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
女
子
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
施
す
た
め

に
女
子
ア
カ
デ
ミ
ー
が
誕
生
す
る
。
そ
の
後
、
女
子
ア
カ
デ
ミ
ー
は
一
般

に
女
子
セ
ミ
ナ
リ
!
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
三

O
年
か
ら
一

八
五

O
年
に
か
け
て
そ
の
全
盛
期
を
迎
え
る
。
一
般
的
に
、
そ
の
入
学
資

格
と
し
て
、
一
三
歳
以
上
の
女
子
で
読
み
方
書
き
方
等
が
あ
る
程
度
で
き

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
修
業
年
限
は
三
年
で
あ
っ
た
。
教
育
内
容
は
、
初

期
の
頃
は
、
読
み
方
、
書
き
方
、
算
数
、
地
理
、
歴
史
、
英
文
法
、
近
代

語
、
芸
能
的
教
科
程
度
で
あ
っ
た
が
、
年
と
と
も
に
増
加
し
広
く
浅
く
学

ぶ
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
女
子
セ
ミ
ナ
リ

l
が
発
展
し
て
女
子
カ
レ
ッ

ジ
が
生
ま
れ
、
女
子
高
等
教
育
へ
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
最
初
の
代
表
的
女
子
教
育
機
関
と
し
て
女
子
セ
ミ
ナ
リ
!
の
果

た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
個
人
経
営
の
私
立
で

あ
っ
た
た
め
、
当
然
、
費
用
が
多
く
か
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
男
子
の

代
表
的
教
育
機
関
で
あ
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

男
子
の
た
め
に
も
女
子
の
た
め
に
も
公
立
の
中
等
学
校
を
要
望
す
る
動
き

が
一
八
二

O
年
頃
か
ら
起
こ
り
、
翌
一
八
二
一
年
、
最
初
の
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
が
ボ
ス
ト
ン
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
男
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
あ
り
、

女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
三
年
後
の
一
八
二
四
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の

ウ
ォ
レ
ス
タ
ー
に
設
立
さ
れ
た
(
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
は
良
妻
賢
母
養

成
を
目
的
と
し
た
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
、
カ
レ
ッ
ジ
入
学
を
巨
的
と
す

る
男
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
)
。
と
こ
ろ
が
、
ハ

イ
ス
ク
ー
ル
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
や
女
子
セ
ミ
ナ
リ
!
の
繁
栄
と
は
対
照
的

に
、
な
か
な
か
そ
の
数
が
増
加
し
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
一
部

の
者
が
行
く
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
公
費
で
設
立
す
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
た

よ
う
に
、
「
教
育
は
私
的
な
も
の
」
と
い
っ
た
考
え
方
が
推
察
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
南
北
戦
争
後
に
は
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
数
も
増
加
し
て
い
っ

た
。
中
に
は
、
私
立
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
も
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

依
然
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
男
女
別
学
制
を
採
る
も
の
が

北法38(4・104)688
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多
か
っ
た
。
最
初
の
男
女
共
学
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
、
一
八
四
七
年
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
に
設
立
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
と
し
て
は
珍

し
い
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
急
増
に
伴
い
、
男
女

共
学
校
も
徐
々
に
増
え
二
九
世
紀
末
に
は
共
学
校
が
一
般
的
と
な
っ
た
。

理
由
は
、
そ
の
方
が
経
済
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
子
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
と
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
一
校
ず
つ
設
立
す
る
よ
り
は
、
共
学
校
を
一

校
設
立
し
た
方
が
安
上
が
り
で
済
む
。

同
じ
く
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
、
カ
レ
ッ
ジ
の
共
学
化
も
始
ま
っ
た
。

一
九
三

O
年
頃
、
ア
メ
リ
カ
の
女
子
カ
レ
ッ
ジ
の
数
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系

と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
系
が
ほ
ぼ
七

O
l八
O
校
く
ら
い
ず
つ
で
あ
っ
た
が
、

不
況
に
よ
る
学
生
数
の
減
少
に
よ
り
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
女
子
カ
レ
ッ

ジ
が
次
々
と
共
学
に
踏
み
切
っ
た
(
同
様
に
、
男
子
カ
レ
ッ
ジ
の
中
に
も

共
学
に
切
り
換
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
)
。
更
に
、
遠
く
の
カ
レ
ッ
ジ
へ
息

子
を
送
る
だ
け
の
経
済
的
余
裕
の
な
い
親
が
近
所
の
女
子
カ
レ
ッ
ジ
に
門

戸
解
放
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
レ
ッ
ジ
に
も

共
学
化
の
波
が
押
し
寄
せ
(
州
立
大
学
は
、
ほ
と
ん
ど
最
初
か
ら
共
学
校

と
し
て
設
立
さ
れ
た
て
一
九
世
紀
末
に
は
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
同
様
、
共
学
校

が
一
般
的
と
な
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
男
女
共
学
制
の
普
及
は

経
済
的
理
由
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
れ
故
、
一
九
世
紀
後
半
に
は

共
学
が
一
般
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
女
子
教
育

は
多
少
は
男
子
教
育
と
は
異
な
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

た
。
男
女
の
教
育
は
同
一
で
あ
る
の
が
当
然
で
、
人
間
と
し
て
の
教
育
に

性
に
よ
る
区
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
の
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
度
は
、
現
在
で
も
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
州
の
教

育
方
針
が
憲
法
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
、
近
年
、
か
か
る
教
育
方
針
の
正
当
性
を
問
う

訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
。
節
を
改
め
、
そ
の
詳
細
を
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

第
二
節

判
例

(
こ
下
級
審
判
決

本
節
で
は
ま
ず
、
初
期
に
お
け
る
下
級
審
の
三
判
決
|
|
プ
リ
ス
ト
ル

判
決
こ
九
五
八
年
)
、
ア
レ
ッ
ド
判
決
(
一
九
六

O
年
)
、
ヵ

l
ス
テ
ン

判
決
(
一
九
七

O
年
)
|
|
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
す

ヲ
Q

。

北法38(4・105)689

こ
れ
ら
三
判
決
は
、
以
下
に
示
す
二
つ
の
意
義
を
有
す
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
判
決
の
中
に
は
男
女
別
学
制
維
持
の
根
拠
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と
し
て
そ
の
後
も
引
用
さ
れ
て
き
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら

の
判
決
が
い
ず
れ
も
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
以
後
に
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ブ
ラ

ウ
ン
判
決
の
合
憲
審
査
方
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
以
上
の
三
判
決
は
、
男
女
別
学
制
の
問
題
が
性
差
別
に
関
わ
る
判
決

よ
り
も
む
し
ろ
人
種
別
学
(
凹
巾
崎
高
見

E
R
g
o
-凹
)
に
関
わ
る
判
決
の
影

響
を
よ
り
大
き
く
受
け
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
掲
げ
る
表
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
九
四
四
年
に
、
連
邦
最
高
裁
は

(7) 

(
教
育
の
分
野
で
は
な
い
が
)
コ
レ
マ
ツ
判
決
に
お
い
て
、
人
種
に
基
づ

(
8
)
 

く
分
類
は
疑
わ
し
い
、
す
な
わ
ち
合
憲
性
の
推
定
が
ほ
と
ん
ど
働
か
な
い

と
判
断
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
判
決
は
人
種
別
学
制
の
問
題

領
域
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ス
ィ
ピ
ュ
エ
ル
判
決
、
ス
ウ
ェ
ッ
ト

判
決
お
よ
び
マ
ク
ロ

l
リ
ン
判
決
の
い
ず
れ
も
が
、
依
然
と
し
て
よ
告
白
'

E
R
σ
ロ
Z
告
白
]
」
な
教
育
施
設
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
合
憲
性
の

判
断
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
も
、

連
邦
最
高
裁
は
人
種
を
厳
格
審
査
に
服
す
る
よ
う
な
「
疑
わ
し
い
分
類
」

と
判
断
せ
ず
に
、
性
差
別
領
域
に
も
容
易
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
心
理
的
社

(9) 

会
的
要
因
を
根
拠
に
人
種
分
離
を
違
憲
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
分
離

(
川
)

さ
れ
た
教
育
施
設
は
本
質
的
に
不
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
「
見
解
と
判
旨
全
体
に
し
め
る
一
種
の
教
育
賛
美
論
と
は
、
州
に
よ
る

明
白
な
人
種
分
離
教
育

|
l
z
b
yミ
・
田
町
間
吋
巾
向
丘
一
。
ロ
の
排
除
の
み
な

年代 事件名 合憲性判断基準

各人種に割り当てられた施設が rseparate but equaし

1896 (プレッシー判決) であれば、修正第一四条違反とならない (rseparate but 

equalJの法理)。

1938 ゲインズ判決
州内に rseparate but equalJな教育施設が設置されて

いないので違憲である。

1944 (コレマツ判決)
一定の人種集団にのみ向けられた分類は疑わしい分類で

ある。

1948 スィピュエル判決
修正第一四条は、 rseparate but equalJな教育施設を全

市民に与えることを要請している。

1950 スウェット判決
r separat巴butequalJな教育施設が無形要因について平

等でないので、実質的に平等であり得ない。

1950 マクローリン判決 無形要因について不平等である。

1954 ブラウン判決 分離された教育施設は本質的に不平等である。
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教育における性差別

ら
ず
、
州
の
行
為
以
外
の
他
の
諸
要
因
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
分
離
教
育

-
-
z
b
》
S
3
8句
括
主
芯
ロ
の
排
除
も
、
平
等
保
護
条
項
は
要
求
し

(
日
)

て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
可
能
な
ら
し
め
る
余
地
を
残
し
た
」
と

い
う
批
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
育
の
領
域
に
お
け
る
無
形
要
因
お
よ

び
心
理
的
社
会
的
要
因
の
強
調
は
、
人
種
分
離
が
不
快
な
分
類
(
白
ロ
吉
三
島
田

一。

gn]白
8
5
2昨
日
。
ロ
)
故
に
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す

(ロ)

る
の
で
あ
る
と
い
う
率
直
な
憲
法
解
釈
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
人
種
に
よ
る
分
類
そ
れ
自
体

eミ
的
問
)
が
即
平
等
保
護
条
項
違
反
と

(
日
)

解
釈
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
コ
レ
マ
ツ
判
決
の
立
場

|
|
「
一
つ
の
人
種
集
団
の
市
民
的
権
利

(
p
m
n
玄
E
m
y
g
)
を
奪
う
よ

う
な
法
的
制
約
は
す
べ
て
、
直
ち
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ま

ず
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
う
し
た
制
約
が
す
べ
て

違
憲
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
が
そ
う
し
た
制
約
(M) 

を
最
も
厳
格
な
審
査
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
L

ー
ー
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
憲
法
解
釈
の
問
題
性
は
、
後
に
男
女

別
学
制
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
「
果
た
し
て
修
正
第
一
四
条
は
男
女
別

学
制
を
要
請
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
面
化
し
て
く
る
の
で

あ
る
が
、
と
も
か
く
無
形
要
因
や
心
理
的
社
会
的
要
因
に
基
づ
い
て
合
憲

性
を
判
断
す
る
方
法
は
、
そ
の
ま
ま
男
女
別
学
制
の
問
題
領
域
に
継
受
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
ヒ
l
ス
ト
ン
対
プ
リ
ス
ト
ル
事
件

最
初
の
事
例
は
、
一
九
五
八
年
に
、
男
子
大
学
で
あ
る
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M
(〉
mユ
円
三

Z
E
Zロ
仏
冨

R
E口
付
包
【
U
C
Z
巾
関
巾
)
大
学
へ
の
入
学

を
希
望
す
る
女
性
の
原
告
ら
に
よ
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
判
所

(吋

2h一
回
目
の
。
ロ
ス
え
の
守
口
〉
匂
円

vg互
に
提
訴
さ
れ
た
ヒ

1
ト
ン
対
プ

リ
ス
ト
ル
(
出

g
Zロ
〈
-
∞
1
2
0
3
事
件
で
あ
る
。

テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
は
、
州
立
大
学
が
一
方
の
性
に
入
学
資
格
を
限
定

す
る
こ
と
は
連
邦
憲
法
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
並
び
に
テ
キ
サ

ス
州
憲
法
に
違
反
す
る
、
と
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
倣
っ
て
判
示
し
た
第
一
審

の
判
決
を
覆
し
、
原
告
ら
の
憲
法
上
の
権
利
は
何
ら
侵
害
さ
れ
て
い
な
い

と
判
断
し
た
。

上
訴
裁
は
、
本
件
の
場
合
、
原
告
ら
が
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M大
学
だ

け
に
開
設
さ
れ
て
い
る
コ

l
ス
(
第
一
審
の
段
階
で
、
テ
キ
サ
ス
州
立
A
&

M
大
学
に
は
、
他
の
州
立
大
学
で
開
設
さ
れ
て
い
な
い
コ

l
ス
が
一
七
あ

る
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
)
で
勉
強
し
た
い
と
訴
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
テ
キ
サ
ス
州
立
A
&
M
大
学
が
一
七
の
コ

l
ス
を
有
し
て
い

る
事
実
と
は
関
連
性
が
な
く
、
更
に
、
原
告
ら
が
自
宅
か
ら
近
く
便
の
い

い
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M
大
学
へ
通
学
す
る
権
利
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
平
等
保
護
を
否
定
さ
れ
た
と
い
う
主
張
も
説
得
力
を
欠
き
無
効
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
最
終
的
に
上
訴
裁
は
、
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M
大
学

北法38(4・107)691
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の
必
修
で
あ
る
軍
事
訓
練
を
女
性
の
入
学
を
認
め
な
い
理
由
と
し
て
是
認

(
初
)

し
た
。
ま
た
、
通
学
使
益
の
よ
く
な
い
原
告
ら
に
つ
い
て
は
、
家
か
ら
大

学
へ
通
う
た
め
に
何
マ
イ
ル
も
の
距
離
を
通
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
学
生
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
原
告
ら
の
立
場

を
第
一
に
支
持
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
し
た
。
更
に
、
同
裁
判
所
は
、
両

性
の
取
扱
い
が
不
平
等
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
は
州
全
体
の
高
等

{n) 

教
育
制
度
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
「
テ
キ
サ
ス

(
幻
)

州
の
教
育
制
度
は
、
十
分
か
つ
実
質
的
に
平
等
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。

上
訴
裁
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
単
に
、
州
が
一
六
の
共
学
校
に
加

え
て
、
二
つ
の
共
学
で
な
い
学
校
|
|
ひ
と
つ
は
男
子
校
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
女
子
校
ー
ー
を
憲
法
上
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

{μ) 

で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
上
訴
裁
は
「
我
々
は
疑
い
な
く
、
答

{
犯
)

え
は
イ
エ
ス
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
、
多
様
な
教
育
制
度
の
保
障
こ
そ

(
お
)

両
性
の
平
等
権
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
の
ひ
と
り
が
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M

大
学
を
志
望
す
る
理
由
と
し
て
主
張
し
て
い
る
学
校
の
評
判
や
名
声
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
訴

裁
は
、
「
凶
巾
百
円
田
仲
町

σ
5
2ロ
回
一
」
法
理
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
審
査
の
半

分
を
放
棄
し
、
ス
ウ
ェ
ッ
ト
事
件
や
マ
ク
ロ

l
リ
ン
事
件
で
問
題
と
な
っ

{
犯
)

た
「
無
形
」
要
因
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
退
け
た
。
そ
こ
で
、
本
件

で
は
「
∞
告
白
円
白

5ZEE-」
な
施
設
の
平
等
性
の
問
題
|
|
有
形
要

因
お
よ
び
無
形
要
因
に
つ
い
て
各
々
平
等
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る

ー
ー
は
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法38(4・108)692

(2)
ア
レ
ッ
ド
対
ヒ

1
ト
ン
事
件

同
様
な
訴
訟
が
、
二
年
後
の
一
九
六

O
年
、
テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
判
所

に
提
起
さ
れ
た
。
ア
レ
ッ
ド
対
ヒ

1
ト
ン

(E-E4・
出

g
gロ
)
事
件
で

あ
る
。本
件
の
原
告
ら
は
、
州
内
に
「
∞
岳
民
白

zzzog]」
な
教
育
施
設
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
の
で
違
憲
で
あ
る
と
し
て
、
彼
ら
の
権
利
を
主
張
し

(
明
日
)

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
は
、
人
種
差
別
を
前
提
と
し

て
行
わ
れ
た
判
決
は
性
差
別
と
の
関
連
に
お
い
て
は
適
切
で
は
な
い
と
判

断
し
た
う
え
で
、
合
憲
判
断
を
行
っ
た
。

但
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
原
告
の
う
ち
の
ひ
と
り
は
、

テ
キ
サ
ス
州
立

A
&
M
大
学
に
し
か
開
設
さ
れ
て
い
な
い
花
井
栽
培
科
に

入
学
を
志
望
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
(
第
一
審
に
お
い
て
事
実
認
定
さ
れ

(
泊
)

て
い
る
)
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ヒ

1
ト
ン
対
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
と
異
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
訴
裁
は
、
同
原
告
が
テ
キ
サ
ス
州
立

A
&

M
大
学
を
志
望
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
通
学
便
益
と
彼
女
が
か

つ
て
は
法
律
を
勉
強
し
た
い
意
思
を
明
言
し
て
い
た
事
実
と
を
結
び
つ
け



て
、
彼
女
の
立
場
は
、
ブ
リ
ス
ト
ル
事
件
の
と
き
の
原
告
の
立
場
と
何
ら

変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、
同
裁
判
所
は
、
興
味
深
い

こ
と
に
、
1

原
告
が
実
際
に
花
芥
栽
培
科
に
入
学
を
志
望
し
て
い
た
と
裁
判

所
が
断
定
す
る
場
合
に
は
〔
本
件
で
は
断
定
さ
れ
な
か
っ
た
〕
、
性
の
み
を

(
お
)

理
由
に
入
学
を
否
定
す
べ
き
で
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
(
〔
〕
は
筆
者

が
付
す
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
部
分
は
後
の
再
審
理
(
司
各

gユ
ロ
肉
)
申

(M) 

請
の
際
に
削
除
さ
れ
た
。

教育における性差別

(
3
)
カ
|
ス
テ
ン
対
パ
!
ジ
ニ
ア
大
学
学
長
お
よ
び
ビ
ジ
タ
ー
事
件

と
こ
ろ
が
、
一
九
七

O
年
に
、
以
上
の
二
判
決
と
全
く
異
な
る
判
決
が
、

連
邦
地
裁
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
。
カ

l
ス
テ
ン
対
パ

l
ジ
ニ
ア
大
学
学
長

お
よ
び
ビ
ジ
タ
ー
(
関
町
田
広
吉
〈
・
閉
山
巾
円
宮
司
白
ロ
仏
〈
E
Z
E
C同
吾
m

c
E〈
巾
円
回
日
々
。
同
〈
守
町
立
口
一
同
)
事
件
判
決
で
あ
る
。

本
件
は
、
女
性
の
原
告
ら
が
、
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
ヴ
ィ
レ
に
あ
る
パ
ー

ジ
ニ
ア
大
学
文
理
科
カ
レ
ッ
ジ
へ
の
入
学
を
、
性
を
理
由
に
拒
否
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
連
邦
地
裁
は
、
文
理
科
カ
レ
ッ
ジ
が
他
大
学
に
な
い
コ
ー

ス
を
設
け
て
い
た
こ
と
、
他
大
学
よ
り
高
い
名
声
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
を

理
由
に
、
女
性
の
入
学
を
拒
否
す
る
こ
と
は
平
等
保
護
の
否
定
で
あ
る
と

判
断
し
た
。
連
邦
地
裁
は
、
州
が
男
女
別
学
制
の
学
校
制
度
を
維
持
で
き

る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
決
定
を
避
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
長
い
間
確
立
し
て
い
た
男
女
別
学
教
育
の
伝
統
に
注
目
し
、
女
子
学

生
に
対
し
て
も
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
文
理
科
カ
レ
ッ
ジ
と
同
等
の
コ

1
ス

を
設
け
同
等
の
名
声
を
誇
る
大
学
が
設
立
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
結
論
が

違
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
の
判
断
基
準

と
し
て
(
明
示
的
で
あ
る
か
否
か
の
相
違
は
あ
る
が
)
、

J
巾富一

E
Z
σ
5

2
5一
」
法
理
を
用
い
て
い
る
。

(
1
)
ブ
リ
ス
ト
ル
判
決
お
よ
び

(
2
)
ア
レ
ッ
ド
判
決
は
、
独
自
の
コ
ー

ス
を
一
七
も
開
設
し
、
他
大
学
よ
り
も
高
い
名
声
を
誇
っ
て
い
た
テ
キ
サ

ス
州
立

A
&
M
大
学
が
、
女
性
の
入
学
を
拒
否
す
る
こ
と
を
平
等
保
護
の

否
定
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、
テ
キ
サ
ス
州
に
は
、
共
学
校
の

他
に
一
校
ず
つ
男
子
校
と
女
子
校
が
存
在
す
る
の
で
、
「
∞
告
白

E
Z
σ
三

2
5一
」
法
理
を
満
た
し
て
お
り
、
従
っ
て
合
憲
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
有
形
要
因
が
「
凹
告
白

E
芯

σ三
2
5
-」
で
あ
る
か
否
か

に
着
目
し
、
無
形
要
因
が
「
凹
巾
宮

E
Z
σ
E
2
5
r
で
あ
る
か
ど
う
か
は

問
題
に
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、

(
3
)
カ
l
ス
テ
ン
判
決
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
文

理
科
カ
レ
ッ
ジ
が
、
他
の
大
学
よ
り
も
高
い
名
声
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
を

理
由
に
、
女
性
の
入
学
を
拒
否
す
る
こ
と
は
平
等
保
護
の
否
定
で
あ
る
と

以
上
の
三
判
決
は
、
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判
断
し
た
。
「
凹
告
白

Egσ
三

2
5
r
法
理
に
従
い
つ
つ
も
、
無
形
要
因

が
「

2
5
-」
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
と
し
た
点
で
、
前
述
の
二
判
決
よ
り

一
歩
前
進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
決
文
の
中
に
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
文
理
科
カ
レ
ッ

ジ
と
有
形
要
因
お
よ
び
無
形
要
因
に
お
い
て
同
程
度
の
女
子
カ
レ
ッ
ジ
の

設
立
を
認
め
る
よ
う
な
部
分
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
男
女
別
学
制
が

平
等
保
護
の
否
定
に
当
た
る
と
必
ず
し
も
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。
換
苧
一
目
す
れ
ば
、
分
離
さ
れ
た
教
育
機
関
が
有
形
要
因

に
つ
い
て
も
無
形
要
因
に
つ
い
て
も
平
等
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
平
等
保
護

の
否
定
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
依
然
と
し
て
、
「
mm冨一

E
S

σ三

2
ロ
包
」
の
法
理
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
連
邦
最
高
裁
判
決

本
節
(
こ
で
は
、
男
女
別
学
制
に
関
す
る
下
級
審
の
判
断
を
み
て
き

た
が
、
こ
の
問
題
が
連
邦
最
高
裁
で
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一

九
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
コ
一
判
決
|
|
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
判
断
)
、
フ
オ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
!
判
旬
、
ホ

1
ガ
ン
判
蹴
)
|
|
に

つ
い
て
、
詳
述
す
る
。

(
4
)
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
マ
ク
ネ
ア
事
件

最
初
の
判
例
と
し
て
、
一
九
七
一
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
マ
ク
ネ
ア

(
当
日
S
B凹
〈
冨
n
Z包
吋
)
事
件
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
(
と
は
い
え
、
本

件
は
、
ハ

l
ラ
ン
裁
判
官
が
連
邦
最
高
裁
に
直
接
上
告
が
で
き
た
の
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
短
い
反
対
意
見
を
述
べ
た
他
は
、
実
質
的
な

意
見
も
な
い
ま
ま
に
連
邦
地
裁
の
判
決
を
容
認
し
て
お
り
、
本
件
に
関
す

る
連
邦
最
高
裁
の
役
割
は
非
常
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

こ
で
み
る
判
断
は
、
実
際
に
は
連
邦
地
裁
の
も
の
で
あ
る
)
。

本
件
は
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
ロ
ッ
ク
ビ
ル
に
あ
る
州
立
ウ
ィ
ン

ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
へ
の
正
規
入
学
を
女
子
に
限
定
す
る
旨
規
定
し
て

い
る
州
法
の
執
行
差
止
を
要
求
す
る
男
子
原
告
ら
に
よ
っ
て
提
訴
さ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
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サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
は
、
九
校
の
地
方
キ
ャ
ン
パ
ス
を
有
す
る

八
校
の
州
立
大
学
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
大
学
は
そ
の
目
的
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
大
学
院
の
有
無
等
の
教
育
目
的
お
よ
び
教
育
条
件
に
つ

い
て
異
な
っ
て
い
て
、
各
大
学
が
独
自
性
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
ニ
校

を
除
い
て
は
す
べ
て
共
学
校
で
あ
っ
た
。
共
学
校
で
な
い
二
校
は
法
律
に

よ
っ
て
入
学
資
格
が
一
方
の
性
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
男
子
の
み
の
入
学

を
認
め
て
い
る
の
が
サ
イ
タ
デ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
で
、
男
子
の
正
規
入
学
を

認
め
て
い
な
い
(
つ
ま
り
正
規
入
学
で
き
る
の
は
女
子
の
み
)
の
が
ウ
イ
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{
紹
)

ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
理
由
が
二
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
サ
イ
タ
デ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
が

B
E
gミ
R
Z。
。
-
と
し
て
設
立
さ

れ
、
明
ら
か
に
立
法
府
も

B
E
S弓
mn-Hoo-
だ
か
ら
男
子
校
で
よ
い
と
考

(
叫
)

え
て
い
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
若
い

女
性
の
た
め
の
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
、
女
子
学
生
に
有
益
だ
と
思
わ
れ

(
必
)

る
多
く
の
コ

l
ス
が
開
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
学
生
の
入
学
に
関
す
る
差
別
、
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
性
別
に
基
づ
く
差
別
に
は
、
合
理
的
理
由
が
あ
る
の
か
否

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
は
、

す
べ
て
の
市
民
を
「
同
一
に
取
扱
う
こ
と
」
を
要
求
す
る
も
の
で
も
な
い

し
、
州
が
立
法
に
よ
っ
て
区
別
し
た
り
、
異
な
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
権
利
に

(
必
)

つ
い
て
違
い
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
性

を
理
由
と
す
る
法
律
上
の
分
類
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
て
き

(
灯
)
た
。
憲
法
は
、
全
く
理
由
を
欠
く
差
別
を
禁
止
す
る
に
す
ぎ
ず
、
共
学
を

{
錫
)

要
請
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
本
件
の
入
学
に
関
す
る
差
別
も
合

理
的
理
由
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
平
等
保
護
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

現
実
に
は
か
な
り
、
男
女
別
学
制
を
-
認
め
る
風
潮
が
み
ら
れ
る
。
多
く

の
教
育
者
が
、
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
学
校
の
方
が
教
育
の
質
、

(
州
四
〉

効
果
と
も
に
向
上
す
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
原
告
も
認
め
る
よ
う
に
、

両
性
を
分
け
て
教
育
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る

し
、
実
際
に
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
こ
と
、
共
学
制
を

採
る
学
校
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
教
育
効
果
の
面
か

ら
、
か
な
り
の
公
立
、
私
立
の
学
校
が
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
等
が
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

連
邦
地
裁
は
約
一

O
年
前
の
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
お
よ
び
ア
レ
ッ
ド
事
件

で
テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
が
用
い
た
、
州
の
高
等
教
育
制
度
を
全
体
と
し
て

審
査
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
原
告
ら
に
は
広
範
な
選
択
権
が
与
え
ら
れ
て

い
る
と
判
断
し
た
。
確
か
に
、
原
告
ら
は
州
立
の
七
校
(
女
子
校
で
あ
る

ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
を
除
く
)
の
中
か
ら
、
男
子
校
で
も
共
学

校
で
も
自
由
に
選
択
で
き
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
は
、
原
告
ら
が
、
と

り
た
て
て
入
学
を
希
望
す
る
よ
う
な
特
別
な
コ

l
ス
が
開
設
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
原
告
の
中
に
は
、
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
他

の
大
学
よ
り
も
地
理
的
に
条
件
が
よ
い
と
い
う
者
も
お
り
、
彼
ら
は
地
元

(
臼
)

の
州
立
大
学
へ
入
学
す
る
権
利
が
否
定
さ
れ
た
と
主
張
し
た
が
、
学
校
設

立
の
場
所
に
よ
っ
て
個
人
的
な
使
、
不
便
は
必
然
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ

り
、
彼
ら
が
州
立
大
学
か
ら
遠
く
離
れ
て
住
ん
で
い
る
他
の
学
生
と
異

(
日
)

な
っ
て
取
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
慮
が
働
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
連
邦
地
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
当
該
分

北法38(4・11l)695
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類
が
合
理
的
理
由
を
欠
き
平
等
保
護
違
反
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得

な
い
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
、
「
結
局
、
教
育
方
法
の
柔
軟
性

お
よ
び
多
様
性
は
望
ま
し
く
、
有
益
な
こ
と
で
あ
り
、
奨
励
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
あ
っ
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

(
5
)
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

i
対
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
学
校
区
事
件

以
上
は
す
べ
て
大
学
に
お
け
る
男
女
別
学
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で

あ
っ
た
が
、
今
度
は
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
男
女
別
学
制
に
関
す
る
訴
訟
が
、

(
日
)

一
九
七
五
年
に
連
邦
地
裁
に
提
起
さ
れ
た
。
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

1
対
フ
イ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
学
校
区
(
〈

R
n
V
E
E
R
〈・

ω
n
z
o
o
-
U岡田
E
n件
。

片

岡
ギ
丘
白
骨
ザ
玄
白
)
事
件
で
あ
る
。

本
件
は
、
あ
る
女
子
中
学
生
が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
あ
る
セ
ン
ト
ラ

ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
(
公
立
の
男
子
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で

あ
る
)
へ
の
入
学
を
、
性
を
理
由
に
拒
否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

連
邦
地
裁
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
両
性
を
分

離
す
る
こ
と
は
、
教
育
委
員
会
の
教
育
目
標
と
の
聞
に
公
正
か
つ
実
質
的

な
関
連
性

S
E
E
-吋白
E
E
Z
Z
E
E
-
z
z
z
g
m庄
司
)
が
な
く
違
憲

(
閉
山
)

で
あ
る
と
判
断
し
、
原
告
の
入
学
を
認
め
る
よ
う
命
じ
た
。
か
か
る
判
決

の
根
拠
と
し
て
、
同
裁
判
所
は
、
原
告
が
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

へ
入
学
を
希
望
す
る
の
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
栄
光
あ
る

歴
史
や
学
問
的
評
価
の
高
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
取
る
に
足
ら
な
い
(
宝
〈
0
・

(
関
)

-05)」
こ
と
で
も
「
異
常
な
(
巾

2
巾
ロ
丹
ユ
ロ
)
」
こ
と
で
も
な
い
こ
と
、
ま

た
、
被
告
の
主
張
す
る
「
男
女
別
学
教
育
が
勉
学
に
も
た
ら
す
効
果
」
が

疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
(
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
あ
る
学
校
の
ほ
と
ん
ど

が
共
学
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
故
、
男
女
別
学
教
育
が
教
育
上
効

果
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
論
理
的
に
成
り
立
ち
得
な
い
と
判
断
し
て

(
印
)

い
る
)
こ
と
の
こ
点
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
更
に
、
「
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
へ
の
女
子
生
徒
の
入
学
を
認
め
な
い
方
針
の
結
果
と
し
て
、
彼
女
ら
が

公
立
で
共
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
否
定
さ
れ

(ω) 

る
こ
と
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
学
校
区
は
、

(
臼
)

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
、
コ
ン
プ
リ
へ
ン
シ
プ
・
ハ
イ
ス
ク

l

(

臼

)

(

日

)

(

ω

)

ル
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
、
マ
グ
ネ
ッ
ト
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

の
四
タ
イ
プ
の
高
等
学
校
を
設
置
し
て
い
る
。
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
は

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
、
男
子
校
で
あ
る
セ
ン
ト
ラ
ル
・

ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
女
子
校
で
あ
る
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
二
校
が
設
立
さ

れ
て
い
る
の
み
で
、
共
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
設
立
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ツ

北法38(4・112)696 

ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
入
学
を
希
望
す
る
女
子
(
も
し
く
は
男
子
)
生
徒

は
、
自
動
的
に
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
(
男
子
生
徒
な
ら
ば
セ
ン
ト
ラ
ル
・
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ハ
イ
ス
ク
ー
ル
)
へ
し
か
進
学
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
で

選
択
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
翌
一
九
七
六
年
、
第
三
巡
回
裁
判
所
は
、
連
邦
地
裁
判

決
を
覆
し
、
教
育
委
員
会
の
採
用
す
る
男
女
別
学
制
度
は
憲
法
修
正
第
一

四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
も
、
一
九
七
四
年
の
教
育
機
会
均
等
法
二
九

七
四
年
改
正
教
育
法
第
二
編
)
に
も
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。

同
裁
判
所
は
ま
ず
、
「
合
衆
国
憲
法
や
合
衆
国
の
諸
法
は
、
す
べ
て
の
公

立
学
校
が
共
学
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
呈

し
、
自
ら
「
我
々
は
否
定
す
る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
セ

ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
教
育
機
会
が
実
質

的
に
平
等
で
あ
る
と
認
定
し
た
う
え
で
、
男
女
別
学
制
の
維
持
が
平
等
保

護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
州
内
の
公
立
男
子
校
お
よ
び

女
子
校
の
廃
止
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
別
学
制
の
維
持
を
望
み
、
男

子
校
や
女
子
校
へ
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
や
親
の
選
択
の
自
由
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
裁
判
所
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
理

科
に
関
す
る
設
備
が
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
よ
り
も
優
れ
て
い
た
こ
と
を
否

定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
際
に
は
、
理
科
に
関
す
る
設
備
の

違
い
を
無
視
し
て
、
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
が
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
と
同
等
で
あ
る
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
批
判
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
両
校
の
教
育
機
会
が
実
質
的
に
等

し
い
と
認
定
し
た
こ
と
は
、
裁
判
所
が
『
女
子
は
男
子
と
同
じ
よ
う
に
理

科
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
』
と
い
う
固
定
観
念
を
支
持
し
、
そ
れ
故
、

そ
の
よ
う
な
設
備
に
関
し
て
は
平
等
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
平
等
を
根
拠
と
し
て
、

裁
判
所
は
、
カ

l
ス
テ
ン
判
決
や
ス
ウ
ェ
ッ
ト
判
決
と
同
様
に
、
原
告
に

は
平
等
な
教
育
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
判
決
し
得
た
の
で
あ

る
L

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
三
巡
回
裁
判
所
は
原
告
の
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ

ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
否
定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
男
女
別
学

制
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
田
喜
田
E
Z
σ
己

2
5
]
」
の
法
理
が
妥
当
す
る

の
か
否
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ウ

ン
判
決
は
人
種
(
性
別
で
は
な
い
)
が
疑
わ
し
い
分
類
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
性
別
に
関
わ
る
問
題
に
は
適
切
で
な
い
と

し
た
う
え
で
、
両
性
聞
の
違
い
は
し
ば
し
ば
法
的
取
扱
い
の
差
異
を
正
当

(η) 

化
す
る
と
判
断
し
た
(
反
対
意
見
は
、
こ
の
多
数
意
見
の
立
場
を
「
由
告
白
・

5
芯

σ
E
2
5一
」
の
復
活
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い

(η) 
る
)
。
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
が
実
際
に
は
、
「
人
種
に
基
づ
く
分
類
が
疑
わ
し
い
L

と
述
べ
て
い
な
い
こ
と
を
、
多
数
意
見
は
考
慮
し
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ

(
引
け
)

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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ま
た
、
同
裁
判
所
は
、
原
告
の
個
人
的
な
好
み
は
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ

ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
要
求
す
る
根
拠
と
し
て
十
分
で
な
い
と
も
判
示
し

て
い
る
。
同
裁
判
所
は
、
原
告
は
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
が
精
神

的
ま
た
は
そ
の
他
の
損
害
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
の
実
際
的
な
証
拠
を

提
出
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
単
に
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
か
ら
受
け
た
印

象
が
好
ま
し
く
な
か
っ
た
の
で
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
進
学
し

た
い
と
主
張
す
る
も
の
と
認
定
し
た
う
え
で
、
「
原
告
の
主
張
す
る
損
害
を

特
定
の
学
校
へ
入
学
す
る
機
会
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
と
理
解
し
、
同
様
の

施
設
、
能
力
程
度
、
評
判
等
を
有
す
る
学
校
で
の
教
育
機
会
が
奪
わ
れ
た

も
の
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
」
と
し
て
い
る
。

更
に
、
同
裁
判
所
は
、
本
件
の
場
合
、
合
理
性
の
基
準
と
実
質
的
な
関

連
性
の
テ
ス
ト
の
い
ず
れ
を
適
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど

ち
ら
を
使
っ
て
も
結
論
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
決
定
す
る
必
要

が
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
げ
た
。
す
な
わ

ち
、
「
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
入
学
要
件

を
定
め
た
規
則
は
合
衆
国
憲
法
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は

な
し
」
本
件
は
、
翌
年
の
一
九
七
七
年
、
連
邦
最
高
裁
に
上
告
さ
れ
た
が
、
意

見
が
四
対
四
(
レ

1
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
は
不
参
加
)
に
分
か
れ
、
何
れ

の
裁
判
官
も
意
見
を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
上
訴
審
の
合
憲
判
断
が

そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

北法38(4・114)698

(6)
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
対
ホ

1
ガ
ン
事
件

(
4
)
と

(
5
)
の
二
判
決
は
連
邦
最
高
裁
へ
上
告
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ

た
が
、
実
質
的
に
は
連
邦
最
高
裁
の
判
断
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

男
女
別
学
制
に
関
す
る
事
件
で
初
め
て
連
邦
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
た
事

例
は
、
一
九
八
二
年
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
対
ホ

l
ガ
ン
(
冨
-82'

回
目
目
当
日

C
E
S足
々
向
。
円
巧
0
5
8
〈・図。

mg)
事
件
と
い
う
こ
と
に
な

q
h
v

。本
件
は
、
公
認
の
看
護
士
で
コ
ロ
ン
パ
ス
(
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学

看
護
学
校
の
あ
る
町
)
の
医
療
セ
ン
タ
ー
で
看
護
監
督
者
と
し
て
働
い
て

い
た
原
告
(
被
上
告
人
)
が
、
看
護
学
士
号
取
得
の
た
め
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l

女
子
大
学
看
護
学
校
の
看
護
学
士
課
程
へ
の
入
学
を
志
願
し
た
と
こ
ろ
性

を
理
由
に
拒
否
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
は
、
一
八
八
四
年
に
創
立
さ
れ
た
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
州
唯
一
の
州
立
女
子
大
学
で
あ
る
。
同
大
学
は
、
一
九
七
一
年
に
二

年
制
の
看
護
学
校
を
設
立
し
、
更
に
、
一
九
七
四
年
に
は
四
年
制
の
学
士

課
程
を
設
立
、
現
在
で
は
大
学
院
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1

女
子
大
学
看
護
学
校
は
男
子
の
聴
講
生
は
認
め
て
い
針
)
が
、
入
学
は
創
立

以
来
女
子
の
み
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
は
、
ジ
ヤ



ク
ソ
ン
と
ハ
ツ
テ
ィ
ス
パ
ー
ク
に
共
学
の
州
立
看
護
学
校
を
設
立
し
て
い

初
)
。
従
っ
て
、
本
件
原
告
も
そ
の
い
ず
れ
か
の
看
護
学
校
な
ら
ば
入
学
が

可
能
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
通
学
便
益
が
悪
か
っ
た
の
で
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
女
子
大
学
看
護
学
校
へ
の
入
学
を
志
願
し
た
の
で
あ
る
。

連
邦
地
裁
は
、
「
合
理
性
の
基
準
」
を
用
い
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
女
子
大

学
が
男
女
別
学
制
を
維
持
す
る
の
は
、
女
子
学
生
に
広
範
な
教
育
機
会
を

与
え
る
と
い
う
州
の
利
益
と
合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
と
し
て
合
憲
判
断

を
下
し
た
。

教育における性差別

こ
れ
を
不
服
と
し
た
原
告
は
、
第
五
巡
回
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
同
裁

判
所
は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
用
い
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
全
市

民
に
対
し
て
、
教
育
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
州
の
利
益
を
認
め
つ
つ
も
、

そ
の
利
益
と
州
が
女
性
の
み
に
教
育
機
会
を
与
え
る
こ
と
の
聞
に
実
質
的

関
連
性
が
な
い
と
し
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許

可
方
針
を
違
憲
と
判
示
し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
五
対
四
で
上
訴
審
判
決
を
支
持
し
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l

女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針
は
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条

項
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
性
別
に
よ
っ
て
分

類
す
る
制
定
法
を
支
持
す
る
当
事
者
に
は
、
非
常
に
説
得
力
あ
る
正
当
事

由
(
巾
百
四

azmq宮
3
5包
42
吉
田
巴
片
付
白
色
。
ロ
)
を
示
す
挙
証
責
任
ー
ー

具
体
的
に
は
、
①
分
類
が
重
要
な
政
府
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
②

使
わ
れ
て
い
る
手
段
が
実
質
的
に
目
的
の
達
成
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を

立
証
す
る
責
任
ー
ー
が
あ
る
と
し
て
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
に
基

づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
に
関
し
て
、
州
は
「
女
子
の
み

に
入
学
を
認
め
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針

は
、
女
性
に
対
す
る
過
去
の
差
別
を
補
償
し
、
そ
れ
故
に
教
育
上
の
ア

フ
ァ

l
マ
テ
ィ
プ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
」
と
主
張
す
る
が
、
連
邦
最

高
裁
は
「
看
護
学
校
に
関
す
る
限
り
、
州
の
主
張
は
説
得
力
を
欠
く
」
と

判
断
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
看
護
の
分
野
で
は
、
過
去
に
お
い

て
も
現
在
に
お
い
て
も
女
性
は
優
位
に
あ
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る

機
会
を
奪
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
「
か
か
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ
!
女
子

大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針
は
、
差
別
的
な
障
害
を
補
償
す
る
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
看
護
は
女
性
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
性
的
固
定
観
念
を
永

(
m出
)

続
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
②
に
関

し
て
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
女
子
大
学
看
護
学
校
が
男
子
の
聴
講
生
を
認
め

て
い
る
こ
と
が
、
男
子
の
出
席
に
よ
っ
て
女
子
が
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
受

け
る
と
い
う
州
の
主
張
を
弱
め
る
も
の
で
あ
り
、
看
護
学
校
に
男
子
を
入

学
さ
せ
な
い
こ
と
が
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1
女
子
大
学
の
教
育
目
標
達
成
に
必
要

で
あ
る
と
い
う
主
張
と
一
致
し
な
い
と
す
る
。

更
に
、
州
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
!
女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針

を
正
当
化
す
る
付
加
的
根
拠
と
し
て
、
一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
第
九
編
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の
第
九

O
一
条

(
a
)
項

(
5
)
号
を
援
用
し
て
い
る
。
同
法
第
九

O
一

条

(a)
項
は
、
連
邦
政
府
か
ら
財
政
援
助
を
受
け
て
い
る
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
お
よ
び
教
育
活
動
に
お
け
る
性
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
同
法
同
条

(a)
項

(
5
)
号
に
よ
っ
て
、
創
立
以
来
、
伝
統
的

継
続
的
に
入
学
を
一
方
の
性
に
限
定
し
て
き
た
公
立
教
育
機
関
は
適
用
除

外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
州
は
「
連
邦
議
会
は
修
正
第
一
四

条
を
執
行
す
る
権
限
を
強
化
す
る
た
め
に
第
九
編
を
制
定
し
た
L

と
主
張

し
て
、
「
第
九

O
一
条

(a)
項

(
5
)
号
は
修
正
第
一
四
条
の
平
等
条
項

が
定
め
る
広
範
な
禁
止
に
議
会
が
制
限
を
加
え
た
も
の
」
と
結
論
づ
け

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
「
連
邦
議
会
が
、
第
九

O
一
条

(a)

項

(
5
)
号
の
規
定
に
よ
っ
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
に
対
し
、
修

正
第
一
四
条
の
適
用
除
外
を
意
図
し
よ
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か

で
な
い
。
敢
え
て
い
う
な
ら
、
連
邦
議
会
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
を
、

第
九
編
の
規
定
か
ら
適
用
除
外
し
よ
う
と
意
図
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
い

う
。
更
に
、
同
裁
判
所
は
「
た
と
え
、
連
邦
議
会
が
同
条
に
よ
っ
て
、
ミ

シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
を
、
修
正
第
一
四
条
か
ら
適
用
除
外
し
よ
う
と
し

て
い
た
と
し
て
も
、
州
の
主
張
は
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
修
正
第
一
四
条
第
五
節
は
、
連
邦
議
会
に

対
し
て
修
正
第
一
四
条
の
命
令
を
執
行
す
る
た
め
の
広
範
な
権
限
を
付
与

し
て
い
る
・
:
:
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
手
段
は
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
第
五
節
と
い
え
ど
も
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
修
正
第
一
四
条
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
を
制
限
し
た
り
廃
止
し
た
り
弱
め
た
り
す
る
よ

(
則
}

う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
う
し
て
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
女
子
大
学
看
護
学
校
に
お
い
て
男
子
の
入
学
を
認
め
な
い
州
の
方
針

は
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

北法38(4・116)700 

以
上
が
法
廷
意
見
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
五
対
四
と
意
見
が
措
抗
し
て

い
る
た
め
、
以
下
に
反
対
意
見
も
示
す
こ
と
に
す
る
。

[
パ
!
ガ

l
長
官
の
反
対
意
見
]

一
般
的
に
は
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
同
意
し
て
い
る
が
、
「
今

日
の
判
決
が
専
門
職
た
る
看
護
学
校
に
限
定
さ
れ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
強

調
し
た
い
:
:
:
。
州
が
女
性
だ
け
の
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
を
設
立
し
た
り
女
性

だ
け
の
教
養
課
程
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

[
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
]

ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
は
共
学
の
看
護
学
校
も
設
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
男
子
に
対
し
て
も
看
護
学
士
課
程
の
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
従
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
、
厳
格
な
原
則
(
ユ

m
E
E
-
2
)

(
即
)

を
適
用
す
る
こ
と
に
疑
い
を
も
っ
。
法
廷
意
見
は
、
た
と
え
州
が
州
の
何

処
か
に
同
等
の
課
程
を
提
供
す
る
教
育
施
設
を
設
立
し
た
と
し
て
も
、



方
の
性
に
学
生
を
限
定
す
る
教
育
施
設
を
憲
法
上
の
危
険
に
さ
ら
す
こ
と

{
問
)

に
な
る
。

[
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見
]
(
レ

l
ン
ク
イ
ス
ト
裁
判
官
が
同
調
)

厳
格
な
合
理
性
の
基
準
は
、
古
風
で
広
範
な
}
般
化
か
ら
女
性
を
解
放

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ

う
に
女
性
の
役
割
に
関
し
て
か
か
る
要
件
を
欠
く
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ

(
瑚
)

る
べ
き
で
な
い
。
ま
た
、
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
は
女
性
の
保
護
を
目
的

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
審
査
基
準
を
用
い
て
、
女
性
か
ら
広
範

(
肪
)

な
教
育
機
会
を
奪
う
こ
と
は
異
常
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
本
件
被
上
告
人
の
訴
え
は
個
人
的
な
通
学
便
益
に
関
す
る

(
瑚
)

問
題
で
あ
っ
て
、
性
差
別
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
合
理
性

の
基
準
に
基
づ
い
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
の
入
学
許
可
方
針
を
維

(
即
)

持
す
る
州
の
権
利
は
支
持
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
最
も
厳
格
で
な
い

基
準
を
適
用
す
る
必
要
は
な
く
、
多
数
意
見
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
基
準

{
鵬
}

を
適
用
し
て
も
よ
い
。

教育における性差別

た
と
え
、
現
在
に
お
い
て
は
、
男
女
別
学
制
を
採
っ
て
い
る
州
立
大
学

が
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
に
し
て
も
、
任
意
に
選
択
さ
れ
た
男
女
別
学

(
問
)

教
育
の
習
慣
は
我
々
の
国
の
敬
意
を
払
う
べ
き
伝
統
で
あ
る
。
ミ
シ
シ
ッ

ピ
!
州
が
、
こ
の
よ
う
な
学
生
の
選
択
を
考
慮
す
る
こ
と
は
合
法
で
あ

(
削
)
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
十
分
に
国
民
の
合
意
を
得
て
お
り
、
か
っ
、
重

要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
!
州
の
方
針
は
、

多
様
性
の
保
護
と
い
う
目
的
と
実
質
的
関
連
性
を
有
す
る
。

(
4
)
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
が
性
に
基
づ
く
分
類
に
、

初
め
て
単
な
る
「
合
理
性
の
基
準
」
以
外
の
審
査
方
法
、
す
な
わ
ち
、
「
公

正
か
つ
実
質
的
関
連
性
の
テ
ス
ト
」
を
用
い
た
一
九
七
一
年
の
リ
l
ド
対

リ
ー
ド

(mg仏
〈

-HNga)
判
決
お
よ
び
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を

用
い
た
一
九
七
六
年
の
ク
レ
ッ
グ
対
ボ
ー
レ
ン

(nz応
〈

切

0
5ロ
)
判

柿
)
よ
り
、
以
前
に
出
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
合
理
性
の
基
準
」

の
下
で
判
決
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
性
に
基
づ
く
差
別
に
対
し
て
は
強

く
合
憲
性
の
推
定
が
働
き
、
そ
れ
を
立
証
す
る
理
由
と
し
て
、
男
女
別
学

制
を
認
め
る
風
潮
、
州
の
高
等
教
育
制
度
が
共
学
校
・
男
子
校
・
女
子
校

を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
広
範
な
選
択
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
、
が
挙

げ
ら
れ
合
憲
判
断
が
な
さ
れ
た
。

「
∞
呂
田

E
Z
σ
三

2
5ど
な
学
校
制
度
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
直
ち
に

合
憲
で
あ
る
と
か
、
無
形
要
因
が
よ
舌
包
」
で
な
い
か
ら
直
ち
に
違
憲
で

あ
る
と
判
断
し
た
前
述
の
三
判
決
、
換
言
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
影

響
を
多
大
に
受
け
、
分
類
す
る
こ
と
自
体
が
即
合
憲
で
あ
る
と
か
違
憲
で

あ
る
と
判
断
す
る
方
法
と
は
、
立
場
を
大
き
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(5)
の
フ
オ
イ
ル
ハ
イ
マ

1
判
決
に
お
い
て
、
第
一
審
で
あ
る
連
邦
地

北法38(4・117)701
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裁
は
、
「
公
正
か
つ
実
質
的
関
連
性
の
テ
ス
ト
」
を
適
用
し
違
憲
判
決
を

行
っ
て
い
る
が
、
第
三
巡
回
裁
判
所
(
連
邦
最
高
裁
)
は
、
ど
の
合
憲
性

審
査
基
準
を
適
用
す
る
か
を
決
定
す
る
実
益
が
な
い
と
し
な
が
ら
、
合
憲

判
決
を
行
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
は
公
立
学
校
が
す
べ

て
共
学
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
な
い
こ
と
、
男
子
校
と
女
子
校
の
教
育
機

関
が
実
質
的
に
平
等
で
あ
る
な
ら
ば
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
こ

と
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
裁
判
所
は
、
「
印
告
白

E
R
U
5
2
5
-
L
法

理
が
男
女
別
学
制
の
問
題
に
妥
当
す
る
か
否
か
を
明
示
し
て
は
い
な
い

が
、
そ
の
妥
当
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
6
)
の
ホ

i
ガ
ン
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
が
男
女
別
学
制
に
関
し
て
初

め
て
判
断
を
下
し
た
事
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
問
題
に
対
し
て
初
め
て

「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、

以
下
の
理
由
を
挙
げ
て
違
憲
判
決
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l

女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針
は
、
看
護
は
女
性
の
仕
事
で
あ
る

と
い
う
性
的
固
定
観
念
を
永
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、

重
要
な
政
府
の
目
的
に
当
た
ら
な
い
こ
と
、
同
校
が
男
子
の
聴
講
生
を
認

め
る
事
実
が
、
男
子
の
出
席
に
よ
っ
て
女
子
が
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
受
け

る
た
め
男
子
の
入
学
を
認
め
な
い
と
い
う
州
の
主
張
と
矛
盾
す
る
こ
と
の

二
点
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
男
女
別
学
制
の
合
意
性
の
判
断
基
準
と
し
て
、
判

例
上
は
、
「
合
理
性
の
基
準
」
と
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
適
用
さ
れ

て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
適
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
リ
ー
ド
判
決
以
後
の
一
連
の
性
差
別
訴
訟
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
、
男

女
別
学
制
の
問
題
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
L

を
適
用
す
る
こ
と
が
確

立
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
、
ホ

1
ガ
ン
判
決
で

も
、
反
対
意
見
を
述
べ
た
四
人
中
三
人
の
裁
判
官
は
「
合
理
性
の
基
準
L

の
適
用
を
主
張
す
る
。
更
に
、
次
章
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
ホ

l
ガ
ン

事
件
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
る
前
年
に
は
、
従
来
の
、
性
差
別
に
関
わ

る
事
件
に
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
と
い
う
原
則
を
弱

め
る
よ
う
な
判
決
が
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
(
そ
の
後
、

わ
ず
か
一
年
で
ホ

l
ガ
ン
判
決
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し

て
、
裁
判
官
の
交
代
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
性
差
別
に
関
す
る
事
件

に
は
「
合
理
性
の
基
準
」
の
適
用
を
支
持
し
て
い
た
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
裁
判

官
の
後
任
と
し
て
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
適
用
を
主
張
す
る
オ
コ

ナ
l
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
)
。

こ
の
よ
う
に
男
女
別
学
制
を
と
り
ま
く
要
素
は
不
安
定
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
次
章
で
は
、
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
①
い
か
な
る
合
憲

性
の
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
②
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
男
女

別
学
制
の
正
当
化
理
由
は
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
の
二
点
か
ら
、
検
討
し

北法38(4・118)702 
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教育における性差別

(
m
m
)

四
タ
イ
プ
の
高
等
学
校
の
中
で
、
最
も
入
学
基
準
が
高
く
、
大

学
進
学
準
備
の
た
め
の
コ

1
ス
し
か
開
設
さ
れ
て
い
な
い
(
て
。
下

忌
常
§
町
〉
印
己
目
N
己
主
混
同
)
・

(
臼
)
総
合
制
中
等
学
校
。
中
等
教
育
に
お
い
て
普
通
・
職
業
等
の
課

程
別
の
単
独
制
で
な
く
、
複
数
の
課
程
を
同
一
施
設
内
に
設
け
て
、

生
徒
の
能
力
や
適
正
に
応
じ
た
多
様
な
教
育
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
一
般
に
、
地
域
の
す
べ
て
の
生
徒
を
収
容
し
、
後
期
の
段
階

で
は
コ

l
ス
分
化
を
す
る
が
、
専
門
別
教
育
よ
り
も
中
等
教
育
と

し
て
の
一
般
教
育
に
重
点
を
置
く
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
(
平
塚

益
徳
(
監
修
)
『
増
補
改
訂
世
界
教
育
事
典
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
・

昭
和
五
五
年
)
三

O
七
頁
(
手
塚
執
筆
)
)
。

(
臼
)
職
業
教
育
に
重
点
を
置
い
た
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
(
同
右
書
、
三
五

六
頁
(
新
井
執
筆
)
)
。

(
刷
)
普
通
の
中
等
学
校
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
特
殊
な
教
育
課
程
を

提
供
す
る
学
校
で
、
一
つ
の
学
区
(
田
n
y
O
O
Z
E
-
2
)
の
中
で
な

ら
、
生
徒
は
既
存
の
通
学
区
域
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
ど
こ
か
ら
で

も
自
主
的
に
通
う
こ
と
の
で
き
る
学
校
(
同
右
書
、
四
六
二
頁
(
小

津
執
筆
)
)
。

(
臼
)
て
む
3
p
p
s
.一
遣
問
〉
印
ω
N
司
-
N
仏
国
門
∞
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印
|
∞
∞
-
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hh同
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]
「
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h“ 
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第
四
章

男
女
別
学
制
の
合
憲
性

第
一
節

平
等
保
護
原
則
と
合
憲
性
審
査
基
準

そ
の
定
義
と
相
違

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
は
、
等
し
い
も
の
は
等
し
く
、

等
し
く
な
い
も
の
は
等
し
く
な
く
取
扱
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、

合
理
的
な
理
由
の
あ
る
分
類
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
。
「
あ
る
分
類
が
ど
の

程
度
合
理
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
程
度
、
同
じ
よ
う
な
状
況

に
あ
る
者
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

よ
る
L

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
程
度
を
問
う
基
準
と
し
て
、
以
下
に

示
す
三
つ
の
審
査
基
準
(
い
わ
ゆ
る
吾
話
巾
巴
『
邑
広
告
仏
向
島
)
が
挙
げ

ら
れ
る
。

( 

ー
) 

教育における性差別

(a)
合
理
性
の
基
準

ま
ず
、
伝
統
的
な
基
準
と
し
て
、
合
理
性
の
基
準
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寸
法

律
は
、
そ
の
目
的
上
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
人
と
適
用
さ
れ
な
い
人
に
分

け
る
一
定
の
分
類
(
門
戸
曲
目
的

5
3巳
。
ロ
)
を
す
る
が
、
そ
の
分
類
が
法
律
の

目
的
と
の
関
係
で
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
の
が
、
合
理
性
の
基
準

で
あ
る
L

。
「
合
理
性
の
基
準
」
を
用
い
た
先
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ

れ
て
い
る
一
九
二

O
年
の
ロ
イ
ス
タ
1
・
グ
ア
ノ
社
対
パ

1
ジ
ニ
ア
州

(
問
。
苫
丹
旬
。
口
出
口

o
n。
・
〈
・
〈
町
松
口
一
回
)
判
決
は
次
の
よ
う
に
一
吉
田
う
。
「
分

類
は
窓
意
的
で
な
く
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
法
律
の
目
的
に

公
正
か
つ
実
質
的
関
連
性
を
有
す
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
同
じ
状
況
に
あ
る
者
は
す
べ
て
同
じ
に
取
扱
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
L

。

こ
の
場
合
、
法
目
的
は
正
当
な
目
的
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
容
認
で

き
な
い
目
的
で
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
法
律
の
目

的
と
の
関
係
で
、
法
律
の
規
定
す
る
分
類
が
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
が
審

査
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
換
苧
一
目
す
れ
ば
、
合
理
的
な
分
類
と
は
、
法
律
の

目
的
と
の
関
連
で
、
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
る
者
す
べ
て
を
包
含
す
る
分

類
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る

「
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
場
合
、
合
憲
性
の
推
定
が
強
く
働
き
、

合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
合
憲
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
基
準
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
、
「
企
業
規
制
立
法
な
い

し
は
課
税
立
法
と
い
っ
た
経
済
活
動
に
対
す
る
州
の
諸
立
法
」
に
関
す
る

訴
訟
を
通
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
。
但
し
、
こ
の
合
理
性
の
基
準
に
よ
る

審
査
に
お
い
て
は
、
法
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
す
る
か
、
同
じ

も
の
を
同
じ
く
と
い
っ
た
場
合
の
寸
同
じ
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味

で
、
そ
の
射
程
範
囲
は
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く

北法38(4・123)707 
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る
。
ま
た
、
立
法
目
的
と
分
類
と
の
聞
の
合
理
的
関
連
性
も
、
分
類
が
窓

意
的
で
な
け
れ
ば
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
容
認
さ
れ
違
憲
の
判
断
が
生
ず

る
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

更
に
、
一
九
六

0
年
代
に
入
る
と
、
寸
合
理
性
の
基
準
」
は
、
い
わ
ゆ
る

二
段
階
ア
プ
ロ
ー
チ
の
片
極
と
し
て
立
法
府
に
極
端
な
ほ
ど
の
敬
譲
を
払

い
、
事
実
上
の
審
査
を
し
な
い
に
等
し
い
も
の
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

(
b
)
厳
格
審
査
基
準

「
合
理
性
の
基
準
」
は
、
平
等
保
護
実
現
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
無
益
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
や
「
基
本
的
権
益
」
に
関
す
る
事

件
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
、
非
経
済
的
立
法
の
合
憲
性
の
審
査
に
伴
い
、

「
厳
格
審
査
基
準
L

が
登
場
し
て
く
る
。
「
厳
格
審
査
基
準
L

を
適
用
す
る

場
合
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
分
類
に
対
し
違
憲
の
推
定
が
強
く
働

く
。
そ
こ
で
、
立
法
府
も
し
く
は
行
政
府
に
立
証
責
任
が
転
化
さ
れ
、
当

該
法
律
の
目
的
が
「
ど
う
し
て
も
必
要
な
」

(
8
5宮
口
山
口
問
)
も
の
で
あ
る

こ
と
、
立
法
手
段
が
立
法
目
的
達
成
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

の
論
証
が
求
め
ら
れ
る
。

「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
は
、
通
常
、
人
種
、
血
統
(
口
三

S
E
Zロ
B
m可可

。ユ山口
g
m巾
)
お
よ
び
外
国
人
た
る
こ
と
(
色
町

mHgm巾
)
に
基
づ
く
分
類

を
意
味
す
る
。
「
疑
わ
し
い
分
類
」
に
対
し
て
「
厳
格
審
査
」
が
適
用
さ
れ

る
理
由
は
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
の
対
象
が
「
主
と
し
て
少
数
派
に
向
げ
ら

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
少
数
派
に
は
特
別
な
保
護
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
か
か
る
分
類
の
特
性
が
「
個
人
が
自

己
の
カ
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
先
天
的
か

(n) 

つ
変
更
不
可
能
な
特
性
に
基
づ
い
た
分
類
は
、
本
質
的
に
不
公
平
だ
」
か

ら
で
あ
る
。

北法48(4・124)708

「
基
本
的
権
益
L

と
し
て
は
、
選
挙
略
、
結
婚
や
出
臨
)
、
刑
事
裁
判
上

の
権
利
、
移
動
の
自
由
等
が
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
き

た
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
基
本
権
な
い
し
は
判
例
上
確
立
し
た

「
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
利
益
」
を
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
基
本
的
権
益
」
と
は
二
体
ど
の
よ
う
な
権
利
な
の
か
と
い
う
こ
と
が

必
ず
し
も
明
白
で
な
く
、
大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

基
本
的
権
益
を
、
憲
法
解
釈
上
狭
く
解
釈
す
る
立
場
と
広
く
解
釈
す
る
立

場
で
あ
る
。
前
者
は
「
基
本
的
権
益
」
を
、
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
権

利
も
し
く
は
憲
法
が
暗
黙
の
う
ち
に
保
障
し
た
権
利
と
解
す
る
。
後
者
の

立
場
は
、
「
国
家
、
政
府
権
力
の
規
制
に
よ
り
個
人
が
損
傷

2
2『
5
2
C

さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
社
会
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
基
礎
を
置
付
)
」

権
利
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
教
育
を
受
け
る
権
利
や
福
祉
受
給
権
等
も
基

本
的
権
利
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
分
類
が
「
疑
わ
し
い
分
類
」
に
含
ま
れ
る
か
も



し
く
は
分
類
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
権
利
が
「
基
本
的
権
益
」
に
含
ま
れ

る
か
が
論
証
さ
れ
れ
ば
、
強
力
な
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

教育における性差別

(
C
)

厳
格
な
合
理
性
の
基
準

ウ
ォ
レ
ン
コ

l
ト
時
代
の
連
邦
最
高
裁
は
、
平
等
保
護
の
審
査
基
準
と

し
て
、
以
上
の
「
合
理
性
の
基
準
」
と
「
厳
格
審
査
基
準
」
の
二
つ
の
審

査
方
法
を
用
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七

0
年
代
に
入
る
と
、
か
か
る

こ
段
階
ア
プ
ロ
ー
チ
の
欠
陥
を
克
服
す
べ
く
、
新
た
な
審
査
基
準
が
パ

1

ガ

i
コ
1
ト
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
。
「
単
な
る
合
理
性
の
基
準
よ
り
厳
格

度
を
強
め
て
い
る
が
厳
格
な
基
準
よ
り
緩
や
か
な
審
査
方
式
」
で
「
厳
格

な
合
理
性
の
基
準
」
(
凹
豆
三
日
巴
。
ロ
白
口
々
芯
巳
)
も
し
く
は
「
中
間
的
審

査
基
準
」

(
-
E
R
B
a
z
z
s
i
g司
)
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
審
査
基
準
は
、

①
立
法
目
的
が
重
要
(
{
問
者

2
5
2
)
で
あ
る
こ
と
(
但
し
「
厳
格
審
査
基

準
」
で
い
う
よ
う
に
「
ど
う
し
て
も
必
要

(
2
5胃
豆
諸
)
な
政
府
の
利

益
」
ま
で
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
て
②
立
法
目
的
と
そ
の
達
成
の
た
め

の
手
段
と
の
聞
に
実
質
的
な
関
連
性
(
凶
ロ
Z
S
E
E
-
吋
巴
丘
町
。
E
E
U
)
が

あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
実
質
的
な
関
連
性
と
は
、
「
合
理
性
の
基
準
」
の

よ
う
に
立
法
目
的
と
手
段
と
の
聞
に
何
ら
か
の
合
理
的
関
係
が
あ
る
だ
け

で
は
足
ら
な
い
が
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
の
よ
う
な
必
要
不
可
欠
な
関
連
性

ま
で
は
要
求
し
な
い
。

ま
た
、
本
基
準
の
下
で
は
、
平
等
保
護
違
反
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
法

規
定
の
合
憲
性
の
立
証
責
任
は
、
差
別
を
防
御
す
る
側
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
同
様
、
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
政
府
側
は
、
平
等
保
護
違
反
と
主
張
さ
れ
た
法
規
定
が
現
時
点
で

正
当
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
立
証

の
程
度
は
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
の
場
合
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
更
に
、
本
基
準
は
、
性
別
・
嫡
出
性
と
い
っ
た
領
域
に
お
け
る
平
等
問

題
に
対
処
す
る
た
め
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
が
、
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

(
剖
)
る
。
ト
ラ
イ
プ
(
吋
ユ
σ
巾
)
教
授
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
厳
格
な
合
理
性

の
基
準
」
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
必
ず
し

も
「
基
本
的
L

(

同

E
E
g
g
s
-
)、
「
優
越
し
た
」
(
買
え
2
5仏
)
利
益
で

は
な
い
が
、
「
重
要
な
」
(
即
日
℃

2
E
E
)
な
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と

き
、
②
必
ず
し
も
「
疑
わ
し
い
分
類
」
に
は
あ
た
ら
な
い
が
、
寸
慎
重
を
要

(
位
}

す
る
」
(
お
B
R
Z巾
)
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。

(

日

目

)

(

叫

)

(

必

)

そ
し
て
、
実
際
に
、
性
別
・
嫡
出
性
・
外
国
人
等
に
関
す
る
分
類
の

審
査
方
法
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

北法38(4・125)709
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(
二
)
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
沿
革

本
節
(
一
)
で
み
た
よ
う
に
、
「
合
理
性
の
基
準
」
は
主
と
し
て
経
済
・

社
会
立
法
に
関
わ
る
事
件
に
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
は
「
疑
わ
し
い
分
類
」

や
「
基
本
的
権
益
」
に
関
わ
る
事
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
、
審
査
基
準
を
適
用
す
る
前
段
階
と
し
て
、
最
高
裁
は
ま
ず
範
晴
化
を

行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
事
例
ご
と
に
、
経
済
・
社
会
立
法

に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
か
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
に
関
わ
る
も
の
か
、
ま
た

は
「
基
本
的
権
益
」
に
関
わ
る
事
例
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
・
社
会
立
法
に
関
わ
る
事
例
は
比
較
的
明

ら
か
で
あ
る
が
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
や
「
基
本
的
権
益
」
に
関
わ
る
範
鷹

化
は
な
か
な
か
容
易
で
な
く
(
な
か
に
は
、
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
も
の

も
出
て
き
た
て
現
実
に
は
か
か
る
概
念
の
中
身
の
定
義
づ
け
が
、
最
高
裁

の
唯
一
の
機
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
パ

l
ガ

l

コ
1
ト
に
至
る
と
、
抽
象
的
で
明
確
に
二
分
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
審
査
方
法

に
修
正
を
加
え
、
司
法
審
査
が
実
質
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
審
査

基
準
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
一
年
、
史
上
初
め
て
、
性

差
別
を
理
由
に
違
憲
判
断
が
な
さ
れ
た
リ
l
ド
対
リ
l
ド
判
決
が
そ
の
始

ま
り
で
あ
る
。
リ
ー
ド
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
平
等
な
遺
産

管
理
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
女
性
よ
り
も
男
性
を
優
遇
し
て
い

る
州
法
を
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
際
、
最
高
裁
は
最
少
限
の
審

査
(
ヨ
一
三

g
z
g
R
E昨
日
ミ
)
、
す
な
わ
ち
「
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し

て
い
る
の
だ
が
、
リ
ー
ド
判
決
で
の
「
合
理
性
の
基
準
」
は
、
従
来
の
有

名
無
実
な
基
準
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
有
効
に
司
法
審
査
機
能
を
果
た

す
基
準
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
、
最
高
裁
は
、
政
府
の

手
段
に
つ
い
て
も
審
査
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
件
に

お
い
て
は
、
従
来
の
「
合
理
性
の
基
準
」
に
基
づ
け
ば
恐
ら
く
合
憲
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
結
果
が
、
目
的
と
手
段
と
の
実
質
的
関
連
を
審
査
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
自
ら
が
「
公
正
か
っ

実
質
的
関
連
性
L

と
称
し
た
か
か
る
審
査
基
準
は
、
一
九
七
六
年
の
ク

レ
ッ
グ
対
ボ
ー
レ
ン
判
決
に
お
い
て
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
と
し
て

確
立
さ
れ
る
。
本
件
は
、
ピ

l
ル
の
販
売
を
女
性
に
は
一
八
歳
以
上
に
許

可
し
て
い
る
が
、
男
性
の
場
合
は
一
二
歳
以
上
に
販
売
す
る
こ
と
を
定
め

た
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁

は
「
合
憲
性
を
問
う
訴
訟
に
耐
え
る
た
め
に
は
、
性
に
基
づ
く
分
類
は
重

要
な
政
府
の
目
的
に
か
な
い
、
か
っ
、
そ
の
目
的
達
成
に
実
質
的
に
関
連

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
を
違
憲
で
あ
る
と

判
示
し
た
。
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一
九
八
一
年
の
ニ
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
表

面
上
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し
つ
つ
も
、
実
際
の
効
果
と

し
て
は
、
性
差
別
に
関
わ
る
事
件
に
は
寸
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適

と
こ
ろ
が
、



教育における性差別

用
す
る
と
い
う
原
則
を
弱
め
る
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
マ
イ
ケ
ル
対
ソ
ノ
マ
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
上
訴
裁
(
冨
ナ

n
z
m
]
〈・

ωロ
官
民

2
n。ロユ
ω。
ロ
。
ョ
白
の
O
E
Q
)
事
件
判
決
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
一
八
歳
未
満
の
妻
で
な
い
女
性
と

の
性
交
を
(
同
意
が
あ
る
場
合
に
も
)
刑
事
犯
と
定
め
、
男
性
の
み
を
処

罰
し
て
い
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
強
姦
法
の
下
で
な
さ
れ
た
一
七
歳
の
男

性
の
有
罪
判
決
を
合
憲
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
は
、
立
法
経
過
や
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
の
解
釈
を
無
視
し
て
、
強
姦
法
の
立
法
目
的
が
一

O
代
女
性
の
妊
娠
の
防
止
で
あ
る
と
い
う
州
の
主
張
を
容
認
し
た
(
立
法

経
過
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
の
解
釈
は
、
立
法
目
的
が
若
い
女
性

の
純
潔
の
保
護
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
)
。

プ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
反
対
意
見
の
中
で
、
た
と
え
法
律
の
目
的
が
州
の

主
張
す
る
よ
う
な
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
州
は
な
お
、
男
性
だ
け
を

処
罰
す
る
こ
と
が
年
少
者
の
性
交
渉
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
よ
り
一
層
効

果
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。
州
は
、

性
行
動
を
抑
制
す
る
場
合
、
男
女
を
区
別
し
て
強
姦
罪
を
規
定
す
る
法
律

の
方
が
男
女
を
区
別
せ
ず
に
規
定
す
る
法
律
よ
り
も
効
果
的
で
あ
る
と
主

張
す
る
が
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
他
の
三
七
州
に
お
い
て
は
男
女
を
区

別
せ
ず
に
強
姦
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
次
の
よ
う
に
結
論

づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
「
:
:
:
州
は
、
法
律
上
の
区
別
が
州
の
主
張
す
る
目

的
の
達
成
と
実
質
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な

(
回
)
、A
O

I
V

」も
う
一
つ
の
事
例
は
、
連
邦
最
高
裁
が
男
性
の
み
を
対
象
と
す
る
徴
兵

登
録
法
を
合
憲
と
判
示
し
た
ロ
ス
ト
カ

l
対
ゴ
ー
ル
ド
パ

1
グ
(
河

02E

W
R
〈
・
。
。
E
σ
q
m
)
事
件
判
決
で
あ
る
。

最
高
裁
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
L

を
用
い
て
、
国
家
が
軍
隊
を
充

実
し
維
持
す
る
利
益
が
非
常
に
重
要
な
国
家
利
益
で
あ
る
こ
と
、
更
に
、

政
府
が
選
択
し
た
手
段
は
か
か
る
重
要
な
国
家
利
益
と
実
質
的
に
関
連
す

針
)
と
認
定
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
最
高
裁
は
、
徴
兵
制
の
目
的
は
戦

闘
部
隊
の
供
給
に
あ
る
が
女
性
は
法
律
や
政
策
に
よ
っ
て
戦
闘
任
務
に
就

(
位
)

く
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
州
の
主
張
を
容
認
し
、
徴
兵
制
も
し

く
は
徴
兵
登
録
制
の
目
的
に
と
っ
て
は
男
性
と
女
性
の
立
場
は
全
く
異

な
っ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
女
性
を
徴
兵
登
録
制
の
対
象
外
と
す
る
こ

と
は
州
の
主
張
す
る
徴
兵
登
録
の
目
的
と
十
分
か
つ
密
接
な
関
わ
り
が
あ

る
と
し
て
い
針
「
こ
の
立
場
は
、
戦
闘
任
務
に
女
性
は
不
適
格
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
を
前
提
と
し
て
お
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
「
女
性
の
適

正
な
役
割
に
関
す
る
古
風
な
作
り
話
(
自
己
巾

E
S
E
E凹
)
の
最
も
影
響

力
の
あ
る
公
的
表
現
を
是
認
し
的
)
」
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最

高
裁
は
「
軍
事
事
項
に
関
し
て
は
立
法
部
の
決
定
に
敬
意
を
払
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
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緩
め
て
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
法
廷
意
見
に
対
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト

裁
判
官
お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
各
々
の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
徴

兵
制
が
行
わ
れ
れ
ば
、
全
軍
人
の
三
分
の
一
は
専
ら
非
戦
闘
的
職
務
に
就

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
志
願
兵
が
考
慮
さ
れ
て
も
な

お
、
少
な
く
と
も
八
万
の
非
戦
闘
的
職
務
担
当
者
が
徴
兵
さ
れ
た
者
の
中

か
ら
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
記
録
上
明
白
で
あ
る
こ
と
を
根

拠
に
、
女
性
が
戦
闘
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
徴
兵
登
録
を

免
除
す
る
こ
と
は
、
国
家
利
益
と
の
聞
に
実
質
的
関
連
性
を
欠
く
と
非
難

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
強
姦
罪
お
よ
び
徴
兵
登
録
と
い
っ
た
特
殊
な
問
題
に
関

わ
る
判
決
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
性
に
基
づ
く
分
類
に
は
、
「
厳
格
な
合

理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
と
い
う
前
提
自
体
が
不
安
定
な
様
相
を
呈
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
男
女
別
学
制
と
の
関
連
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
節
を
改
め
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

男
女
別
学
制
と
合
憲
性
審
査
基
準

(
こ
い
か
な
る
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か

ホ
1
ガ
ン
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」

を
適
用
し
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
女
子
大
学
看
護
学
校
の
入
学
許
可
方
針
を
違

憲
と
判
示
し
た
。
本
件
は
、
五
対
四
と
意
見
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

本
件
に
お
け
る
法
廷
意
見
と
反
対
意
見
と
の
大
き
な
違
い
は
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
州
立
女
子
大
学
の
入
学
許
可
方
針
の
合
憲
性
の
審
査
に
、
「
厳

格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う

点
に
あ
る
。

男
女
別
学
制
の
合
憲
性
を
考
え
る
場
合
、
審
査
基
準
に
は
、
従
来
、
次

の
よ
う
な
立
場
が
説
か
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
男
女
別
学
制
に
対
し
て
最
も
厳
格
な
態
度
を
と
る
立
場
は
、
男

女
別
学
制
を
「
凹
告
白

E
Z
σ
ぇ
2
5
-」
法
理
の
具
体
的
制
度
と
看
倣
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
凹
告
白

E
g
σ
5
2
5
-
L
な
制
度
は
、
す
で
に
ブ

ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
本
質
的
に
疑
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
理
由

に
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
人
を
肉
体
的
特
徴
や
特
性
に
基
づ
い
て
グ
ル
ー
プ
分
け
し
、
各
々
の
グ

ル
ー
プ
の
構
成
員
に
平
等
な
取
扱
い
を
約
束
し
保
障
す
る
こ
と
は
、
社
会

的
諸
目
的
を
達
成
す
る
の
に
極
め
て
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
人
種
分
離
を
正
当
化
し
て
き
た
よ
告
白

E
Z
σ
E

2
ロ
包
」
法
理
が
、
実
際
に
は
「
∞
呂
田
一

E
Z
σ
E
Zロ
2
ロ
白
]
」
で
あ
っ
た
恥

ず
べ
き
歴
史
を
指
摘
し
、
同
じ
こ
と
が
性
に
基
づ
く
分
類
に
も
い
え
る
と

主
張
す
る
。
過
去
に
お
い
て
女
性
は
、
性
に
基
づ
く
分
類
に
よ
っ
て
、
多
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く
の
平
等
機
会
|
|
例
え
ば
教
育
機
会
や
職
業
機
会
や
経
済
的
な
機
会

ー
ー
を
奪
わ
れ
て
き
た
の
で
、
か
か
る
濫
用
を
縮
小
さ
せ
る
た
め
に
も
、

「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
人
種
に
関
す
る
事
例
と
性
別
に
関
す
る
事
例
と
の

類
似
性
を
否
定
し
、
性
別
は
人
種
と
は
異
な
り
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
看

倣
せ
な
い
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
「
厳
格
審
査
」
は
妥
当
で
な
い
と
の
批
判
が

あ
る
。
ま
た
、
「
印
告
白
E
Z
σ
c
Z
A
Z包
」
法
理
が
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
で
否
定

さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
凹
巾
B
E
R
Uロ門

2
5
-」
な
制
度
の
審
査
基
準

に
「
厳
格
審
査
」
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
。
ブ
ラ

ウ
ン
判
決
は
審
査
基
準
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
人
種
に

基
づ
く
分
類
が
「
疑
わ
し
い
分
類
L

で
あ
る
と
認
定
し
て
も
い
な
い
の
で

あ
る
。

教育におげる性差別

次
に
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
妥
当
と
す
る
立
場
の
主
張
を
み
て

み
よ
う
。
ホ

i
ガ
ン
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
L

を

適
用
す
る
根
拠
と
し
て
、
性
に
基
づ
く
す
べ
て
の
分
類
に
「
厳
格
な
合
理

性
の
基
準
」
の
適
用
を
要
求
し
て
き
た
先
例
を
引
用
し
て
い
る
。
ホ
ー
ガ

ン
判
決
の
法
廷
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
立
場
は
、
男
女
別
学

制
は
性
に
基
づ
く
分
類
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
分
類
に
は
「
厳
格
な
合
理

性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
と
い
う
判
例
法
上
の
法
則
に
よ
っ
て
、
同
基
準

を
適
用
す
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
性
に
基
づ
く
分
類
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す

る
立
場
の
主
張
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
の
立
場
は
、
「
厳
格
審
査
」
を
適
用
す
る
と
ほ
と
ん
ど
必
然
的

に
違
憲
無
効
の
判
断
が
導
か
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
「
厳

格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
と
い
う
。
パ

l
ガ
l
コ
1
ト
が
寸
厳

格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し
た
当
初
の
目
的
、
す
な
わ
ち
、
「
厳
格
な

合
理
性
の
基
準
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
保
護
条
項
の
下
で
裁
判

所
が
果
た
す
べ
き
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
生
み
だ
し
[
実
質
的
な
司
法
審

査
を
行
う
こ
と
で
二
段
階
ア
プ
ロ
ー
チ
[
「
合
理
性
の
基
準
」
お
よ
び
「
厳

格
審
査
基
準
」
]
に
よ
る
限
定
的
な
結
果
を
避
け
る
こ
と
が
、
そ
の
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
[
]
は
筆
者
が
付
す
)
。

第
二
の
立
場
は
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
比
べ
る
と
性
別
は
「
厳
格
審
査
」

を
適
用
す
る
よ
う
な
特
性
に
乏
し
い
と
す
針
)
。
例
え
ば
、
女
性
は
黒
人
や

外
国
人
の
よ
う
な
数
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
な
い
。
現
在
で
は
、
投
票
権
も

憲
法
上
保
障
さ
れ
て
お
り
、
「
厳
格
審
査
」
に
よ
ら
ず
、
「
厳
格
な
合
理
性

の
基
準
」
を
適
用
し
て
も
、
女
性
が
法
的
に
無
防
備
な
ま
ま
放
置
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
最
高
裁
は
一
貫
し
て
両
性
聞
の
事
実
上
の
相
違

に
基
づ
く
政
策
は
合
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
の
で
、
性
に
基
づ
く
分

類
の
領
域
に
お
い
て
は
、
不
変
的
特
性
(
例
え
ば
、
女
性
は
男
性
に
比
べ

て
体
力
が
な
い
と
か
、
知
性
に
違
い
が
あ
る
等
)
に
基
づ
く
分
類
は
、
不
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(
幻
)

法
な
分
類
の
推
定
と
な
ら
な
い
の
で
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
に
服
す
る
必
要

(
幻
}

は
な
い
と
す
る
。

第
三
の
立
場
は
、
す
で
に
廃
案
と
な
っ
た

E
R
A
(修
正
第
二
七
条
)

を
再
び
議
会
で
承
認
さ
せ
る
た
め
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用

す
る
と
い
う
。
一
九
七
三
年
の
フ
ロ
ン
テ
イ
エ
ロ
対
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

(
町
。
ロ

pwg〈
-
E
n
z
a
gロ
)
判
決
に
お
い
て
、
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
は
、

E
R
A
が
採
択
さ
れ
な
い
聞
は
性
別
を
「
厳
格
審
査
」
に
服
す
る
よ
う
な

「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
判
断
す
べ
き
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、

E
R
A
が
採
択
さ
れ
た
後
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
現
在
の
憲
法

の
規
定
(
℃
百
円
ユ
σ
邑

g
g
z
Z片山
O
E
J
g
n
g凹
巾
凹
)
を
侵
害
す
べ
き
で

な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
か
か
る
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
主
張
が
、
現
在

で
も
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
適
用
に
対
し
て
は
、
本
基
準
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
積
極
的
差
別
解
消
策
と
し
て
の
男
女
別
学
制
な
ど
一
部
を

除
い
て
は
男
女
別
学
制
の
存
続
が
危
う
く
な
る
と
の
危
慎
か
ら
、
男
女
別

学
制
を
支
持
す
る
立
場
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
形
態
の
保
障
を
内
容
と
す

る
教
育
の
多
様
性
や
男
女
別
学
制
の
も
た
ら
す
効
果
を
主
張
し
た
り
、
ま

た
議
会
の
決
定
に
敬
意
を
払
う
こ
と
を
、
主
張
し
た
り
し
て
、
「
合
理
性
の
基

準
」
の
適
用
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
過
去
に
お
い
て
、
か
か
る
基
準
の
下
、
性
的
役
割
や

性
的
固
定
観
念
の
永
続
を
目
的
と
す
る
性
差
別
的
な
男
女
別
学
制
が
認
め

ら
れ
て
き
た
事
実
は
看
過
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
の
審
査
基
準
と

し
て
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
ホ

l
ガ
ン
判
決
の
法
廷
意

見
は
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
に
基
づ
い
て
、
従
来
主
張

さ
れ
て
き
た
正
当
化
理
由
の
合
憲
性
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

北法38(4・130)714 

(
二
)
男
女
別
学
制
の
正
当
化
理
由
の
合
憲
性

第
三
章
第
二
節
で
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
従
来
、
州
が
男
女
別
学
制
を

維
持
す
る
た
め
に
主
張
し
て
き
た
主
な
正
当
化
理
由
は
、
以
下
の
五
つ
で

占め噌令。(a)
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
教
育
施
設
が
「
印
岳
問
主
巾

2
5
-」
な
施
設
で
あ
る
|
|
ブ
リ
ス
ト
ル
判
決
、
ア
レ
ッ
ド
判

決
、
ヵ

l
ス
テ
ン
判
決
、
フ
オ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

l
判
決
、
ウ
ィ
リ
ア

σ
Z
H
 

ム
ズ
判
決

(
b
)
連
邦
法
に
よ
っ
て
男
女
別
学
制
が
認
め
ら
れ
て
い
る
|
|
ホ

l

ガ
ン
判
決

(
C
)

教
育
の
多
様
性
(
親
や
生
徒
の
選
択
権
も
含
む
)
を
保
障
す
る

-
|
ブ
リ
ス
ト
ル
判
決
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
判
決
、
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ



マ
l
判
決
、
ホ

i
ガ
ン
判
決

(
d
)
B
E
Sミ
印
n
F
C
C
-
と
し
て
設
立
さ
れ
た
り
、
必
修
課
程
に
軍
事
訓

練
が
あ
る
|
|
ブ
リ
ス
ト
ル
判
決
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
判
決

(
E
)

積
極
的
差
別
解
消
策
の
一
環
で
あ
る
|
ホ

l
ガ
ン
判
決

教育における性差別

(d)
の
正
当
化
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
一
節
(
二
)
で
み
た
ロ
ス

ト
カ

i
事
件
で
の
徴
兵
登
録
制
と
も
関
連
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
兵
役
の

義
務
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
、
長
い
間
、

(
幻
)

男
性
に
の
み
兵
役
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
強
い
兵
隊
の
必
要
性
が

そ
の
理
由
と
さ
れ
、
多
く
の
点
で
男
性
よ
り
も
弱
く
、
妊
娠
と
い
う
ハ
ン

〔
幻
}

デ
イ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
女
性
は
兵
役
を
免
除
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
国

の
た
め
に
戦
っ
て
き
た
男
性
に
は
政
治
的
権
力
を
行
使
し
政
治
的
決
定
を

行
う
資
格
や
権
利
が
あ
る
が
、
女
性
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
一
九
ニ

O
年
に
修
正
第
一
九
条
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、

女
性
に
投
票
権
す
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
か
か
る
信
念
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

ま
た
、
こ
の
問
題
は

E
R
A
を
廃
案
に
至
ら
し
め
た
理
由
の
ひ
と
つ
と

も
い
わ
れ
る
。

E
R
A
の
下
で
は
、
女
性
に
も
兵
役
の
義
務
が
課
せ
ら
れ

る
た
め
に
、
賛
否
両
論
に
分
か
れ
国
民
の
合
意
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
記
憶
に
新
し
い
。

ま
た
、

(
E
)
の
正
当
化
理
由
は
、
ホ

1
ガ
ン
判
決
に
お
い
て
は
否
定
さ

れ
た
が
、
補
償
的
な
目
的
が
立
証
さ
れ
れ
ば
男
女
別
学
制
の
正
当
化
理
由

と
し
て
は
有
力
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
す
で
に
人
種
別
学
に
関
し
て
み
た
よ

(
旧
田
)

う
に
、
積
極
的
差
別
解
消
策
は
逆
差
別
等
の
新
た
な
問
題
を
生
ぜ
し
む
る

可
能
性
を
苧
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
十
分
な
配
慮
が
必

要
だ
と
思
わ
れ
る
。

以
上
二
つ
の
正
当
化
理
由
は
、
前
者
は
国
防
と
い
う
重
大
な
国
家
利
益

と
関
わ
る
問
題
で
あ
り
性
差
別
の
問
題
と
し
て
一
面
的
に
と
ら
え
き
れ

ず
、
後
者
は
新
た
に
生
じ
て
き
た
問
題
を
前
に
そ
の
あ
り
方
が
聞
い
宣
さ

れ
る
余
地
も
あ
り
、
課
題
多
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
筆
を

改
め
検
討
し
た
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
以
下
に
示
す
三
つ
の
正
当
化
理
由
の
合
憲
性
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

(a)
「
8
3
E丹市
σ
E
2
5
-
L
法
理
の
合
憲
性

一
九
五
四
年
、
連
邦
最
高
裁
は
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
、
プ
レ
ツ
シ

l

判
決
で
確
立
さ
れ
た
「
凹
告
白
血
丹
市

σ己

2
5
-」
法
理
を
放
榔
し
た
。
実
際
、

「
印
告
白

E
Z
σ
E
2
5丘
」
法
理
は
、
ま
さ
に
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
人
種
に

お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
差
別
的
取
扱
い
を
暗
示
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
性
差
別
の
領
域
に
お
い
て
は
ブ
ラ
ウ

ン
判
決
以
後
も
明
ら
か
に
か
か
る
法
理
が
適
用
さ
れ
、
こ
の
法
理
の
下
で
、

男
女
別
学
制
の
合
憲
判
断
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
五
八
年
の
プ
リ
ス
ト

ル
判
決
で
は
、
多
様
な
教
育
制
度
の
保
障
が
主
張
さ
れ
、
か
か
る
教
育
制

度
に
お
け
る
性
差
別
の
有
無
を

J
a
R同芯
E
Z
G
g
r
法
理
に
基
づ
い

て
判
断
し
て
い
る
。
一
九
六

O
年
の
ア
レ
ッ
ド
判
決
で
は
、
人
種
差
別
を

前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
判
決
は
性
差
別
と
の
関
連
に
お
い
て
は
適
切
で
は

な
い
と
し
、
暗
に
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
影
響
を
排
除
し
「
凹
呂
田

E
Z
σ
三

2
5
r法
理
の
適
用
の
妥
当
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
九
七

O
年
の
カ
!

ス
テ
ン
判
決
で
は
、
「
∞
岳
民
即
応

σ
E
2
5
-」
法
理
に
従
い
有
形
要
因
、

無
形
要
因
と
も
に
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
違
憲
判
断
を

{
刷
)

行
っ
て
い
る
。
一
九
七
六
年
の
フ
オ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

l
判
決
に
お
い
て
も
、

第
三
巡
回
裁
判
所
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
男
子
高

校
と
女
子
高
校
を
有
形
要
因
お
よ
び
無
形
要
因
に
つ
い
て
比
較
し
、
本
質

的
に
平
等
(
巾

8
8己
目

-
Z己
目

-x主
で
あ
る
と
認
定
し
た
う
え
で
合
憲
判

断
を
行
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

J
告
白

E
Z
σ
E
2
z包
」
法
理
に
対
す
る
批
判
が
二

つ
の
側
面
か
ら
可
能
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
同
法
理
の
適
用
に
対
す
る

批
判
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
同
法
理
そ
の
も
の
の
有
す
る
自
家
撞
着
性
に

対
す
る
批
判
で
あ
る
。

前
者
の
好
例
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
印
巾
℃
同
-

E
R
σ
E
2
5】
」
法
理
と
は
、
本
来
同
じ
条
件
下
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
人

(
脱
)

積
や
性
別
に
よ
っ
て
分
離
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
で
は
、

B
巴
g弓
印
円
}Moo-
と
し
て
設
立
さ

れ
た
の
で
男
子
の
み
に
入
学
を
限
定
し
て
い
る
サ
イ
タ
デ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ

と
若
い
女
性
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
た
め
に
女
子
の
入
学
し
か
認
め
て
い

な
い
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
存
続
を
も
、
♂
岳
山

E
Z
σ
三

(
問
)

2
ロ
包
」
法
理
の
下
で
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
印
巾
富
一

ERσ
三
2
5一」

法
理
の
本
来
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
い
ず
れ
の
カ
レ
ッ
ジ
も

B
E
S弓

田門司
MOo-
と
し
て
設
立
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
か
か
る
法
理
の
適
用
が
あ
る

は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
異
な
る
も
の

lis--E弓
R
E
o
-

と
し
て
設
立
さ
れ
た
学
校
と
若
い
女
性
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
学
校

ー
ー
を
比
較
し
て
平
等
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
か

か
る
法
理
は
、
み
せ
か
け
だ
け
平
等
な
分
離
を
認
め
る
合
理
的
根
拠
と
し

(
胤
)

て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
プ
リ
ス
ト
ル
事
件
が
好
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

無
形
要
因
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
有
形
要
因
に
つ
い
て
も
審
査
す
れ
ば
平

等
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
キ
サ
ス
州
に
は

州
立
の
男
子
大
学
と
女
子
大
学
が
設
立
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
印
。
刃
向
日
円
。

(
山
山
)

σ己
2
5
-」
で
あ
っ
て
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
に

あ
っ
て
は
、
明
ら
か
に
「
田
町
匂
白

E
Z
σ
E
Z
C包
」
法
理
に
つ
い
て
明
言
を
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教育における性差別

(
附
}

避
け
て
い
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
分
離
さ
れ
た
教
育
施
設
は
本
質

的
に
不
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
教
育
問
題
に
の
み
留
ま
る
こ
と

な
く
、
そ
の
他
の
人
種
分
離
に
関
わ
る
多
く
の
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

(
加
)

こ
と
は
、
す
で
に
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
男
女
別
学
制
に
関
わ
る
判
決
が
、

性
差
別
に
関
わ
る
判
決
よ
り
も
人
種
別
学
に
関
わ
る
判
決
の
影
響
を
よ
り

{
削
)

多
く
受
け
た
こ
と
も
す
で
に
み
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
別
学

制
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
、
「
印
巾
℃
即
日

Z
σ
E
2
z包
」
法
理
が
受
け

継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
積
極
的
に
「
凹
名
目
E
Z
σ
己

Z
ロ
白
一
」
法
理
の
適
用
を
主
張
す
る
立
場
は
み
ら
れ
な
い
。
人
種
差
別
に
関

す
る
判
決
を
そ
の
ま
ま
性
差
別
に
関
す
る
判
決
に
適
用
す
る
こ
と
に
反
対

(
瑚
)

す
る
と
い
っ
た
消
極
的
理
由
に
と
ど
ま
る
程
度
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
判
決

の
い
う
よ
呂
田

Egσ
ロ
ZDE--」
法
理
の
否
定
理
由
か
ら
は
、
一
般
に
「
疑

わ
し
い
分
類
」
と
看
倣
さ
れ
て
は
い
な
い
性
に
基
づ
く
分
類
に
♂
岳
民
国
広

σ
5
2
5
}」
法
理
を
適
用
で
き
な
い
と
す
る
結
論
は
、
直
接
導
き
出
し
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
度
は
、
「
的
苦
肉
同
♂

σ
E
2
5
-」
法
理
に
内
在
す
る
自
家
撞

着
性
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
確
か
に
、
「
∞
告
白
『
白
押
巾

σ三

Z
C同
一
」
法
理

が
有
形
要
因
を
そ
の
射
程
と
し
て
い
る
う
ち
は
問
題
が
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
無
形
要
因
に
つ
い
て
も
「

2
ロ
色
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
た

時
点
で
、
換
言
す
れ
ば
、
質
的
な
平
等
を
要
求
し
た
時
点
で
、
か
か
る
法

理
は
自
家
撞
着
に
陥
る
。
無
形
要
因
と
は
、
具
体
的
に
は
、
教
育
施
設
と

し
て
の
機
能
以
外
の
伝
統
と
か
名
声
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
教
授
(
教
員
)
数
、
学
生
(
生
徒
)
数
、
図
書
館
設
備
、
学
校
設
備
、

奨
学
金
制
度
と
い
っ
た
よ
う
な
算
術
的
評
価
の
可
能
な
有
形
要
因
と
異
な

り
、
平
等
で
あ
る
か
否
か
の
算
定
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て

平
等
と
す
る
か
が
不
明
確
な
限
り
、
無
形
要
因
の
評
価
は
主
観
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
基
準
が
新
た
な
基
準
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、
質
的
平

等
を
問
題
に
し
た
と
き
、
か
か
る
法
理
は
そ
の
機
能
を
果
た
せ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
実
際
問
題
と
し
て
、
質
的
に
平
等
な
教
育
施
設
の
存
在
は

あ
り
得
な
い
。
有
形
要
因
が
全
く
同
じ
共
学
校
で
さ
え
、
無
形
要
因
に
お

い
て
異
な
る
場
合
が
自
然
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
数
的
に
平
等
で
も
教
授

(
教
員
)
や
学
生
(
生
徒
)
の
質
、
個
性
ま
で
は
平
等
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
質
的
に
平
等
で
あ
り
得
な
い
教
育
施
設
に
対
し
て
「
凹
告
白
・

3
ぉ
σ
E
2
5
-」
法
理
を
適
用
し
、
無
形
要
因
が
平
等
で
あ
る
か
否
か
を

審
査
す
る
こ
と
は
実
益
が
な
い
。

男
女
別
学
制
の
場
合
、
人
種
別
学
制
と
異
な
り
、
分
け
る
こ
と
自
体
が

疑
わ
し
い
分
類
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
「
印
巾
冨
『
己
巾
」
で
も

有
形
要
因
が

F
A
g
-」
な
ら
ば
、
そ
の
分
類
は
合
理
的
で
あ
る
と
推
定
で
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き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
「
合
理
性
の
基
準
」
の
適
用
を
前
提

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
男
女
別
学
制
に
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」

を
適
用
す
れ
ば
、
分
類
の
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
更
に
は
、
そ
の
目

的
と
手
段
が
実
質
的
に
関
連
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
有
形
要
因
が

「
2
ロ
包
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
分
類
の
目
的
が
問
わ
れ
、

そ
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
今
度
は
、
そ
の
手
段
(
分

類
)
が
そ
の
目
的
達
成
と
実
質
的
関
連
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
「
印
巾

E
E
Z
σ
三
2
ロ
包
」
な
教

育
施
設
で
も
合
意
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
印
呂
田

E
Z
σ
5
2
5
-」

な
教
育
施
設
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
分
類
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
り
、
目

的
と
手
段
が
実
質
的
関
連
性
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
か
る
♂
呂
田
-

E
Z
σ
z
Z
D
E
-」
法
理
は
、
必
要
条
件
で
あ
っ
て
も
必
要
十
分
条
件
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
J
告
白

E
Z
σ
三
2
ロ
白
】
」
法
理
が
、
従
来
、

「
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
果
た
し
て
き
た
役
割

i
l「
お
百
日
芯

σ
E

Z
Z包
」
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ

る

|
l
と
同
じ
役
割
を
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
も
期
待
す
る

こ
と
に
は
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
法
理
を
も
っ
て
、
男
女
別
学
制
の
正
当
化
理
由
と
す
る

(
す
な
わ
ち
♂
巾
富
一

E
Z
σ
E
2ロ
包
」
で
あ
れ
ば
直
ち
に
合
憲
で
あ
る
と

の
判
断
を
導
く
)
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

北法38(4・134)718 

(
b
)
男
女
別
学
制
を
認
め
る
連
邦
法
の
合
憲
性

す
で
に
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
男
女
別
学
制
を
認
め
る
連
邦
法
が

存
す
る
。
一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
第
九
編
と
一
九
七
四
年
改
正
教
育
法

第
二
編
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
の
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

l
判
決
に
お
い
て
、
一
九
七
四
年
改

正
教
育
法
第
二
一
繍
が
問
題
と
な
っ
た
。
第
三
巡
回
裁
判
所
は
、
第
二
編
は

両
性
聞
の
不
平
等
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
適
用
で
き
な
い
と
し
、
本

件
の
よ
う
に
女
子
に
対
し
て
も
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
と
同
等
の

女
子
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
が
設
立
さ
れ
て
い
る
場
合
は
第
二
編
の
違
反
は
な
い

と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
同
裁
判
所
は
第
二
編
を
詳
細
に
考
察
し
た
う
え

で
、
コ
」
の
立
法
は
非
常
に
不
明
確
で
あ
り
本
件
の
問
題
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
得
な
い
」
し
、
ま
た
、
連
邦
議
会
が
あ
ら
ゆ
る
学
校
を
共
学
に
す
る
よ

う
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
で
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
思
い
切
っ
た
解
決
策
と
し
て
法
改
正
を
示
唆
し
て
い
る
が
「
立
法
府

が
ど
の
程
度
ま
で
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
行
為
を

決
定
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し
て
、
第
二
編

の
合
憲
性
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

本
法
第
二
編
の
場
合
、
そ
の
合
憲
性
を
問
う
前
段
階
と
し
て
、
本
法
が



法
的
整
合
性
を
有
す
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
第
一
章

で
具
体
的
に
み
た
よ
う
に
、
本
法
で
は
、
根
拠
と
す
る
条
文
に
よ
っ
て
、

男
女
別
学
制
が
認
め
ら
れ
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
。
従
っ
て
、

法
律
上
の
解
決
は
困
難
で
あ
り
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
根
拠
と
す
る
条
文
に
よ
り
主
張
が
相
反
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

無
理
な
条
文
解
釈
は
、
司
法
府
に
よ
る
事
実
上
の
立
法
を
も
招
来
し
か
ね

な
い
。
や
は
り
、
早
急
な
法
改
正
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
修
正
第
一
四
条
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
法
改
正
が
な
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
本
法
第
二
編
は
、
「
人
種
、

皮
膚
の
色
、
出
身
国
」
と
「
性
」
を
同
列
に
並
べ
て
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く

差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。

教育における性差別

第
二

O
二
条

(a)
項

(
1
)
号

公
立
学
校
に
在
学
す
る
す
べ
て
の
子
ど
も
は
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性

ま
た
は
出
身
国
に
関
わ
り
な
く
平
等
な
教
育
機
会
へ
の
権
利
を
与
え
ら

れ
る
。

第
二

O
」一条

(
a
)
項

(
1
)
号

生
徒
が
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
出
身
国
だ
け
を
理
由
に
し
て
学
校
に

割
り
当
て
ら
れ
る
と
い
う
二
重
学
校
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
修
正

第
一
四
条
に
保
障
さ
れ
て
い
る
法
の
平
等
保
護
を
、
こ
れ
ら
の
生
徒
に

対
し
て
は
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二

O
四
条

州
は
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
ま
た
は
出
身
国
を
理
由
に
し
た
以
下
に
示

す
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
平
等
な
教
育
機
会
を
否
定
し
て

は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
前
者
の
要
因
に
基
づ
く
分
類
は

「
疑
わ
し
い
分
類
」
で
あ
り
合
憲
性
の
推
定
が
ほ
と
ん
ど
働
か
ず
「
厳
格

審
査
」
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
性
」
に
基
づ
く
分
類
は
「
疑

わ
し
い
分
類
」
に
は
当
た
ら
な
い
。
寸
性
」
に
基
づ
く
分
類
で
も
、
「
厳
格

な
合
理
性
の
基
準
」
を
充
足
す
る
よ
う
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
か

か
る
分
類
は
合
憲
と
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
連
邦
法
に
よ
っ
て

男
女
別
学
制
が
禁
じ
ら
れ
で
も
、
修
正
第
一
四
条
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、

一
律
全
面
的
な
禁
止
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

同
様
に
、
同
法
第
二

O
四
条

(a)
・(
e
)

の
規
定
が
「
性
」
の
要
件

を
欠
く
か
ら
と
い
っ
て
、
「
性
」
に
基
づ
く
い
か
な
る
分
類
も
認
め
て
い
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
満
た

す
合
理
的
理
由
を
要
す
る
。

ど
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
る
か
は
、
立
法
府
の
権
限
に
属
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
慎
重
な
改
正
を
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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他
方
、
一
九
八
二
年
の
ホ

1
ガ
ン
判
決
に
お
い
て
は
、
一
九
七
二
年
改

正
教
育
法
第
九
編
が
問
題
と
な
っ
た
。
同
法
第
九

O
一
条

(
a
)
項
は
、

連
邦
の
財
政
援
助
を
受
け
て
い
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
教
育
活
動
に

お
け
る
性
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
入
学
に
関
し
て
、
私
立
大

学
と
創
立
以
来
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
き
た
公
立
大
学
は
か
か
る
一
般

条
項
の
適
用
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
同
判
決
に
お
い
て
、
創
立
以

来
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
き
た
公
立
大
学
を
適
用
除
外
す
る
第
九

O
一

条

(a)
項

(
5
)
号
の
合
憲
性
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
最

高
裁
は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し
て
、
「
連
邦
議
会
も
州
も

修
正
第
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
を
否
定
す
る
よ
う
な
法
律
を

正
当
で
あ
る
と
立
証
で
き
な
い
」
と
判
示
し
、
第
九

O
一
条

(a)
項

(
5
)

号
が
修
正
第
一
四
条
に
違
反
す
る
と
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
同
条
の
違

憲
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

確
か
に
、
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

憲
法
の
枠
内
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護

条
項
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
創
立
以
来
男

女
別
学
制
を
採
っ
て
き
た
公
立
大
学
と
い
え
ど
も
、
そ
の
理
由
が
合
理
的

で
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
満
た
さ
な
い
と

き
に
は
違
憲
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
第
九

O
一
条

(a)
項

(
5
)
号
に
関
し
て
は
、
私
立
大
学
は
と
も
か
く
、
創
立
以
来
男
女
別
学

制
を
採
用
し
て
き
た
公
立
大
学
が
適
用
除
外
さ
れ
る
合
理
的
理
由
が
見
い

出
せ
な
い
。
む
し
ろ
、
ホ

l
ガ
ン
事
件
の
場
合
の
よ
う
に
、
か
か
る
規
定

が
合
理
的
根
拠
も
な
く
男
女
別
学
制
を
存
続
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
適
正
な
法
改
正
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
ホ

1
ガ
ン
判
決
に
お
い
て
初
め
て
、
第

九
編
の
適
用
除
外
規
定
を
修
正
第
一
四
条
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
審
査
し

た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
今
後
、
男
女
別
学
制
を
認
め
る
連
邦
法
や
州

法
の
合
憲
性
が
見
直
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

北法38(4・136)720

(
C
)

「
教
育
の
多
様
性
」
理
論
の
合
憲
性

教
育
の
多
様
性
の
主
張
は
、
ホ

l
ガ
ン
判
決
に
お
い
て
「
厳
格
な
合
理

性
の
基
準
」
の
下
で
審
査
さ
れ
る
ま
で
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
「
合
理

性
の
基
準
」
の
下
で
、
正
当
化
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。

ブ
リ
ス
ト
ル
事
件
に
お
い
て
、
テ
キ
サ
ス
州
上
訴
裁
は
、
州
が
二
ハ
の

共
学
校
に
加
え
て
男
子
校
と
女
子
校
を
一
校
ず
つ
設
立
す
る
教
育
制
度
が

憲
法
上
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
多
様
な
教
育
制
度
の
保

障
を
理
由
に
、
当
然
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い
何
)
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事

件
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
は
、
原
告
ら
に
は
男
子
校
で
も
共
学
校
で
も
自

由
に
選
択
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
お
り
(
た
と
え
、
原
告
ら
が
女
子
で

あ
っ
た
と
し
て
も
女
子
校
か
共
学
校
か
の
選
択
権
は
与
え
ら
れ
て
い
る
)



教育における性差別

平
等
保
護
に
違
反
し
な
い
と
し
た
う
え
で
、
教
育
の
柔
軟
性
お
よ
び
多
様

性
は
奨
励
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
な
い
と
判

示
し
て
い
る
。
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

1
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
は
、
公

立
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
男
子
校
と
女
子
校
が
各
々
一
校

し
か
設
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
共
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
希
望
す
る
者
は
、
自
動
的
に

そ
の
性
別
に
よ
っ
て
男
子
校
か
女
子
校
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
、
そ
の
点
で
選

択
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
更
に
、
第
三
巡
回
裁
判

所
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
や
諸
法
は
す
べ
て
の
公
立
学
校
が
共
学
と

な
る
こ
と
を
要
請
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
男
女
別
学
制
の
廃
止
は
男
女

別
学
制
の
維
持
を
望
み
男
子
校
や
女
子
校
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
親
お
よ

{
問
)

ぴ
生
徒
の
選
択
の
自
由
を
否
定
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ホ

1
ガ

ン
判
決
で
の
反
対
意
見
も
、
入
学
を
女
子
に
限
定
す
る
目
的
は
女
性
に
教

育
環
境
の
選
択
権
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
教
育
の
多
様
性
を

主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ォ
コ
ナ

l
裁
判
官
が
性
に
基
づ
く

い
か
な
る
分
類
も
あ
る
ク
ラ
ス
に
は
利
益
を
与
え
る
が
も
う
一
方
の
ク
ラ

ス
に
は
利
益
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
反
対
意
見
は
論
点
を

{
印
)

巧
み
に
避
け
た
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
教
育
の
多
様
性
に
関
し
て
痛
烈
な
批
判
が
み
ら
れ
る
。

教
育
の
多
様
性
の
主
張
は
表
面
的
で
あ
り
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

そ
の
目
的
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
下
に
詳
し
く

み
て
み
よ
う
。

①
教
育
の
多
様
性
の
目
的
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
少
な
く
と
も
伝
統
的

で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
性
的
役
割
の
永
続
を
目
的
と
し
て
い
る
と
非
難
す

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

自
主
宮
司

R
E
S
-
と
し
て
設
立
さ
れ
た
男
子
校
の
サ
イ
タ
デ
ル
・
カ
レ
ッ

ジ
で
は
男
子
の
た
め
に
工
学
コ

1
ス
が
開
設
さ
れ
、
女
子
校
と
し
て
設
立

さ
れ
た
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
女
子
の
た
め
に
速
記
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
、
電
信
、
簿
記
、
編
み
物
、
洋
裁
等
の
コ

1
ス
を
開
設
し
て

い
る
事
実
を
指
摘
し
て
、
か
か
る
男
女
別
学
制
は
一
方
の
性
に
特
別
な
利

益
と
な
る
コ

l
ス
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
男
女
別
学
制
の
利
点
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
男
子
は
工
学
を
学
び
、
女
子
は
事
務
や

家
庭
の
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
を
学
ぶ
も
の
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
性

的
役
割
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

②
単
に
男
性
と
女
性
は
異
な
る
学
校
で
教
育
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た

考
え
方
を
教
育
の
多
様
性
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
面
す
る
問

題
を
回
避
し
た
と
も
非
難
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
男
性
と
女
性
は
異
な
る
学

校
で
教
育
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
そ
も
そ
も
、
女
性
は
男
性

よ
り
も
知
力
が
劣
っ
て
い
る
と
か
、
女
性
の
本
分
は
男
性
の
そ
れ
と
異

な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
固
定
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
か
か
る
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固
定
観
念
に
対
す
る
批
判
を
避
け
る
た
め
に
、
教
育
の
多
様
性
と
い
う
表

現
を
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

③
教
育
の
多
様
性
は
、
男
性
と
の
競
争
を
避
け
る
た
め
に
女
子
校
へ
の

入
学
を
希
望
す
る
女
性
の
願
い
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
正
当
化
理

由
も
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
知
力
が
劣
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
永
続
す
る
も
の
で
あ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

④
教
育
者
の
中
に
は
、
学
校
の
全
体
的
な
雰
囲
気
(
例
え
ば
、
女
子
校

と
し
て
の
雰
囲
気
と
か
男
子
校
と
し
て
の
雰
囲
気
等
)
は
法
的
に
保
護
さ

れ
る
利
益
で
あ
る
と
し
て
多
様
性
を
主
張
す
る
者
も
い
る
が
、
果
た
し
て

こ
の
よ
う
な
多
様
性
は
重
要
な
政
府
の
利
益
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

(
郎
)

疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

⑤
教
育
の
多
様
性
は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
要
請
す
る
目
的
と

手
段
の
実
質
的
関
連
性
の
テ
ス
ト
の
点
か
ら
も
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

(
凶
)

る
と
指
摘
さ
れ
る
。
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

1
事
件
が
、
そ
の
例
と
し
て
援
用

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス

ク
ー
ル
に
関
し
て
は
男
子
校
と
女
子
校
を
一
校
ず
つ
設
立
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
場
合
、
教
育
委
員
会
の
主
張
す
る
教
育
の
多
様
性
と
い
う
目
標
に

か
な
う
も
の
で
あ
る
か
一
合
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
と
え
、
共
学
の
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
設
立
し
て
生
徒
に
選
択
権
を
与
え
た
と
し

て
も
、
男
女
別
学
制
を
採
る
学
校
の
有
用
性
が
、
教
育
の
多
様
性
と
い
う

目
的
と
実
質
的
に
関
連
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
残
さ
れ
た

(m) 

ま
ま
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑥
男
女
別
学
制
の
禁
止
が
、
教
育
の
統
一
化
や
す
べ
て
の
学
校
を
同
一

化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
徒
は
依
然
と
し
て
選
択
権
を
有
し

て
い
る
。
教
養
課
程
に
進
学
す
る
か
職
業
教
育
課
程
に
進
学
す
る
か
、
短

大
へ
進
学
す
る
か
四
年
制
の
大
学
へ
進
学
す
る
か
、
私
大
へ
行
く
か
公
立

大
へ
行
く
か
、
下
宿
を
す
る
よ
う
な
遠
く
の
学
校
へ
行
く
か
自
宅
か
ら
通

学
で
き
る
よ
う
な
近
く
の
学
校
へ
行
く
か
、
大
規
模
な
学
校
へ
行
く
か
小

規
模
な
学
校
へ
行
く
か
|
|
こ
れ
ら
は
、
生
徒
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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⑦
男
女
別
学
制
の
結
果
と
し
て
の
学
校
聞
の
多
様
性
の
増
大
は
、
必
然

的
に
男
女
別
学
制
を
採
っ
て
い
る
学
校
内
部
の
多
様
性
を
縮
小
す
る
と
い

(
問
}

う
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
男
女
別
学

生
を
採
っ
て
い
る
学
校
は
、
共
学
校
と
比
べ
る
と
、
入
学
を
一
方
の
性
に

限
定
し
て
い
る
点
で
多
様
性
を
欠
い
て
い
る
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
批
判
と
は
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
の
多
様
性
の
重
視
は
、
黒
人
女
子
学
生
の
ケ

1
ス

を
考
え
る
場
合
に
、
そ
の
論
理
の
一
貫
性
を
欠
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
あ
る
黒
人
女
性
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
教
育
の
多
様
性
の
主
張
に

従
い
男
女
別
学
制
を
認
め
る
な
ら
ば
、
彼
女
に
は
、
ひ
と
り
の
女
性
と
し



て
州
立
の
女
子
校
へ
入
学
す
る
選
択
権
が
あ
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て

黒
人
女
性
と
し
て
州
立
の
黒
人
女
子
校
へ
入
学
す
る
選
択
権
ま
で
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
方
法
の
柔
軟
性
や
多
様
性
を
重
視
す
る
論
理

を
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
、
州
立
の
黒
人
女
子
校
へ
入
学
す
る
個
人
の
選
択

権
は
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
多
様
性
の
理
論
は
、

あ
く
ま
で
男
女
別
学
制
問
題
に
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
種
別

学
制
問
題
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、

い
う
の
で
あ
る
。

一
定
の
限
界
が
あ
る
と

教育における性差別

こ
れ
ら
の
多
様
性
批
判
の
う
ち
、
①
か
ら
④
は
過
去
の
判
例
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
的
を
得
な
い
批
判
と
は
呈
一
口
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

⑤
以
下
の
批
判
に
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
る
。

⑤
の
批
判
は
、
男
女
別
学
制
を
採
る
学
校
の
有
用
性
が
教
育
の
多
様
性

の
目
的
と
実
質
的
に
関
連
す
る
か
ど
う
か
が
疑
問
で
あ
る
と
い
う
が
、
目

的
と
手
段
の
実
質
的
関
連
性
の
テ
ス
ト
と
は
、
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
採
ら
れ
た
手
段
が
、
実
際
に
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
貢
献
し
て

い
る
か
否
か
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
採
ら
れ
た
手
段
そ
の
も
の
の
有

用
性
を
審
査
す
る
も
の
で
は
な
い
。

⑥
に
対
し
て
は
、
他
の
選
択
権
が
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
男
女
別
学
制
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
男
子
校
、
女
子
校
へ
の
進

学
を
希
望
す
る
者
の
選
択
権
は
完
全
に
奪
わ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
巧
み
に

論
点
を
す
り
か
え
た
批
判
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

黒
人
女
子
学
生
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
人
種
に
関
す
る
問
題
と

性
別
に
関
す
る
問
題
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
点
が
疑
問
で
あ
る
。
更
に
、

教
育
の
多
様
性
と
い
え
ど
も
、
当
然
修
正
第
一
四
条
の
枠
を
越
え
て
主
張

さ
れ
る
べ
き
正
当
化
理
由
で
は
な
い
。
修
正
第
一
四
条
の
下
で
多
様
性
の

理
論
を
用
い
て
、
女
子
校
へ
入
学
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
黒
人
女
子
校
へ

入
学
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。

む
し
ろ
、
修
正
第
一
四
条
を
無
視
し
、
多
様
性
の
理
論
の
み
を
つ
き
つ
め

て
考
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
従
来
、
教
育
の
多
様
性
と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
の
下
で
、

性
的
な
役
割
分
担
的
教
育
や
「
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
」
的

な
固
定
観
念
が
擁
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら

の
批
判
は
、
教
育
の
多
様
性
が
具
体
的
に
何
を
示
し
て
い
る
の
か
が
不
明

確
な
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
同
じ
教
育
の
多
様

性
と
い
う
用
語
が
、
一
方
で
は
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に

主
張
さ
れ
、
他
方
で
教
育
上
の
性
差
別
を
温
存
さ
せ
る
一
助
に
な
っ
て
い

る
事
実
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
教
育
の
多
様
性
」
を
保
護
す
る
と
い
っ
て
も
、
一
体
何
を
多
様

に
保
障
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
⑦
の

批
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
入
学
を
一
方
の
性
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は

北法38(4・139)723 
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両
性
の
在
籍
す
る
共
学
校
と
比
べ
、
一
方
の
性
の
学
生
し
か
在
籍
し
な
い

点
で
多
様
で
な
い
。
し
か
し
、
判
例
上
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
多
様
性

は
、
男
女
が
在
籍
し
て
い
る
か
ら
男
ま
た
は
女
の
み
の
学
校
よ
り
多
様
性

を
有
す
る
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
同
種
類
の
教
育
施
設
を
「
凹
呂
田
-

zzσ
己

2
5
-」
に
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
男
子
校
ま
た
は
女
子
校
へ

の
進
学
を
希
望
す
る
親
お
よ
び
生
徒
の
選
択
権
を
保
障
す
る
こ
と
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
多
く
の
選
択
肢
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
様
性
の
保
障
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
「
教
育
の
多
様
性
」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
が
ら
、

前
者
と
後
者
で
は
、
多
様
性
の
中
身
が
異
な
っ
て
い
る
。
教
育
の
多
様
性

と
い
う
正
当
化
理
由
が
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
充
足
す
る
に
足
る

合
理
性
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
問
う
前
に
、
教
育
の
多
様
性
の
概
念
自

体
の
漠
然
性
か
つ
不
明
確
性
が
問
題
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

h

フ。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
単
に
「
教
育
の
多
様
性
」
を
保
障
す
る
と
い
う
目

的
だ
け
で
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
認
め
ら
れ
る
正
当
化
理

由
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
事
例
ご
と
に
、
保
障
し

よ
う
と
さ
れ
て
い
る
「
多
様
性
」
の
中
身
を
詳
細
に
検
討
し
、
性
的
役
割

や
性
的
固
定
観
念
を
擁
護
し
て
い
る
「
多
様
性
」
を
排
除
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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雌
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ブ
オ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

1
事
件
に
お
い
て
は
、
上
訴
裁
の
多
数
意
見

が
男
女
別
学
制
の
問
題
に
「
凹
a
R
白
Z
σ
E
2
5
-
」
法
理
を
適
用

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
が
、
連
邦
最
高
裁
は

独
自
の
判
断
を
下
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
ホ

1
ガ
ン
判
決
に
お
い

て
は
、
オ
コ
ナ
l
裁
判
官
が
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
州
に
は
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
l
女
子
大
学
の
他
に
男
女
別
学
制
を
採
用
し
て
い
る
公
立
大
学

が
存
在
し
な
い
の
で
、
州
が
『
印
告
白
円
白
同
町
σ
E
2
5
一
]
』
な
大
学
を

設
立
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
検
討
し
な

か
っ
た
」
(
串

g
c・
ω
・
巳
己
申
ロ
-
F
)

と
述
べ
て
い
る
。

(
即
)
参
照
本
稿
第
二
章
第
二
節
註
叩
。

(
鵬
)
参
照
本
稿
第
三
章
第
二
節
(
一
)
。

(
朋
)

(
川
)

(
凹
)

(
山
)
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本
稿

お
わ
り
に

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
男
女
別
学
制
が
憲
法
上
容
認

さ
れ
る
制
度
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

そ
こ
で
、
以
上
の
考
察
を
も
と
に
、
男
女
別
学
制
の
合
憲
性
に
つ
い
て
整

理
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
合
憲
性
の
審
査
基
準
に
関
し
て
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

「
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
は
、
性
的
役
割
や
性
的
固
定
観
念
の
永
続
を

目
的
と
す
る
男
女
別
学
制
や
形
式
的
に
も
「
お

E
E
Z
E
Z
A
E
]」
で
な

い
教
育
制
度
が
容
易
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
更
に
ま
た
、
近
年
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
性
に
基
づ
く
分
類
は
「
準
・
疑
わ
し
い
分
類
(
告
白
色
・
吉
田
宮
門
同

己白
E
E
S巴。ロ
)
L

も
し
く
は
「
近
似
し
た
疑
わ
し
い
分
類

(]g印

'ss

由

5
u
R
Z
S
E
E
n
R
Zロ
)
」
と
し
て
範
鴫
化
さ
れ
て
い
る
。
戸
松
教
授
に

よ
れ
ば
、
寸
そ
の
[
「
準
・
疑
わ
し
い
分
類
」
も
し
く
は
「
近
似
し
た
疑
わ

し
い
分
類
」
の
]
性
格
づ
け
は
疑
わ
し
い
分
類
の
場
合
と
異
な
ら
」
ず
、

寸
そ
れ
に
対
す
る
審
査
の
要
件
が
厳
格
な
審
査
よ
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
」



と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
[
]
は
筆
者
が
付
す
)
。
つ
ま
り
、
性
に
基
づ
く

分
類
が
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
非
常
に
接
近
し
て
範
鴫
化
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
合
理
性
の
基
準
」
の

適
用
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
厳
格
審
査
基
準
」
は
、
通
常
、
「
疑
わ
し
い
分
類
」
も
し
く
は
「
基
本

的
権
益
」
に
関
し
て
適
用
さ
れ
る
。
「
疑
わ
し
い
分
類
」
の
特
性
は
、
「
主

と
し
て
少
数
派
に
向
け
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
、
「
個
人
が
自
己
の
カ
で
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
」
こ
と
と
さ
れ
、
人
種
、
血
統
、
外
国
人
た
る
こ
と

等
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
女
性
は
少
数
派
で
は
な
い
が
、
性
別

は
自
己
の
力
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
基
本
的
権
利
か

否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
七
三
年
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス

(ω
白
ロ
〉
ロ
宮
口
芯
宮
内
同

8
8仏巾口同
ω
n
F
o
o
-
-
M
∞
E
2〈
-mO【
玄
関
口
巾
N
)

判

決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
基
本
的
権
利
に
あ
た
ら
な
い
と
判
断
し
て

い
司
令
。

教育における性差別

従
っ
て
、
「
厳
格
審
査
基
準
」
を
支
持
す
る
立
場
は
、
性
別
が
自
己
の
力

に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
事
柄
の
た
め
、
寸
そ
う
し
た
先
天
的
か

っ
変
更
不
可
能
な
特
性
に
基
づ
い
た
分
類
は
、
本
質
的
に
不
公
平
で
あ

る
」
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
厳
格
審
査
基
準
L

の
下
で
は
、
「
ど
う
し
て
も
必
要

な
」
立
法
目
的
を
合
憲
性
推
定
の
要
件
と
す
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
分
類

が
違
憲
無
効
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
示
す
フ
ロ

イ
ン
ト
(
司
『

2
ロ
円
四
)
教
授
の
意
見
は
E
R
A
に
対
す
る
反
対
意
見
で
あ
る

が、

E
R
A
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
性
別
は
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
看

倣
さ
れ
「
厳
格
審
査
基
準
」
を
適
用
し
た
場
合
と
同
様
の
結
果
に
至
る
の

で
、
か
か
る
反
対
意
見
は
「
厳
格
審
査
基
準
」
適
用
に
対
す
る
反
対
意
見

と
し
て
も
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
E
R
A
は
法
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
|
|
例
え
ば
、
家
族
の
扶
養
、
社
会

保
障
、
雇
用
、
公
立
学
校
に
お
け
る
活
動
、
兵
役
|
|
に
お
け
る
両
性
の

立
場
に
同
一
の
基
準
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
L

と
い
う
の
で
あ
る
。

教
育
の
分
野
、
と
り
わ
け
男
女
別
学
制
の
問
題
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、

筆
者
自
身
も
「
厳
格
審
査
基
準
」
適
用
は
、
公
教
育
は
共
学
で
な
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
っ
て
好
ま
し
く
な
い
と
考

え
る
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
教
育
に
関
す
る
権
限
は
州
に
属
し
て
い

る
。
州
レ
ベ
ル
で
男
女
別
学
制
を
採
用
す
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
権
限
は
連
邦
憲
法
に
低
触
し
な

い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
州
の
行
為
が
修
正
第
一
四
条
の

平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
れ
ば
、
連
邦
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
際
、
連
邦
裁
判
所
が
「
厳
格
審
査
基
準
」
を
適
用

す
る
と
、
結
果
は
ほ
と
ん
ど
違
憲
無
効
と
な
り
、
州
の
権
限
は
形
式
的
な

北法38(4・147)731 
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も
の
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
男
女
別
学
制
に
関
す
る
合
憲
性
の
審
査

基
準
と
し
て
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
し
た
ホ

l
ガ
ン
判
決
の

法
廷
意
見
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
に
基
づ
い
て
、
従
来
主
張
さ

れ
て
き
た
男
女
別
学
制
の
正
当
化
理
由
の
合
憲
性
に
つ
い
て
み
た
。
そ
の

結
果
、
「
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
の
審
査
と
異
な
り
、
「
∞
告
白
『
白
Z
σ
三

2
5一
」
な
教
育
制
度
で
あ
る
か
ら
、
男
女
別
学
制
を
認
め
る
連
邦
法
に

よ
っ
て
い
る
か
ら
、
教
育
の
多
様
性
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
直

ち
に
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
要
件
を
満
た
し
て
初
め
て
、
以
上
の
よ
う

な
男
女
別
学
制
も
合
憲
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
主
張
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
も
認
め
て
き
た
正
当
化
理

由
の
中
で
、
最
も
批
判
さ
れ
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
「
教
育

の
多
様
性
」
で
あ
る
。
「
教
育
の
多
様
性
」
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
れ
が
性

的
役
割
や
性
的
固
定
観
念
を
永
続
さ
せ
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
男
女
別
学
制
は
「
教
育
の
多
様
性
」
と
い
う
こ

と
ば
を
借
り
て
、
そ
の
実
、
性
差
別
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
排
除
さ

れ
る
べ
き
制
度
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、

「
教
育
の
多
様
性
」
が
具
体
的
に
何
を
示
し
て
い
る
か
が
不
明
確
な
こ
と

に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
性
的
固
定
観
念
は
、
女
性
の
そ
の
ま
ま

の
姿
を
写
し
だ
し
た
も
の
で
な
く
、
真
の
女
性
の
姿
を
覆
い
隠
す
だ
け
で

な
く
、
男
性
お
よ
び
相
当
数
の
女
性
に
対
し
て
も
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と

思
い
込
ま
せ
、
更
に
は
、
女
性
に
対
し
そ
の
固
定
観
念
に
従
う
こ
と
を
強

要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
性
的
固
定
観
念
に
基
づ
く
男
女
別
学
制

は
、
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
の
下
で
は
、
修
正
第
一
四
条
の
容
認
す
る

合
理
的
根
拠
あ
る
分
類
と
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
従
来
、

性
的
国
定
観
念
を
も
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
き
た
「
教
育
の
多
様
性
」
は
、

今
一
度
、
そ
の
意
味
が
考
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
男
女
別
学
制
の
正
当
化
理
由
と
し
て
二

つ
の
形
態
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
積
極
的
差
別
解
消
策
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
過
去
に
蒙
っ
た
不
利
益
を
補
償
す
る
た
め
の
暫
定
的
な
目

的
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
広
く
一
般
的
に
主
張
さ
れ

て
い
る
「
多
様
性
」
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
女
別
学
制
は
、

文
化
の
多
様
性
や
伝
統
的
に
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る

私
的
団
体

G
R
g
E
-
白
g
o己白昨日
0
ロ
)
の
自
由
と
い
っ
た
社
会
的
価
値
を

助
長
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
、
前
世
紀
ま
で
、
教
育
は
男
性
の
も
の
で
あ
っ

た
。
積
極
的
差
別
解
消
策
と
し
て
の
男
女
別
学
制
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
男
子
校
は
、
し
ば
し
ば
、
意
識
し
て
い
る
か
否
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か
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
の
優
越
性
を
無
言
の
う
ち
に
維
持
し
よ
う
と
意

(口)

図
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か

か
る
指
摘
は
、
男
女
別
学
制
が
人
種
別
学
制
と
同
じ
理
由
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
(
人
種
別
学
制
は
、
黒
人
は
知
的
な

面
に
お
い
て
も
そ
の
他
の
面
に
お
い
て
も
白
人
に
劣
る
も
の
で
あ
る
と
い

(
M
)
 

う
信
念
に
基
づ
い
て
維
持
さ
れ
て
き
た
)
。

問
題
な
の
は
、
何
を
も
っ
て
「
教
育
の
多
様
性
」
と
認
め
、
何
を
も
っ

て
差
別
的
な
「
性
的
固
定
観
念
L

と
す
る
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら

の
中
身
を
決
定
す
る
際
の
前
提
と
し
て
、
男
女
別
学
制
が
望
ま
し
い
制
度

で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
マ

l
事
件
に
お

い
て
、
第
三
巡
回
裁
判
所
は
、
男
女
別
学
制
が
望
ま
し
い
制
度
で
あ
る
か

否
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
合
憲
性
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
と

(
日
)

述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
明
確
に
二
分
で
き
る
問
題
な
の
か
疑
問
の
あ

(
M山
)

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
真
の
平
等
社
会
(
印
可
巳
可
布
一
回

E
R
Eロ
gn目
見
可
)

に
お
い
て
、
男
女
別
学
制
が
果
た
す
役
割
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

(口)

思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
実
際
問
題
と
し
て
は
、
男
女
別
学
制

の
問
題
は
公
立
学
校
に
あ
っ
て
は
、
ほ
ぽ
解
決
を
み
て
い
る
(
一
九
八
二

年
現
在
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
る
百
十
一
の
女
子
カ
レ
ッ
ジ
の
う
ち

公
立
は
わ
ず
か
二
校
で
あ
り
、
百
四
の
男
子
カ
レ
ッ
ジ
の
う
ち
公
立
は
一

と
こ
ろ
で
、

校
の
み
で
あ
る
)
。
何
故
な
ら
、
男
女
別
学
制
の
歴
史
は
私
立
学
校
に
お
い

て
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
公
立
学
校
に
関
し
て
は
経
済
的
効
率
を

理
由
に
当
初
か
ら
共
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
別
学
校
の

数
が
そ
も
そ
も
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
男
女
別
学
制
の
問

題
の
本
質
は
私
立
学
校
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
私
立
学
校
に
お
け
る
男

女
別
学
制
の
問
題
は
、
修
正
第
一
四
条
を
直
接
適
用
で
き
な
い
た
め
に
、

公
立
学
校
の
場
合
ほ
ど
問
題
が
易
し
く
な
い
。
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン

(
凹
冨
芯
白

2
Zロ
)
が
認
め
ら
れ
れ
ば
修
正
第
一
四
条
の
適
用
は
可
能
と
な

る
が
、
私
立
大
学
に
関
し
て
は
、
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
は
一

般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

連
邦
の
財
政
援
助
を
受
け
て
い
る
と
い
う
理
由
も
性
差
別
と
の
関
連
で

は
、
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
を
認
定
す
る
の
に
十
分
な
要
件
と

は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
九
七
二
年
改
正
教
育
法
第
九
編
に
よ
れ

ば
、
私
立
大
学
は
入
学
に
関
し
て
、
性
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
一
般
条
項

の
適
用
を
免
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
立
大
学
は
、
同

法
第
九

O
一
条

(a)
項

(
1
)
号
に
よ
っ
て
、
入
学
を
一
方
の
性
に
限

定
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
私
立
大
学
に
対

し
て
も
第
九

O
一
条

(a)
項
の
一
般
条
項
の
適
用
を
受
け
る
よ
う
法
改

正
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
差
別
を
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
連
邦
の
財
政
援

助
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
定
の
限
界
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
か
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Sex Discrimination in Education 

一一一TheConstitutionality of Sex-Segregated Schools 

in the United States-一一

Introduction 

1 . Legal Framework 

(1) Constitutional Law 

(2) Federal Law 

II. Equal Protection and Segregated Schools 

(1) Development of “separate but equal" doctrine 

(2) Abandonment of “separate but equal" doctrine 

(3) Effort to desegregate 

(4) New problems 

III. Equal Protection and Sex-Segregated Schools 

(1) History of coeducation 

(2) Cases 

IV. Constitutionality of Sex-Segregated Schools 

Kayoko OSHlMA・

(1) Standard of review under the Equal Protection Guarantee 

(2) Standards to determine Constitutionality of Sex-Segregated Schools 

Conclusion 

In 1982， the United States Supreme Court held that a state-supported 

university's policy which excludes males from enrolling in its professional nursing 

school violated the equal protection clause of the Fourteenth Amendment. This 

is the first case in which the Court decided about the problem of the sex-segregated 

schools. I suppose the failure of the Equal Rights Amendment ( infra E.R.A. ) had 

not a little influence on this decision. If E.R.A. had been adopted， different 

*Doctoral Student， Hokkaido University. 
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treatment on the basis of sex might have been prohibited absolutely ; then the 

sex-segregated schools should have been held unconstitutional and the Court 

enforced coeducation_ But now， E.R.A. has failed， so the constitutionality of 

sex-segregated school is relevant to the Fourteenth Amendment which protects 

relative equality. In other words， if the policy of sex-segregated schools has a 

rational basis， this policy is not unconstituional. 

Then， in this Note， 1 will run over the leading cases on sex-segregated 

schools and examine the justification of this system and the judgments for them 

and explain whether the sex-segregated school system is permitted under the 

F ourteenth Amendment. 
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